
　厚生労働省は８月２６日、一般会計の総額２８兆７９５４
億円となる２０１１年度予算の概算要求を民主党の厚生
労働部門会議に提示し、了承された。医療費など社
会保障費の自然増分１兆２３５９億円の影響で前年度比
で４.５％増となった。
　療養病床の再編問題をめぐり、長妻昭厚労相は、
介護療養病床を１１年度末には廃止しない方針を固め

た。廃止を猶予して新たな期限を設けるか、廃止そ
のものを撤回して存続させるかは、年末までに結論
を出し、１１年の通常国会に関連法の改正案を提出す
る考えだ。
　政府は９月１０日、病院の耐震化の国庫補助事業な
どを盛り込んだ追加経済対策を閣議決定した。デフ
レ脱却を目指し、国の予備費約９２００億円を活用して
対応する。また、財源のかからない経済対策として、
外国人医師の国内診療の緩和や、訪問看護ステーシ
ョンの「１人開業」などの規制緩和策も盛り込んだ。
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※太字は一般参加の行事、詳細は後掲４０～４１ページ

場　　所開始時間行　　　事
京都府保険医協会会議室午後２時保険審査通信検討委員会１日金
伏見医師会館伏見医師会との懇談会　　　　　　　　　　　　　　懇談会：午後２時３０分６日水
京都府保険医協会会議室午後２時医院・住宅新（改）築相談室１３日水
京都府保険医協会会議室午後２時知っておきたい「在宅医療点数」の基礎知識（説明会）〈１回目〉１４日木
みやづ歴史の館・大会議室南側午後２時「届出医療の活用と留意点」説明会１６日土
集合：京都ライトハウス前文化ハイキング（西陣方面）　　　　　　　　　　　　 集合：午前１０時

１７日日 舞鶴市商工観光センター
４Ｆ・展示交流室午前１０時知っておきたい「在宅医療点数」の基礎知識（説明会）

京都府保険医協会会議室午後２時「届出医療の活用と留意点」説明会

２１日木
京都府保険医協会会議室午後１時ファイナンシャル相談室
京都府保険医協会会議室午後２時法律相談室
京都府保険医協会会議室午後２時雇用管理相談室
からすま京都ホテル午後５時金融共済委員会２３日土
京都府保険医協会会議室午後２時経営相談室２７日水
京都府保険医協会会議室午後２時医事担当者会議２８日木
京都府保険医協会会議室午後２時知っておきたい「在宅医療点数」の基礎知識（説明会）〈２回目〉３０日土
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場　　所開始時間行　　　事
京都府保険医協会会議室午後３時第６３７回社会保険研究会１１月６日土
豊国神社（東山区大和大路通正面茶屋町）午後２時第７回文化講座

１１月７日日
京都府保険医協会会議室午後２時新規開業予定者のための講習会

京都ブライトンホテル
　　　　　　　　　　　　　　　　　昼食会：午後１時３０分
京都北医師会との懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　懇談会：午後２時３０分

１１月１０日水

京都府保険医協会会議室午後２時３０分上京東部・西陣医師会との懇談会１１月１１日木
京都ブライトンホテル午後４時３０分外科診療内容向上会

１１月１３日土
舞鶴西総合会館３Ｆ林業センター会議室午後２時３０分中級コース　接遇マナー研修会
大阪ガスクッキングスクール京都午後２時男の料理教室１１月２０日土

乙訓医師会事務所（長岡京市立多
世代交流ふれあいセンター）午後２時３０分乙訓医師会との懇談会１２月６日月

京都府保険医協会会議室午後２時文化講習「アロマテラピー講座」１２月１１日土
ハートピア京都午後２時福祉医療シンポジウム１２月２３日（木・祝）

今
後
の
予
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「特別枠」に新規事業が集中／厚労省の概算
要求
　厚生労働省は８月２６日、一般会計の総額２８兆７９５４
億円となる２０１１年度予算の概算要求を民主党の厚生
労働部門会議に提示した。医療費など社会保障費の
自然増分１兆２３５９億円の影響で前年度比で４.５％増
となった。今回初めて導入される首相主導の「政策
コンテスト」で各省庁と争奪戦を繰り広げる特別枠
の要望額は計１２８７億円。医師不足対策事業など新規
事業の大部分を特別枠で要望する。しかし、コンテ
ストで採用される事業は、省庁全体の要望額の約半
分だ。新規事業の成否を分けるコンテストのルール
について、政府からまだ説明がなく不安含みの概算
要求となった。
　１０年度の概算要求は、各省庁とも１０年度予算から
原則１割削減した額を予算要求する。１割削減で得
た財源２兆３０００億円のうち１兆２３５９億円は社会保障
費の自然増に充てられる。残りの１兆円超を特別枠
としてマニフェスト項目や成長に資する事業の財源
に充てる。各省庁は原則１割削減した額（省庁の合
計で２兆３０００億円）を特別枠として要望できるが、
実際に要望が認められるのは約半額の事業費という
ことになる。
　厚労省大臣官房会計課によると、省内の各部局に
対し、医療費などを除く既存の予算額から１割カッ
トした額で予算要求額を組むよう求めた。特別枠と
は別に各部局が新規事業を組もうとすると、既存予
算を２－３割カットしなければならない。このため
新規事業のほとんどが特別枠に集中した。
　厚労省は特別枠の目玉事業として「子宮頸がん予
防ワクチンの公費負担事業」（１５０億円）や、都道府
県ごとに医師派遣の拠点を設ける「地域医療支援セ
ンター」（仮称）事業（１７億円）など１５項目を要望す
る。
　概算要求に占める医療費の国庫負担は９兆８９０３億

円。前年度比で５％伸びている。協会けんぽが前年
度比で６００億円増で５.８％増、国保１２００億円増で３.７％
増、後期高齢者関係１６００億円増で４.２％増。合計で
３４００億円増、このほか公費負担で１５００億円増となっ
た。（８/２６MEDIFAXより）

介護療養、１１年度末廃止は撤回／１１年、通常
国会に改正法案
　療養病床の再編問題をめぐり、長妻昭厚生労働相
は、介護療養病床を２０１１年度末には廃止しない方針
を固めた。厚労省の調査で、転換先を「未定」とし
た介護療養病床が６割以上あり、介護老人保健施設
への転換が進んでいないことが分かったことから、
１１年度末の廃止は困難と判断した。廃止を猶予して
新たな期限を設けるか、廃止そのものを撤回して存
続させるかは、年末までに結論を出し、１１年の通常
国会に関連法の改正案を提出する考えだ。
●既転換施設、８５％が医療療養に
　厚労省が療養病床を持つ全国の医療機関を対象に
行った転換状況の調査によると、１０年３月末までに
介護療養病床から転換した２万９０６床のうち、老健施
設に転換したのは５％の１１１２床で、８５％の１万７７６５
床が医療療養病床に転換していた。
　１２年３月までの転換意向では、６割以上が転換先
を「未定」と回答。老健への転換を考えているのは
約１割にとどまった。「未定」の理由では「１２年度の
医療・介護報酬同時改定の方向性を見てから判断し
たい」（５８％）、「懸念事項があるため転換できない」
（５２％）、「慢性期医療の受け入れ先としてのニーズが
高い」（４７％）などが多かった。
　介護療養病床をめぐっては、０６年の医療制度改革
関連法で１１年度末の廃止が決まった。民主党は政権
交代を実現した０９年衆院選の公約で「当面、療養病
床削減計画を凍結し、必要な病床数を確保する」と
明記。長妻厚労相も国会答弁などで、実態を把握し
た上で期限の先延ばしも含めた方針の見直しを検討
する姿勢を示していた。（９/９MEDIFAXより）

病院・学校の耐震化に５５０億円／追加経済対策
を閣議決定
　政府は９月１０日、病院の耐震化の国庫補助事業な
どを盛り込んだ追加経済対策を閣議決定した。デフ
レ脱却を目指し、国の予備費約９２００億円を活用して
対応する。また、財源のかからない経済対策として、
外国人医師の国内診療の緩和や、訪問看護ステーシ
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ョンの「１人開業」などの規制緩和策も盛り込んだ。
　病院や学校の耐震化事業などに５５０億円を計上し
た。病院の耐震化は２００９年度にも補正予算で１２２２億
円の交付金を計上している。厚労省が１０年１月に発
表した病院の耐震化率は５６.２％。今回、交付金を積
み増すことで、より多くの病院が国の耐震基準を満
たせるようにする。対象施設は０９年度補正予算と同
様、未耐震の災害拠点病院と救急救命センター、２
次救急医療機関で、既存施設の耐震補強のほか、新
築の建て替えも支援の対象とする。国が事業費の２
分の１を補助し、残りを県と事業主が負担する。
●外国人医師の緩和「１０年度に結論」
　規制緩和策では、外国人医師が国内で診療する場
合と外国人看護師が国内で看護業務を行う際に設け
ているビザ発給要件の規制を緩和する。具体的な方
策は１０年度中に検討し、結論を得る。６月にも同様
の規制緩和策を閣議決定しているが、今回は「でき
る限り１１年度中に順次所要の措置を講ずる」との文
言を加え、規制緩和の前倒しを強調した。
　現在、一定の語学力と臨床経験を持つ外国人医師
は、日本の医師免許がなくても、厚生労働大臣の指
定する病院で臨床修練指導医の実地の指導監督の
下、処方せんの交付を除く医療行為を最大２年間行
える。外国人看護師もほぼ同じ条件で最大１年間の
看護業務ができる。今後どの条件を緩和するか検討
する。
　さらにドラックラグ、デバイスラグの解消は、６
月の閣議決定では、薬事の承認審査に関する手続き
の見直しを１０年度中に検討し、結論を得るとしてい
た。今回は「１０年度中に薬事・食品衛生審議会の規
程の必要な改正を行う」と踏み込んだ。
　このほか内閣府は▽介護施設の総量規制の規制緩
和▽有料老人ホームの短期利用の解禁▽再生医療の
推進─などを厚労省に求めていたが、閣議決定には
盛り込まれなかった。引き続き政府の行政刷新会議
の分科会で要求していく。（９/１３MEDIFAXより）

「参加型社会保障」へ転換を／１０年版厚労白書
　政府は８月２７日、２０１０年版厚生労働白書を閣議決
定した。薬害肝炎問題や年金記録問題の反省を踏ま
え、「厚生労働省改革元年」と位置付けて省内改革を
盛り込むとともに、社会保障の将来像として、本人
の能力を最大限に引き出し、労働市場、地域社会、
家庭への参加を保障する「参加型社会保障（ポジテ
ィブ・ウェルフェア）」を提唱するなど、長妻昭厚生
労働相のカラーを全面に打ち出した内容となってい
る。
　白書は２部構成。第１部では年金記録など旧社会
保険庁をめぐる問題と、薬害肝炎問題の反省点を盛
り込み、それぞれへの対応を記載。薬害再発防止に
向けた取り組みとして薬害再発防止に向けた検証・
検討委員会からの提言に基づき、医薬品医療機器総
合機構（ＰＭＤＡ）の安全対策要員の増員などに取
り組んでいるとした。
　さらに内部改革の取り組みとして、人事評価に独
自の評価基準を導入したことや、省・各局の組織目
標を公表したこと、無駄の排除に向けた省内独自の
事業仕分けに取り組んだことなどを盛り込んだ。
　第２部では、新型インフルエンザ対策を中心とし
た直近の政策課題への対応を盛り込むとともに、「参
加型社会保障」の概念を解説。従来の社会保障を
「消費型・保護型」と位置付け「保護すべきニーズを
満たすことに主眼が置かれ、サービスが消費される
だけに終わってしまい、それだけでは何も生み出さ
ない」と指摘。医療・介護分野では、従来型社会保
障の課題として、医師不足や医療機関のネットワー
ク不足、入院期間の長期化、在宅医療・福祉サービ
ス不足などを挙げ、「参加型社会保障」では、救急医
療を中心に医療機関の役割分担と連携による早期の
社会復帰や、中学校区などでの在宅医療・福祉サー
ビスを整備することなどをうたっている。
（８/３０MEDIFAXより）
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【８月】◆全閣僚、終戦記念日の靖国参拝見送り（１５日）◆海保ヘリ墜落、組織的隠ぺいが発覚（２１日）◆フィリピン・マニラでバス乗っ
取り、８人が犠牲（２３日）◆１５年ぶりの円高に（２４日）◆ネパール・小型機墜落、日本人男性死亡（２４日）◆東京拘置所刑場公開（２７日）
◆米・オバマ大統領、イラクでの戦闘任務終了を宣言（３１日）
【９月】◆史上最も暑い夏（１日）◆アフガニスタンで不明の邦人保護（５日）◆農業人口２２％減（７日）◆エコカー補助が前倒しで終了
（８日）◆多剤耐性アシネトバクター菌の感染拡大（８日）◆大阪地裁・厚労省元局長に無罪（１０日）◆日本振興銀行が破たん（１０日）

（２０１０年８月１５日～９月１１日） 



１０万人遺伝子調査に５億円／ライフイノベー
ション重点分野
　政府の総合科学技術会議（議長＝菅直人首相）は
９月２日、新成長戦略で成長分野に位置付けられた
医療・介護（ライフ・イノベーション）と環境（グ
リーン・イノベーション）の重点８分野に関連した
関係省庁の２０１１年度予算概算要求を示した。施策数
は新規の１８施策を含む合計７８施策で、概算要求額は
特別枠を合わせて１１２１億７２００万円だった。このうち、
ライフ・イノベーションの重点分野「ゲノムコホー
ト研究と医療情報の統合による予防法の開発」は文
部科学省の科学技術振興調整費として５億円を要求
する。
　同会議は１０年度、概算要求前に重点８分野を「ア
クション・プラン」として示し、各省庁間の事業の
重複排除や予算の効率化を図った。ゲノムコホート
研究は健常人１０万人規模で遺伝子を調べるほか、１０
年以上かけて生活習慣や生活環境を追跡調査する取
り組み。認知症や脳卒中などにつながる遺伝子レベ
ルの疾患リスクや生活・環境要因の解明を通じ、予
防医学につなげる計画。
　このほか、別の重点分野の膵臓がん、肺がん、肝
臓がんに関する「早期診断・治療を可能とする技術、
医薬品、機器の開発」の関連は１４施策で、合わせて
１９３億７２００万円だった。
　同会議は今後、優先度判定で各施策の内容を４段
階で評価する。施策の最終的な内容については各省
庁によって決められるため、同会議が示した趣旨と
ずれた方針がある可能性は否定できないという。津
村啓介内閣府大臣政務官は「齟齬（そご）があれば（判
定で下位の）Ｂ、Ｃを付けることはある」としてい
る。（９/３MEDIFAXより）

１１年度から感染検査／首相、白血病ウイルスで
　菅直人首相は９月８日、主に母乳を通じて感染す
る成人Ｔ細胞白血病ウイルス（ＨＴＬＶ１）対策と
して、妊婦に対する感染検査を２０１１年度から実施す
る考えを表明した。官邸で面会した患者団体に対し
「（１１年度）予算編成で希望をかなえられるようにし
たい」と述べた。
　また、治療方法の研究や医療機関への情報提供の
在り方などを議論するため、小川勝也首相補佐官を
リーダーとする特命チームを設置する方針も明らか
にした。
　これに関連し、仙谷由人官房長官は記者会見で「１１

年度予算の前に何らかの取り組みができるかどうか
精力的に検討したい」と述べ、一部対策は前倒しで
実施する考えを強調。特命チームには患者代表や与
野党議員の参加も求めるとした。
　ＨＴＬＶ１は白血球の一種であるリンパ球に感染
するウイルスで、国内に１０８万人の感染者がいると推
定される。白血病や関連疾患の脊髄症を発症するが、
根本的な治療法は確立していない。
【共同】（９/１０MEDIFAXより）

後発品変更の副作用「医師に責任ない」／長
妻厚労相
　長妻昭厚生労働相は８月８日の衆院厚生労働委員
会で、処方せんに記載された医薬品の後発医薬品へ
の変更で患者に副作用が出た場合について、「医師や
薬剤師に副作用の責任はない」と述べた。阿部俊子
氏（自民）の質問に対する答弁。
　処方せんの「後発品への変更不可」の欄に医師の
署名がない限り、薬剤師が患者の同意を得て後発品
を選択できる。長妻厚労相は免責の前提として「医
師が先発品を適正に処方すること」を挙げ、適正な
手続きに沿って処方された場合の責任については医
師、薬剤師に問うことができない認識を示した。副
作用が出た場合は医薬品医療機器総合機構の副作用
被害救済制度の対象になる。（９/９MEDIFAXより）

特殊勤務、労基法の解釈検討／長妻厚労相
　長妻昭厚生労働相は８月３０日、救急など特殊な勤
務形態にある医療従事者の労働基準法上の扱いにつ
いて、厚生労働省の労働基準局と医政局で検討を始
めたことを明らかにした。視察先の東京都板橋区で
記者団に語った。
　長妻厚労相は「（医療従事者を）例外扱いにすると、
直ちに考えているわけではない」とする一方、「人の
生死にかかわる緊迫した状況で、業務は通常と異な
るところがある。法律をどう解釈するか考えないと
いけない」と話した。（８/３１MEDIFAXより）

「再仕分け候補」に診療報酬も／民主ＷＧが
検討
　民主党行政刷新プロジェクトチーム（党行政刷新
ＰＴ）の再仕分け第１ワーキンググループ（第１Ｗ
Ｇ、厚生労働省と内閣府担当）が、「秋の事業仕分
け」の対象として検討している事業に「診療報酬の
配分」が入っていることが８月２４日、分かった。こ

京都保険医新聞２０１０年（平成２２年）９月２７日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２７６２号

第１３５号６



のほか医療関連では、医師確保、救急・周産期対策
などが候補に挙がっている。
　秋の事業仕分けに向けて、第１ＷＧが検討を進め
ている厚労省所管の事業数は５０。８月末までに担当
部局からのヒアリングを終了させ、仕分け対象とし
てふさわしい事業を選定し、９月下旬に党行政刷新
ＰＴに報告する。政府の行政刷新会議は党からの提
言を踏まえた上で、１０月下旬から１１月中旬にかけて、
過去２回の事業仕分け後の見直しが不十分な事業に
ついて再仕分けを行う。
　このほか第１ＷＧが再仕分けの候補として検討し
ているのは▽レセプトオンライン導入のための機器
整備支援▽福祉医療機構▽医療費適正化▽社会保障
カード▽女性の健康支援対策▽地域健康づくり推進
▽８０２０運動特別推進事業▽国保中央会・国保連の補
助金▽レセプト審査適正化▽国立保健医療科学院─
など。
　一方、介護関連で再仕分けの候補となっているの
は▽介護予防事業▽介護サービス適正実施指導事業
▽介護支援専門員資質向上事業─の３項目。
（８/２５MEDIFAXより）

概算要求に批判続出／自民・厚労部会
　自民党の厚生労働部会（加藤勝信部会長）は９月
８日、２０１１年度予算の概算要求について厚生労働省
から説明を受けた。出席議員からは「センターをつ
くって医師不足が解決するならもうやっている」「新
たな高齢者医療制度の法案は通すつもりはない」な
どの批判が続出した。（９/９MEDIFAXより）

公明の社会保障検討会が初会合／年内に「総
合ビジョン」
　公明党は８月２５日、国会内で、党独自の社会保障
制度改革案を取りまとめる「社会保障トータルビジ
ョン検討会」の初会合を開いた。同会座長には、先
に政界引退の考えを撤回した坂口力元厚生労働相が
就任した。年内に「総合ビジョン」を提言する方針。
　ビジョンには、先の参院選マニフェスト（政権公
約）で掲げた、「低所得者への加算年金の創設」や
「年金受給資格期間の短縮」「独居老人対策」などが
盛り込まれる見通し。（８/２６MEDIFAXより）

基本診療料など優先検討／１２年度改定へ中医協
　中医協（会長＝遠藤久夫・学習院大教授）は９月
８日の総会で、２０１２年度診療報酬改定に向けて初・

再診料や外来管理加算、入院基本料を含む「基本診
療料」などを優先して議論することで合意した。た
だ、具体的な議論の方向性として、診療側は基本診
療料に含まれるコスト分析調査の必要性を訴えたの
に対し、支払い側は「手間がかかるし、正確な数値
は把握できない」と反発。次回以降、診療側が調査
の目的や具体的な手法を示すことにした。
●「医療と介護の連携」「勤務医の負担軽減」も
　事務局の厚生労働省保険局医療課はこの日の総会
で、これまでに診療側、支払い側双方から提出され
ていた次期改定に向けた検討課題を再整理して示す
とともに、双方とも「優先すべき」としていた「基
本診療料」のほか、支払い側が求めていた「医療と
介護の連携（訪問看護、慢性期入院医療）」、診療側
が求めていた「勤務医の負担軽減」の３点を優先課
題に挙げた。中医協・診療報酬改定結果検証部会の
検証結果がまとまる１１年春までに議論を進める方針
を示し、了承された。
　「基本診療料」について、安達秀樹委員（京都府医
師会副会長）は「１０年度改定でも初・再診料や外来
管理加算などは、要素がはっきりしないために財源
論に埋没してしまった。オペレーティングコストや
キャピタルコストの積み上げの試算をして、（基本診
療料が）何への対価か、そのベースにあるのは何か
を明確にしたい。積み上げた試算をそのまま（診療
報酬として）欲しいと主張するつもりはない」とし、
コスト調査の必要性を訴えた。
　これに対し白川修二委員（健保連専務理事）は、
コスト調査にかかる手間などを指摘し「経費の中で
基本診療料がどういう比重であるべきかや、入院に
対する各種の加算と入院基本料の関係性などを議論
すべき」と主張した。
　遠藤会長も「コスト調査の目的とどのような調査
をするのか、診療側でまとめた上で示してほしい」
と診療側に要請し、診療側が同意した。
●介護関係部局からヒアリングも
　ほかの優先課題のうち、「医療と介護の連携」につ
いては、検証部会などの調査や検討に合わせて議論
するほか、社会保障審議会の介護保険部会と医療保
険部会の担当課から、議論の進捗状況についてヒア
リングをする。「勤務医の負担軽減」については、１１
年度に実施する検証部会の調査のほか、関係学会な
どでの調査も含めて検討する。
（９/９MEDIFAXより）
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「公知申請での保険適用」を了承／中医協
　中医協は８月２５日の総会で、「医療上の必要性の高
い未承認薬・適応外薬検討会議」で公知申請が妥当
と判断された医薬品について、医薬品部会での事前
評価終了後に保険適用する新ルールを導入すること
を決めた。効能・効果の承認前から保険適用できる
ようになり、患者の経済的負担が軽減される。
　厚生労働省は８月３０日に評価療養の告示を改正
し、新ルールを導入する。８月２６日の薬事・食品衛
生審議会医薬品第一部会と８月３０日の第二部会で公
知申請５成分７適応の事前評価が了承されれば、部
会後に保険償還を認める通知を出す。
　未承認薬会議で「医療上の必要性が高い」と判断
されたもの以外を公知申請した場合には保険適用さ
れず、今後も従来通り評価療養の対象となる。
　新ルール下で副作用が発生した場合、副作用被害
救済制度の対象になり得ることも確認した。従来も
医学的な妥当性があれば、適応外使用でも補償を認
めていた。また、公知申請で効能追加し、販売額が
当初の想定より大幅に増えた場合には、市場拡大再
算定の対象になることも確認した。
　総会では、診療側の安達秀樹委員や嘉山孝正委員
が「速やかな保険適用への道を開いた事務局の勇気
と努力に感謝する」などと謝辞を述べると、支払い
側の白川修二委員も「ラグ解消に向けて保険適用の
やり方を改めるのには賛成」と応じ、全会一致で新
ルールの導入を決めた。
　一方、公知申請では未承認薬問題は解決できない
として、診療側から制度の見直しを求める声が上が
った。安達委員は臓器ごとに適応症が認められてい
る抗がん剤を例に挙げ、腺がんや扁平上皮がんなど、
がんの特徴ごとにとらえれば、他の臓器にも効くケ
ースがあると指摘。新規抗がん剤の国内治験が遅れ
ていることなども問題視し「昭和５５年通知的な制度
のオーバーホールが必要」と指摘した。
　遠藤久夫会長や白川委員は「未承認薬は薬事法上
の問題であり、中医協で議論すべきことではない」
とし、議論は平行線をたどった。
（８/２６MEDIFAXより）

未承認薬も患者アクセス改善／中医協で具体
策検討も
　中医協で、適応外薬のみならず、国内未承認薬に
ついても患者アクセスを改善するための具体策を検
討する可能性が出てきた。９月８日の中医協総会で

嘉山孝正委員（国立がん研究センター理事長）が
「適応外薬の問題解決はかなり進んだが、国内未承認
薬に保険適用を認めるような仕組みを中医協マター
で検討したい」と提案。さらに「薬事の問題もあり、
中医協だけでは実行できないかもしれないため、協
議会の設置などを検討できないか」と求めた。
　遠藤久夫会長（学習院大経済学部教授）はこの発
言を「新たな提案だ」と受け止め、「医療上の必要性
の高い未承認薬・適応外薬検討会議」の堀田知光座
長（国立病院機構名古屋医療センター院長）に再度、
中医協に出席を要請したり、保険収載前の段階で保
険外併用療法の枠組みを活用したりしてはどうかと
いう私案を例示した。
　厚生労働省保険局医療課の鈴木康裕課長も「未承
認薬問題については厚労省内でも継続的に審議して
いるところ。どのような枠組みで患者に早く新薬を
提供できるか、方策を考える」と応じた。
（９/９MEDIFAXより）

診療報酬支払い、半月早期化を検討／医療保
険部会で厚労省
　厚生労働省は９月８日の社会保障審議会・医療保
険部会（部会長＝糠谷真平・国民生活センター顧問）
で、診療報酬の支払い早期化を検討していることを
明らかにした。レセプト電子請求が２０１０年７月から
医科診療所でも原則化となり、電子請求の割合が医
科で９割近くに上っていることを受けて、電子請求
のインセンティブとして検討する。実現すれば最大
で１５日程度支払いが早まることになる。
　出産育児一時金の支払い方法の在り方について議
論した中で、厚労省が明らかにした。診療報酬の支
払いは現行では診療のあった翌月１０日に請求、被用
者保険の場合は翌々月２１日、国保の場合は同２５日－
月末に支払われている。厚労省は電子請求している
医療機関の支払日を診療の翌々月１５日まで早める方
向で検討している。
　早期化が実現した場合、出産育児一時金の支払い
サイクルも一部早まる。現行の月２回の支払いのう
ち、１回は退院から支払いまでに３３－４７日かかって
いるが、１０日ほど早まることになる。
　実現に向けた課題として、保険者の資金繰りやシ
ステム改修、電子請求のみ早期化することにより、
審査支払機関への納入が２回になることなどを挙げ
た。
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●出産一時金は平行線
　出産育児一時金の１１年度以降の扱いでは、井上清
成専門委員（弁護士）が、分娩施設への直接支払い
制度について「健保法に違反する疑義が払拭できな
い」として、被保険者が振込指定制度を活用する場
合に保険者から医療機関に支払われる制度とするよ
う主張。これに対し、白川委員は「定着しているの
で変更はしないでほしい」と主張し、議論は平行線
のままだった。
　このほか、高額療養費に関して、自己負担限度額
が８万１００円となっている７０歳未満の一般所得者の
うち、年収３００万円以下の人の限度額を４万４４００円ま
で引き下げた場合、給付費ベースで約２６００億円の財
源が必要となるとの試算も示した。また、高齢者医
療制度改革会議がまとめた後期高齢者医療制度廃止
後の高齢者医療制度に関する中間取りまとめも報告
した。（９/９MEDIFAXより）

予防接種法抜本改正へ、議論の体制固まる／
厚労省
　厚生労働省の厚生科学審議会・感染症分科会予防
接種部会（部会長＝加藤達夫・国立成育医療研究セ
ンター総長）は８月２７日、今後の予防接種法の抜本
改正に向けた部会の体制について議論し、部会の中
に「ワクチン評価に関する小委員会」を設置した。
また、小委員会の下に作業チームを設置し、検討対
象となっている▽Ｈｉｂ（ヘモフィルスインフルエ
ンザ菌ｂ型）▽肺炎球菌▽ＨＰＶ（ヒトパピローマ
ウイルス）─などについて、疾病やワクチンの評価
を求めることにした。
　これで予防接種法抜本改正に向けて議論を進める
体制が整った。設置が決まった作業チームは▽Ｈｉ
ｂ▽肺炎球菌▽ＨＰＶ▽水痘▽おたふくかぜ▽Ｂ型
肝炎▽ポリオ▽百日咳─の８疾病・ワクチンごとに、
国立感染症研究所や臨床、医療経済などの専門家で
構成。評価や位置付けについてファクトシートを基
に素案を作成し、ワクチン評価に関する小委員会へ
報告する。
　小委員会では、作業チームからの素案を受け、予
防接種法の対象となる疾病・ワクチンの在り方や評
価項目・方法などについて議論する。議論の結果は
予防接種部会へ報告され、部会は予防接種法対象疾
病への追加を含んだ制度の見直しについての提言を
厚生労働大臣へ行う。
　会合には、長妻昭厚生労働相や足立信也政務官、

山井和則政務官も出席し、同部会の議論に期待を寄
せていると述べた。
●作業チームでの素案作りについて議論／小委員会
　開催されたワクチン評価に関する小委員会（委員
長＝岡部信彦・国立感染症研究所感染症情報センタ
ー長）では、作業チームでの素案作りについて議論
した。医療経済的評価について池田俊也委員（国際
医療福祉大薬学部教授）が、評価の要素が異なると
結果も変化すると指摘。「統一的な基準を決める必要
がある」とした。
　作業チームでは１０月中旬をめどに小委員会に検討
状況を報告し、１１月中旬には素案を取りまとめる。
これを踏まえ小委員会は「各疾病・ワクチンについ
ての考え方（案）」をまとめ、部会へ報告する予定
だ。（８/３０MEDIFAXより）

過量服薬対策、５本柱で推進／厚労省の自
殺・うつＰＴ
　厚生労働省の「自殺・うつ病等対策プロジェクト
チーム」は９月９日、薬物治療だけに頼らない診療
体制の構築を目指し、向精神薬の過量服薬対策を取
りまとめた。ガイドライン（ＧＬ）の作成・普及啓
発の推進や、一般医療と精神科医療の連携強化など
５本柱で取り組みを進める。今後、早ければ１０月に
もワーキングチーム（ＷＴ）を設置し、さらに検討
を進める方針。
　取り組みは▽薬剤師の活用▽ＧＬの作成・普及啓
発の推進▽研修事業に過量服薬への留意事項を追加
▽一般医療と精神科医療の連携強化▽チーム医療で
患者と良好な関係を築くための取り組み─の５つを
挙げた。（９/１０MEDIFAXより）

新薬など研究開発費に約２００億円／厚労省、
概算要求の特別枠
　厚生労働省は８月２４日、２０１１年度政府予算の概算
要求の特別枠に、新薬などの研究開発費として約２００
億円を要望する方針を固めた。厚労省が特別枠とし
て政府に要望できる額は計１２８７億円で、ほかに「子
宮頸がんワクチンの公費負担事業」（１５０億円）や
「大腸がん検診の普及啓発事業」（３０億円）なども予
定している。
　特別枠の要望項目のうち、事業費が一番大きいの
は約２００億円の研究開発費。政府が６月に閣議決定し
た「新成長戦略」のライフイノベーション（医療・
介護分野革新）のテーマに基づいて、省内の各部局
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から上がった研究事業をまとめた。日本発の革新的
な医薬品や、医療・介護技術の研究開発を推進する
事業などを盛り込む。
　一方、子宮頸がんワクチンについては、現在約５
万円の接種費用が全額自己負担のため、公費負担を
求める要望が厚労省に寄せられていた。このため長
妻昭厚生労働相は公費負担事業を特別枠で要望する
ことを政治判断した。長妻厚労相は８月４日の参院
予算委員会で、公費助成に必要な経費を概算要求に
盛り込む考えを示していた。厚労省健康局結核感染
症課によると、任意接種のワクチンで国が公費負担
した前例はない。今回、子宮頸がんワクチンの予算
要望が通れば初の公費負担となる。
　また、大腸がん検診の普及啓発事業は受診率向上
が狙いだ。厚労省の国民生活基礎調査によると、０７
年の大腸がんの検診受診率は男性２７.５％、女性２２.７％
と低い数字にとどまっている。政府の「がん対策推
進基本計画」では、１１年度までに受診率を５０％以上
にすることが目標として掲げられており、普及啓発
事業の実施で目標達成を目指す。
●チーム医療や指導医の支援も
　このほか特別枠には、都道府県ごとに医師派遣の
拠点を設ける「地域医療支援センター事業」（仮称）に
２０億円、チーム医療に取り組む医療機関に対して人
件費を補助する事業に２０億円、産科や小児科など、
医師不足に悩む診療科の研修指導医を支援する事業
に３０億円を盛り込む案が浮上している。
　各省庁から上がった特別枠の要望は、政府が公開
の場で行う「政策コンテスト」にかけ、菅直人首相
の政治判断で特別枠に盛り込む１兆円超の事業を決
める。（８/２５MEDIFAXより）

がん予防・早期発見、３倍増の３０４億円／健康
局の概算要求
　厚生労働省健康局の２０１１年度予算概算要求は、「が
んの予防・早期発見の推進」に特別枠を含めて３０４億
円を計上した。前年度１０６億円から約３倍増となる。
特別枠として、１０代へのＨＰＶワクチン接種など、
市町村が実施する子宮頸がん予防対策事業にかかる
費用の一部を助成する「子宮頸がん予防対策強化事
業」に１５０億円を計上したほか、４０－６０歳の対象者に
対して市町村が大腸がん検査キットを直接送付する
事業に助成する「働く世代への大腸がん検診推進事
業」に５５億円を要求した。
　また、１０年度に引き続き、子宮頸がん・乳がん検

診の無料クーポン券などを対象年齢の女性に配布
し、検診率の向上を図る「女性特有のがん検診推進
事業（７３億円）」や、ピアサポーターや相談員のため
の研修プログラムを策定する「がん総合相談に携わ
る者に対する研修プログラム策定事業（４８００万円）」
を盛り込んだ。
●患者手帳、検診強化など５事業を特別枠で／肝炎
対策

　肝炎対策では、現在議論が進んでいる肝炎対策推
進協議会の中で言及があった▽肝炎患者支援手帳▽
地域肝炎治療コーディネーター養成▽肝炎検診強化
▽肝炎ウイルス検査クーポンモデル事業▽多角的広
報戦略─など５事業（計３８.４億円）を特別枠で要求
した。
　「肝炎治療コーディネーター」は全国で２０００人の養
成を目指す。保健師や看護師、民間企業の健康管理
担当者らを対象に、検査の受検勧奨の方法や必要な
知識の習得を促し、肝炎患者のコーディネートが可
能な人材を養成するのが狙い。また、「肝炎ウイルス
検査クーポンモデル事業」では、市町村でのモデル
事業として肝炎ウイルス検査の無料クーポン券を配
布し、個別通知による受検勧奨の有効性などを検証
する。
●感染症の情報伝達システムに３００万円
　このほかの新規項目では、地域での新型インフル
エンザなどの感染症対策強化として、感染症に関す
る情報や通知のメール配信システムの運用に関する
「情報提供迅速化経費（３００万円）」を盛り込んだほか、
全国５カ所程度の医療機関を「痛みセンター」とし
て指定し、慢性疼痛対策の連携を推進する「痛みセ
ンター事業費（１０００万円）」などを計上した。
　健康局の概算要求額は全体で２９５３億円、うち特別
枠は２４３億円を計上した。
●小児慢性疾患への支援に１６２億７００万円
　雇用均等・児童家庭局は１１年度概算要求で、母子
保健医療対策の充実に前年度５６億７９００万円増の２８７
億３７００万円を要求。小児慢性疾患への支援として１６２
億７００万円を計上した。（９/１MEDIFAXより）

地域包括ケアの推進が柱／老人保健福祉関係
の概算要求
　厚生労働省は２０１１年度老人保健福祉関係予算の概
算要求として、長妻昭厚生労働相が介護サービスと
して位置付ける方針を示している、デイサービスセ
ンターを活用した家族介護者支援（レスパイトケア）
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や、２４時間地域巡回型訪問サービスの推進に向けた
新規事業を「特別枠」に盛り込んだ。全体として
「地域包括ケア」の推進を図る内容となった。
●レスパイトケア、１床当たり１００万－１５０万円助成
　レスパイトケアの推進に向け、デイサービスセン
ターなどで利用者の一時的な宿泊を受け入れる「お
泊まりデイサービス」の基盤整備に１００億円を計上。
スプリンクラーや火災警報装置の設置など、事業所
の受け入れ体制整備にかかる経費を助成する。全国
で８０００床の整備を目指し、現時点で１床につき１００万
－１５０万円程度の助成を想定している。
●「２４時間巡回型」に２８億円
　制度化に向けた検討を進めている「２４時間地域巡
回型訪問サービス」について、１２年度の制度改正に
先駆けて実施する事業などに２８億円を計上。全国１００
事業所で実施する予定で、人件費などの事業費を１
事業所につき２０００万円程度、助成する考えだ。
●特養のユニット化改修に助成
　「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（ハー
ド交付金）」には２５０億円を計上した。１１年度は新た
に「認知症高齢者グループホーム等防災補強等支援
事業」（８０億円）を項目に追加。既存の地域密着型施
設が、老朽化に伴う修繕や、防災対策に必要な補強
改修などを行う際の経費を助成する。既存の特別養
護老人ホームなどをユニット化改修する際の費用も
補助対象となる。単価は今後、予算要求を行う中で
詰める。
●介護ロボに１.７億円
　このほか新規事業として、「介護保険総合データベ
ース構築等事業」に５０００万円を計上。被保険者の要
介護認定データと、介護保険サービスの利用状況デ
ータなどについて関連を分析し、介護保険制度の見
直しや介護報酬改定に活用するためのデータベース
を構築する。福祉用具や介護ロボットの実用化支援
には１.７億円を計上した。
●老人保健福祉全体で２兆３２０２億円
　老人保健福祉関係全体では、前年度予算額から
１２３６億円増の２兆３２０２億円を計上した。老健局計上
分は、前年度から９３１億円増の１兆８７１６億円。
（８/３０MEDIFAXより）

医政局全体の概算要求も減額／２.９％減の
１８８７億円
　20１１年度概算要求では、医政局全体で１０年度予算
に比べて５７億円（２.９％）の減となる１８８７億円となっ

た。うち特別枠は１８３億円。１０年度予算に比べて要求
段階で減額とする事業が多かった。
　救急医療・周産期医療の体制整備は２３１億円で１０年
度予算とほぼ同額。救急医療機関の空床確保や救命
救急センターへの財政支援事業は５５億円で８億円の
減となった。母体・胎児集中治療室（ＭＦＩＣＵ）、
新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）への財政支援事業は
２億円減の８５億円とした。ドクターヘリ導入促進事
業は前年とほぼ同額の２９億円。一方、「小児救命救急
センター」や小児集中治療室の整備への財政支援事
業は１０年度予算に比べて３億円増の６億円とした。
　女性医師等の離職防止・復職支援には１０年度予算
とほぼ同額の２４億円を要求。看護職員の確保策の推
進には４億円減の３３億円を盛り込んだ。経済連携協
定（ＥＰＡ）に基づく外国人看護師候補者受け入れ
の関連予算３億円も求めた。
　新規事業では、外国人患者の受け入れに向けた医
療機関の認証制度の整備などについて３９００万円を要
求した。統合医療については、情報発信の在り方な
どを検討するために１１００万円を盛り込んだ。
（８/３１MEDIFAXより）

社会保障カード「資格確認に有効」／実証実
験結果
　厚生労働省は８月３１日、社会保障カード（仮称）
の実用化に向けて２００９年度から実施していた実証実
験の結果を発表した。「社会保障分野における安全で
利便性の高い情報連携が地域住民にもたらす効果に
関する検証成果発表会」で、実証実験に参加した７
地域から報告があり、医療機関でのオンライン保険
資格確認などについて「早期に実現してほしい」と
の意見が出るなど、おおむね好評だった。
　社会保障カードの実証実験は▽千葉県鴨川市▽三
重県名張市▽和歌山県海南市▽島根県出雲市▽高松
市▽福岡県前原市、大野城市▽長崎県大村市─の７
地域で、自治体、医療機関、企業などでコンソーシ
アムを形成して実施した。
　出雲医師会が中核的な役割を担った島根県出雲市
では、医師会が主体となり医療機関で「共通診察券」
として使えるカードを発行。患者情報閲覧のセキュ
リティー保護のため、住民用のカードとともに医療
従事者・管理者用のカードも交付し、市内１２医療機
関で受診の際の保険資格確認や、診療情報・健診記
録の照会などを実施した。患者からは診療予約など
もできるようにした。
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　実証実験を踏まえた医療機関からのヒアリングで
は、返戻・再請求への対応は負担が大きいとして
「窓口で即時に確認できれば有効」との意見があった
ほか、診察室で診療情報・健診記録を閲覧すること
についても「患者が自宅で閲覧しても、専門用語が
多く難しいため有効」との意見があった。
　ほかの地域では、窓口での資格情報について早期
実現を求める意見や、医療事務システムとの連動を
求める意見などもあった。（９/１MEDIFAXより）

外国人医師「容認は困難」／特区で厚労省、
２回目の回答
　日本の医師免許を持たない外国人医師が国内で診
療を行う際の規制緩和について、厚生労働省は８月
２７日までに「外国の医師が日本の医師免許を持たず
に日本国内で診療に従事することを容認するのは困
難」との考えを、政府の構造改革特別区域推進本部
にあらためて回答した。今回の厚労省の２回目の回
答に対して、規制緩和の提案主体である大阪市から
さらに検討要請があった場合、それに対する回答（３
回目の回答）が厚労省の最終回答となる。
　特区推進本部は６－７月にかけて、特区で行う規
制に関する特例措置の提案などを自治体や民間から
募集。外国人医師の国内診療に関する規制緩和は、
外資系企業の誘致を目指す大阪市が提案した。これ
に対し厚労省は１回目の回答で、特区での規制緩和
は必要ないと答えていた。
　厚労省の回答を聞いた大阪市は、特区推進本部を
通して、外国人医師の規制緩和について同省に再検
討するよう要請。厚労省が認定した医師の下で外国
人医師が研修目的の診療を行う臨床修練制度に関し
て、２年間と定められている年限を、外国の患者に
医療行為を行う場合は弾力化することや、日本人指
導医師の監督や指定病院での実施などについての規
制緩和をあらためて提案した。
　大阪市の再検討要請に対し、厚労省は２回目の回
答で「専ら外国の患者を診療する目的であったとし
ても、外国の医師が日本の医師免許を持たずに日本
国内で診療に従事することを容認することは困難」
とし、主に外国人を対象に診療したとしても外国人
医師の国内診療に関する規制を緩和することを拒
否。指定病院や指導医師の規制緩和については「患
者の安全確保等の観点からは一定の規制が必要」と
した。（８/３０MEDIFAXより）

医療連携体制は「一定程度有効」／厚労省・
０９年度政策評価
　厚生労働省は９月１日、２００９年度の政策実績につ
いての「自己評価」を公表した。医療計画に基づく
医療連携体制の構築などについて「一定程度有効と
考えられる」と評価し、今後さらに施策を進めてい
くとした。
　救急医療体制の整備や周産期医療体制の確保など
については「すべての指標について改善傾向または
前年度と同水準」とし、施策の効果が一定程度反映
されていると判断した。医療安全確保対策の推進に
ついては、医療事故情報収集・分析・提供事業への
参加登録医療機関数や、医療安全対策加算を算定し
ている医療機関が増加していることなどを挙げ「各
医療機関で医療安全に対する取り組みが進んできて
いる」と評価した。
　感染症の発生・まん延の防止については、予防接
種の接種機会の安定的な確保や、抗インフルエンザ
ウイルス薬の備蓄などの事業が有効と評価した。適
正な移植医療の推進についても、すべての指標が前
年度より増加していることを挙げ「有効と考えられ
る」とした。（９/２MEDIFAXより）

厚労省の村木元局長に無罪／大阪地裁
　障害者団体向け割引郵便制度の悪用事件で、偽の
団体証明書を作成したとして、虚偽有印公文書作成・
同行使罪に問われた厚生労働省元局長の村木厚子被
告（休職中）に対する判決が９月１０日、大阪地裁で
あった。横田信之裁判長は「被告が証明書作成を部
下に指示した事実は認められず、共謀があったとは
認定できない」として、無罪を言い渡した。
　村木元局長は「作成を指示したことも、部下らと
共謀したこともない」として、捜査段階から一貫し
て無罪を主張していた。横田裁判長は元局長の関与
を認めた元部下らの供述調書について「検察官の誘
導があった」と、取り調べに問題があったことを指
摘。公判で証拠採用しておらず、検察の捜査手法が
問われそうだ。
　検察側は、自称障害者団体「凛（りん）の会」元
代表倉沢邦夫被告（一審で同罪無罪、検察が控訴）
から口添えの依頼を受けた石井一参院議員が同省に
要請した「議員案件」だったとし、担当課長だった
村木元局長が元係長上村勉被告（公判中）に作成を
指示したと主張。元局長に懲役１年６月を求刑して
いた。
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　計２２回の公判では、証人尋問で上村被告が「１人
でやった」と証言。ほかの厚労省関係者も、元局長
の関与を認めた調書の内容を相次いで翻し、石井議
員も口添えを否定した。弁護側は「議員への口添え
依頼も議員からの要請も存在せず、大前提が否定さ
れた」と指摘。「強圧的な取り調べで不合理なストー
リーに沿った調書を大量に作成し、強引に起訴した」
と批判した。
　村木元局長は２００４年６月、上村被告ら３人と共謀
し、凛の会を割引対象と認める偽の証明書を作成し
たとして起訴された。（９/１３MEDIFAXより）

年内にもメディカル・イノベーション構想／
厚労など３省
　文部科学省と厚生労働省、経済産業省は９月１０日、
新たな医療技術の研究開発や実用化を促進する「メ
ディカル・イノベーション」について、将来像を描
いた構想の骨子を年内にも取りまとめることを決め
た。メディカル・イノベーションを推進する意義や
メリットを示すことで、公費投入への国民の理解を
深めたい考えだ。
　政府が６月に閣議決定した「新成長戦略」では、
国家戦略プロジェクトの１つに「医療の実用化促進
のための医療機関の選定制度等」（メディカル・イノ
ベーション）を掲げた。重点疾患ごとに研究費や人
材を重点的に投入し、新医療の実用化を促進するほ
か、ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消を目的
に、医療機関を選定して未承認薬や未承認機器を保
険外併用療養で使用。２０２０年までに年間約７０００億円
の経済効果が期待されるとしている。
　３省は、メディカル・イノベーションを推進する
ため、政務レベルの会合を初めて開いた。会合には、
文科省の鈴木寛副大臣と厚労省の足立信也政務官、
経産省の近藤洋介政務官のほか、仙谷由人官房長官
が出席した。鈴木副大臣は冒頭、「省庁の縦割りを超
え、政治主導が強く求められる分野だ」と強調。仙
谷官房長官も「日本には素晴らしい研究者やドクタ
ーがいるが、それが患者本位の方向や産業論として
動いていかない」と指摘した。
　会合では３省が１１年度予算の概算要求に盛り込ん
だ関連予算を報告。メディカル・イノベーションの
必要性や実現による将来像を盛り込んだ構想の骨子
を策定することを確認した。会合終了後、鈴木副大
臣は記者団に対し「今までの予算はインプットを重
視しており、それによって何が起こるのかという部

分が弱かった。健康的、社会的、経済的なアウトカ
ムを説明することで、税金投入に対する理解を得や
すくなる」と話した。（９/１３MEDIFAXより）

「関連サービス」強化、特別枠で５５億円／経産
省・概算要求
　経済産業省は８月３０日、２０１１年度予算の概算要求
を公表した。政府の新成長戦略が成長分野に位置付
ける医療・介護・健康関連産業を重点分野の１つに
掲げ、関連サービスの基盤強化に特別枠で計５５億円
を新規に要求した。
　関連サービスの基盤強化では、全国どこからでも
自分の医療・健康情報を電子的に管理・活用する
「どこでもＭＹ病院」構想の具体化に向けて１５億円を
要求。情報の標準化や取り扱いルールの策定などを
行う。国際医療交流の推進に向けた環境整備には１０
億円を求めたほか、課題解決型医療機器の開発・改
良に向けた病院と企業の連携支援に３０億円を要望し
た。
　関連技術の研究・開発予算も増額を求めた。がん
の超早期診断・治療機器の研究開発プロジェクトに
は、１０年度当初比８.６億円増の２０.８億円を要求。生活
支援ロボットの実用化に向けたプロジェクトには同
３.６億円増となる１８.９億円を計上した。
（８/３１MEDIFAXより）

国立大病院の充実に１００億円／文科省・概算要求
　文部科学省は８月３０日、２０１１年度予算の概算要求
の内容を公表した。国立大学付属病院の教育研究体
制の充実強化に１００億円を特別枠として要望する。高
度な医療人材の養成と大学病院の機能強化では６９億
円を求める。
　国立大の付属病院は地域の中核的医療機関として
重要性が増しているが、本来の使命である教育研究
機能が弱体化しているとの指摘が上がっていた。新
しい医療技術や治療法を開発する「メディカル・イ
ノベーション」の実現のため、人材を養成する体制
構築や環境整備などを重点的に支援する。医療機械
設備の整備にも３３億円を求めた。
　医療人材養成についてはチーム医療に対応する人
材の養成を重点とした。チーム医療を推進するため
高度な看護師や助産師、薬剤師らの養成を行う大学
への支援として７９００万円を要求。各種技師（士）ら
の専門能力向上のための予算１億４０００万円も求め
た。
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　ほかに、がんを専門的に扱う人材養成の支援に１９
億５０００万円、大学病院が連携して専門医を養成する
取り組みに１２億４９００万円を盛り込んだ。病院の機能
強化としては、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）など
の整備に４億９９００万円を要求。医療クラーク１１２９人
分の増員のために２０億６６００万円を求めた。
　研究分野では、新規事業として次世代がん研究戦
略推進プロジェクトに３８億円を求めたほか、再生医
療の実現化プロジェクトに１６億円増の４０億円、うつ
病や認知症の仕組みを明らかにする脳科学研究に１４
億円増の３８億円を要求した。
　文科省全体の要求額は５兆８３４８億円で、このうち
特別枠は８６２８億円。特別枠を含めた要求額は１０年度
予算に比べて２４２２億円（４.３％）の増となった。
（８/３１MEDIFAXより）

高齢者住宅、整備促進へ予算倍増／国交省の
概算要求
　国土交通省は８月２７日、２０１１年度予算の概算要求
を発表し、医療・介護と連携したサービス付き高齢
者賃貸住宅の整備を促進するため、１０年度予算の約
２倍となる３５０億円を要求した。うち３００億円は、成
長戦略などに充てる「特別枠」に計上している。
　国交省は、１１年度からの１０年間で６０万戸を目標に
整備を進める考え。初年度は３万戸の整備を目指し、
建築を行う事業者を低利子融資や補助金で支援す
る。
●登録制度創設で質担保
　さらに、悪質事業者を排除するため、事業者の登
録制度を創設する。サービスに問題があれば登録を
取り消すことで質を担保することとし、厚生労働省
と連携して登録基準を設ける。
（８/３０MEDIFAXより）

「公的存続」を厚労相に要望／地元首長ら
　社会保険病院と厚生年金病院を地元に抱える自治
体の首長と住民は８月２３日、国会に集まり、政府や
政党に病院の公的存続を求める要望活動を行った。
国会内で開いた集会では厚生労働省年金局の泉真統
括管理官が出席。湯布院厚生年金病院を地元に持つ
大分県由布市の首藤奉文市長が長妻昭厚労相ら厚労
政務三役あての要望書を手渡した。
　集会で首藤市長は「公的病院として存続する法案
を成立させていただかないと今後また大変なことに
なる」と述べ、自治体が力を合わせ活動することを

呼び掛けた。
　秋田社会保険病院を地元に持つ秋田県能代市の齊
藤滋宣市長も「せっかくここまで来て足踏み状態だ。
これを一歩踏み出していくには関係自治体の熱意し
かない」と述べた。
　一行は８月２４日も与野党の幹部に要望活動を行
う。要望書では病院を公的に存続させる法案の早期
成立を求めている。（８/２４MEDIFAXより）

ホメオパシー「治療への使用慎むべき」／学
術会議会長
　日本学術会議は８月２４日、代替療法の１つである
「ホメオパシー」についての会長談話を公表し、「ホ
メオパシーの治療効果は科学的に明確に否定されて
いる。それを『効果がある』と称して治療に使用す
ることは厳に慎むべき行為」との認識を示した。
　学術会議によると、ホメオパシーは植物・動物組
織・鉱物などを水で１００倍に希釈し振とうする作業を
十数回－３０回程度繰り返して作った水をレメディー
（治療薬）と呼ばれる砂糖玉にしみ込ませ、あらゆる
病気が治療できるとする療法。近代的な医薬品や安
全な外科手術が開発される以前に「副作用がない治
療法」として当時、欧米各国で広まった。過去に
「ホメオパシーに治療効果がある」とする論文が発表
されたこともあるが、その後の検証でホメオパシー
の効果はプラセボ（偽薬）と同様で、治療として有
効性がないことが科学的に証明されている。
　談話では、科学的事実を重視する医療改革の中で
医学教育からホメオパシーを排除し、現在の質の高
い医療が実現したとした上で、「ホメオパシーが医療
関係者の間で急速に広がり、ホメオパシー施療者養
成学校までができている。このことについて強い戸
惑いを感じざるを得ない」と述べた。
（８/２５MEDIFAXより）

新高齢者制度に一定の評価／国保中央会・田
中常務理事
　国保中央会の田中一哉常務理事は９月７日の定例
会見で、厚生労働省がこのほどまとめた後期高齢者
医療制度の廃止後の新たな高齢者医療制度に関する
「中間とりまとめ」について、「医療保険者の一本化
をかねてから主張してきた。そういった方向性は望
ましいと思う」と述べ、将来的に国保を都道府県単
位で統一することを盛り込んだことを評価した。
　一方、暫定的に高齢者を都道府県単位、若年者を
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市町村単位とすることや、都道府県単位で扱う高齢
者を７５歳以上とするか６５歳以上とするかについては
「まだ見えない。もう少し見えてこないと分からない
部分もある」とした。（９/８MEDIFAXより）

 

介護の職業能力に「段位」導入も／政府、１１
年度内に
　政府は、介護など成長が見込める分野で職業能力
や知識を客観的に評価する「キャリア段位」制度の
導入に向け、本格的な検討を始めた。雇用の増加が
予想される分野への労働力の移動を促し、雇用の拡
大を狙う。２０１１年度末までに導入する方針だ。
　新成長戦略では「介護、保育、農林水産、環境・
エネルギー、観光など、新たな成長分野を中心に
『キャリア段位』を導入・普及する」と明記。政府が
８月３０日に決めた経済対策の基本方針でも、雇用分
野の具体策に挙げられている。
　政府は８月３１日、「実践キャリア・アップ戦略推進
チーム」（主査＝荒井聰国家戦略担当相）の専門家チ
ームの初会合を開き、具体策の検討に着手した。「介
護・ライフケア」「環境・エネルギー」「食・観光」
など３－４の導入分野を決め、能力評価基準や具体
的な評価方法、既存の資格や検定制度との関係など
を検討。年内に制度の基本方針をまとめる考えだ。
（９/２MEDIFAXより）

「２４時間巡回」などが柱／首相、介護保険改正
で指示
　山井和則厚生労働政務官は８月３０日、政務三役会
議後の会見で「２０１１年には介護保険法の改正がある。
（制度成立から）１０年の一区切りということで、抜本
的な見直しを考えてほしいと総理から指示があっ
た」と述べ、▽２４時間巡回型の訪問サービス▽高齢
者住宅の整備▽認知症の患者に対する見守りサービ
ス─を３本柱に介護保険制度の改正に取り組むよう
菅直人首相から指示を受けたことを明らかにした。
　菅首相から指示があった制度改正の方向性につい
て、山井政務官は「今までの介護保険は家族との同
居を主に前提にしていた。これからは単身世帯や老
夫婦世帯が増えていくので、単身や老夫婦を前提と

したような形に介護保険をつくり替えていってほし
いと指示があった」と説明。同居人がいることを前
提にしたホームヘルプやデイサービス、ショートス
テイから、単身世帯の高齢者の介護に対応できる制
度改正を検討していく考えを示した。
（８/３１MEDIFAXより）

ケアプラン委託制限撤廃も「再検討」／特区
本部
　政府の構造改革特別区域推進本部は、介護分野の
特区申請についても厚生労働省に再検討を求めた。
京都府が提案している介護予防サービス計画策定に
関する外部委託制限の撤廃について、厚労省は１回
目の回答で「委託件数制限の在り方について検討し、
２０１１年度中に結論を得る」と説明。これに対し京都
府は「一刻も早く取り組む必要がある」とし、機動
的な対応を要求した。
　地域包括支援センターが作成している要支援者の
介護予防サービス計画は、介護支援専門員１人当た
り８件まで居宅介護支援事業者への委託が可能とな
っている。京都府は地域包括支援センターの強化に
向け、介護予防サービス策定に関する外部委託制限
の撤廃を要請した。
　厚労省は、６月に特区推進本部が公表した政府の
対応方針に基づき「地域包括支援センターでの介護
予防サービス計画作成業務の委託件数制限の在り方
について検討し、１１年度中に結論を得る」と説明。
一方、京都府は、介護予防サービス計画作成業務量
の軽減が地域包括支援センターの機能強化に向けて
有効か先行的に検証したいとし、政府に対し早急な
対応を求めた。
　このほか愛媛県が、介護保険施設などで介護職員
に代わりボランティアを活用できるよう人員基準の
緩和を提案した。しかし厚労省は、ボランティアに
従業者と同じ責任や義務を負わせることはできず、
質の高いサービスは担保できないと指摘。ボランテ
ィアを最低限必要な人員として位置付けることは適
当ではないと回答した。（８/２４MEDIFAXより）

要介護認定の見直し、慎重派が大勢／介護保
険部会
　厚生労働省の社会保障審議会・介護保険部会（部
会長＝山崎泰彦・神奈川県立保健福祉大教授）は８
月３０日、要介護認定の在り方などについて議論した。
認知症を持つ人への介護の手間が正確に反映されて
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いないとし、制度の問題点を指摘する声が上がった
一方、現場への影響を考慮し、見直しについては慎
重な姿勢を示す意見も多数上がった。
　要介護認定について、厚労省は論点の中で「不可
欠な制度であるとの指摘がある一方で、認定事務が
煩雑であり簡素化すべき、認定区分の簡素化や廃止
を検討すべきなどの指摘があることについてどう考
えるか」と提起。区分支給限度基準額についても言
及し、引き上げを検討すべきとの指摘や、訪問看護
やリハビリテーションを上限の算定から外すべきな
どの指摘があることについて議論を求めた。
●ケアマネジャーは国家資格化を
　この日の部会では、認知症者への支援の在り方や、
ケアマネジャーの在り方についても議論した。厚労
省は認知症者への支援について「医療や介護、日常
生活における支援が有機的に結び付いた支援体制を
構築する必要があるのでは」と提起。ケアマネジャ
ーについては委員から、国家資格化と、大学教育相
当の養成課程の必要性を訴える意見などが上がっ
た。（８/３１MEDIFAXより）

生活援助は保険給付継続を／介護保険部会
　厚生労働省の社会保障審議会・介護保険部会（部
会長＝山崎泰彦・神奈川県立保健福祉大教授）は８
月２３日、在宅サービスの在り方などについて議論し
た。要支援者など軽度者へのサービス提供について、
保険給付の在り方が議論の俎上に上がった。生活援
助について委員からは、保険給付から外すべきでは
ないなどの意見が上がった。
●通所リハと通所介護、所要時間は同程度
　この日の部会では、通所リハビリテーションと通
所介護の提供サービスについても議論した。地域包
括ケア研究会（座長＝田中滋・慶応大大学院教授）
の報告書で、通所リハビリと通所介護の提供サービ
スについて「大差がない」とする見解が示されたこ
となどを受け、厚労省は論点に「通所介護と通所リ
ハビリの再編を図る必要があるのでは」と提案した。
　齊藤正身委員（医療法人真正会理事長）は「地域
包括ケアシステムが導入されると考えたときに、地
域性や効率性を考えれば、通所系サービスの再編成
は不可欠ではないか」とした。川合秀治委員（全国
老人保健施設協会長）は、サービス内容に大差がな
いとの報告について「根拠がどこにあるのか、具体
的に示していただきたい」と質問。厚労省は「時間
の面から見た場合に、そういったことが考えられる

という指摘ではないかと思っている」とした。
　厚労省が提示した介護給付費実態調査に基づく資
料によると、通所リハビリ、通所介護の利用者の所
要時間はいずれも「６時間以上８時間未満」が８割
以上で最も多かった。（８/２４MEDIFAXより）

介護療養、療養型老健と同じ傾向／状態像、
医療療養とは差
　介護療養病棟の入院患者と介護療養型老人保健施
設の入所者のうち、医療区分１に該当する人はいず
れも７割以上を占めることが、厚生労働省が発表し
た「医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査」
の速報値で９月８日、分かった。厚労省は、医療療
養病床と介護療養病床の機能分化が進む一方で、介
護療養病床の入院患者と介護療養型老健の入所者で
は、医療区分の割合に大差がないと見ている。
●区分１が７割超、介護療養と療養型老健
　厚労省が発表した速報値によると、介護療養病棟
の入院患者のうち医療区分１に該当する患者は
７２.６％で最も多い割合を占めた。医療区分２に該当
する入院患者は１９.９％、医療区分３は７.５％だった。
介護療養型老健については医療区分１に該当する入
所者は７６.６％。医療区分２が１６.１％、医療区分３が
７.３％で、厚労省は「介護療養型老健の入所者と介護
療養病床の患者では、医療区分の割合に大きな差が
ない」としている。
●医療療養は区分３が増加
　一方、看護配置２０対１の医療療養病棟は医療区分
１が１２.８％、医療区分２が５４.２％、医療区分３が
３３.０％。看護配置２５対１の医療療養病棟では医療区
分１が３６.０％、医療区分２が４３.３％、医療区分３が
２０.７％だった。厚労省によると、医療療養病棟の入
院患者のうち医療区分３は、２００５年は８.８％、０６年は
１９.０％で「近年は、医療療養病床で医療区分３の患
者が増加している」としている。
●医療療養と介護療養「機能分化進む」／厚労省
　厚労省老健局老人保健課の宇都宮啓課長は「介護
療養病床から介護施設への転換が大部分ではないか
という見込みは違っていたが、中にいる患者の状態
を見ると、医療療養病床の患者は医療の必要な重い
方が結構いる。転換の方向が逆に見えるかもしれな
いが、介護療養病床に医療が必要な人が多ければ、
医療療養病床に転換していただくことが、利用者の
ためには一番良い。比較的、機能分化が適切にいっ
ているのでは」と述べた。
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　療養病床の入院患者などについて、１０年６月２３日
時点の状態を調査した。介護療養型医療施設（病院）
８４０施設、医療療養病棟を持つ医療機関１４００施設など
から回答を得た。（９/９MEDIFAXより）

介護・福祉ロボの開発・普及で検討会／厚労・
経産が共催
　厚生労働省と経済産業省は、介護ロボットの研究
開発と実用化の促進などを盛り込んだ「新成長戦略」
の実現を目指して「介護・福祉ロボット開発・普及
支援プロジェクト検討会」を設置し、９月７日に初
会合を開いた。ロボットについて開発を行う企業側
と、現場で使用する医療・介護関係者側が一堂に会
し、介護・福祉ロボットについて意見交換した。医療・
介護関係者からは、プロジェクトを進めていく上で、
介護ロボットに対する利用者や職員の需要を適切に
把握する必要性を指摘する声が上がった。
（９/８MEDIFAXより）

医療的ケア、一体的に学ぶ場を／介護支援専
門員協会が報告書
　リハビリテーションなどの医療的ケアについて、
介護支援専門員（ケアマネジャー）の過半数が自分
の知識理解度が十分ではないと感じていることが、
日本介護支援専門員協会が２００９年度厚生労働省老人
保健事業推進費等補助金事業として実施した「介護
支援専門員の医療的ケアの知識向上のための調査研
究事業」報告書で分かった。同協会は、リハビリな
どの医療的ケアについて、一体的に学ぶ場を介護支
援専門員に提供する必要性を強調するとともに、介
護支援専門員の知識の平準化を課題に位置付けてい
る。
　２月２５日から３月１９日にかけて会員４０００人を対象
に実施。有効回答数は５８０件（回収率１４.５％）だった。
　報告書によると、リハビリに関する知識理解度に
ついて「十分」か「ほぼ十分」と回答したのは全体
の４５.７％。口腔機能の向上については３０.４％、栄養改
善については３５.０％で、いずれも半数以下だった。
ただ、併設施設・事業所別に見ると「医療系併設型」
事業所ではリハビリに関する知識理解度について
「十分」か「ほぼ十分」とする回答が６０.２％で、ほか
と比べて高い割合を占めた。
●口腔機能「専門職と連携とれない」約４割
　リハビリに関して、助言を求めたり相談する人の
有無を聞いたところ、全体の８５.３％が「いる」と回

答。一方、口腔機能の向上については「いる」と回
答したのは全体の５９.７％で、同一法人内での相談相
手は看護職が最多の３４.７％、次いで歯科衛生士の
１９.１％などだった。口腔機能の向上について、相談
相手が「いない」と答えた３６.４％のうち「口腔機能
向上の知識が少なく、口腔機能向上の専門職などと
連携がとれない」を理由に挙げたのは３５.５％で最も
多かった。
　これらの調査結果を受け、日本介護支援専門員協
会はリハビリについて「一定の知識習得や実践活用
の様子がうかがえる」とした一方、口腔機能向上や
栄養改善については「知識と技術面の現状や学習機
会などについて、相対的に不充足感が見られる」と
指摘。介護支援専門員の業務研修内容について「リ
ハビリ、口腔機能向上、栄養改善の３分野を一体的
にとらえ、ケアマネジメントの中で活用していくた
めに必ずしも十分な状況にあるとは言い難い」とし
た。
　その上で「リハビリ、口腔機能向上、栄養改善の
各分野の基礎的知識と、ケアマネジメント技術の平
準化が喫緊の課題」とし、３分野を一体的に学ぶ体
制整備の必要性を強調した。（９/６MEDIFAXより）

 

所得再分配効果、過去最大に／厚労省の０８年
調査
　厚生労働省は９月１日、２００８年の所得再分配調査
結果を発表した。税や社会保障給付などによる所得
再分配後の世帯間の所得格差は、再分配前と比べて
２９.３％改善しており、過去最高の改善度だった。
　調査はおおむね３年に１回の周期で実施してお
り、０８年は７月１０日から１カ月の間に、０７年１－１２
月の状況を調査した。世帯間の所得格差を「ジニ係
数」と呼ばれる指標で表しており、ジニ係数がゼロ
に近いほど所得格差が小さく、１に近いほど所得格
差が大きいことを示す。
　世帯単位で見たジニ係数は、雇用者所得や財産所
得などを合計した「当初所得」が０.５３１８、「当初所得」
から税金と社会保険料を控除し、社会保障給付を加
えた「再分配所得」が０.３７５８で、所得再分配による
格差の改善度は２９.３％だった。所得再分配の要因別
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に見ると、社会保障による改善度は２６.６％、税によ
る改善度は３.７％だった。
　ジニ係数の推移を見ると、「当初所得」は１９９９年調
査時点で０.４７２０、０２年調査時点で０.４９８３、０５年調査時
点で０.５２６３で、厚労省は「高齢者世帯などの増加に
より年々、大きくなっている」と説明。一方「再分
配所得」は９９年調査時点で０.３８１４、０２年調査時点で
０.３８１２、０５年調査時点で０.３８７３で「９９年調査以降、０.３８
前後で推移しており、社会保障制度などが所得再分
配に大きく寄与していることが見て取れる」として
いる。
●再分配所得は１世帯当たり５１７.９万円
　１世帯当たりの平均当初所得は年額４４５.１万円で、
当初所得から税金（４９.７万円）と社会保険料（５０.８万
円）を差し引き、社会保障給付（１７３.３万円）を加え
た「再分配所得」は年額５１７.９万円だった。
（９/２MEDIFAXより）

「解剖に抵抗」６割超／内閣府世論調査
　犯罪性がないと判断された遺体の死因を調べるた
めに解剖することに抵抗を感じる人は６割以上に上
ることが、内閣府が初めて行った「犯罪死の見逃し
防止に関する特別世論調査」で分かった。
　調査結果によると、犯罪死の見逃しを防止するた
めに解剖の機会を増やすことが「必要」と答えた人
は、「どちらかといえば必要」を含め８５.３％に上った。
一方、犯罪性がないと判断された遺体を解剖するこ
とに「抵抗を感じる」「どちらかといえば抵抗を感じ
る」とした人は、６５.３％。「抵抗を感じない」「どち
らかといえば抵抗を感じない」の３１％を大きく上回
った。家族の具体的な死因を「知りたい」「どちらか
といえば知りたい」とした人は９６.７％だった。
　調査は７月、全国の成人男女３０００人を対象に実施。
１９１３人から回答を得た。（８/３０MEDIFAXより）

出生率、前年と変わらず１.３７／０９年人口動態
統計
　厚生労働省は９月２日、２００９年の「人口動態統計
（確定数）の概況」を発表した。０９年の出生数は１０７
万３５人で前年より２万１１２１人減少し、合計特殊出生
率は前年と同率の１.３７だった。
　死産数は前年から１１７２胎減少の２万７００５胎。うち
自然死産は１万２２１４胎、人工死産は１万４７９１胎で、
いずれも前年から減少した。死産率（出産１０００件当
たり死産数）も前年の２５.２を下回る２４.６だった。周産

期死亡は４５１９人で、妊娠満２２週以後の死産が３６４５人、
早期新生児死亡が８７４人だったが、いずれも前年より
減少している。
　一方、死亡数は１１４万１８６５人で同様に５４２人減少し
た。（９/３MEDIFAXより）

０９年度医療費を報告／中医協総会
　厚生労働省は９月８日の中医協総会で、２００９年度
医療費の動向を報告した（資料１、後掲２４ページ）。総
額は前年度比１.２兆円増で過去最大の３５.３兆円。稼働
日数補正後の医療費の伸び率は３.６％増だった。７０歳
以上の医療費は１５.５兆円で総額の４４.０％、７５歳以上で
は１２兆円で総額の３４.２％を占める。１人当たり医療
費は２７万６０００円。７０歳未満の１６万８０００円に対し、７０
歳以上では７７万６０００円、７５歳以上では８８万２０００円と
なっている。
　委員からは受診延べ日数が減少していることの理
由や、地域間での１人当たり医療費の格差の背景を
明確にすべきとの意見が出た。
（９/９MEDIFAXより）

「自殺・うつ」社会的損失は約２.７兆円／厚労省
　厚生労働省は９月７日、自殺やうつ病による社会
的損失の推計額は、２００９年単年度で約２.７兆円と発表
した。長妻昭厚生労働相が自殺総合対策会議で報告
した。
　社会的損失の推計額は、０９年に自殺した人が死亡
しないで働き続けた場合に得られる生涯所得と、う
つ病に罹患することで必要になる医療費給付や失業
給付などの合計。推計額の内訳は、うつ病による医
療費の増加分が医療費ベースで２９７１億円、自殺死亡
者が発生することで減少する稼働所得が１兆９０２８億
円などだった。
　一方、自殺やうつ病がなくなった場合に予測され
る１０年のＧＤＰ引き上げ効果は約１.７兆円と試算し
た。
　自殺やうつ病による社会的損失額などは、長妻厚
労相の指示を受け国立社会保障・人口問題研究所が
推計した。（９/８MEDIFAXより）

向精神薬、重複処方「不適切」１７９７人／厚労
省、生活保護調査
　厚生労働省は９月３日、同一月に複数の医療機関
から向精神薬が処方されていた生活保護受給者２５５５
人について、約７割に当たる１７９７人が、不必要に同
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じ薬を入手するなど不適切な処方だったと発表し
た。長妻昭厚生労働相は閣議後会見で「今後こうい
ったことが起こらないように、レセプト点検の徹底
を図る」と述べた。
　厚労省が実施したサンプル調査の結果によると、
２５５５人のうち「月の途中に転院したので複数の医療
機関から処方を受けた」「複数の医療機関に別の病気
でかかり、効能の異なる向精神薬を処方された」な
ど、受診が適切だったと認められたのは７５８人
（２９.７％）。残る７０.３％は不適切と判断された。
　問題のあった１７９７人のうち、福祉事務所が重複受
診しないよう患者に指導して医療機関を一本化する
など「改善された」のは７２１人。「指導中」は９２７人
で、「生活保護廃止などで指導に至らなかった」は１４９
人だった。
　サンプル調査は、２０１０年４月に大阪市の生活保護
受給者が営利目的で向精神薬を大量に入手していた
ことが発覚したことを受けて実施。１０年１月に精神
科を受診した４万２１９７人のレセプトを調べた。厚労
省は７月、１次調査結果として重複処方が確認され
た人数を２７４６人と発表したが、精神科以外の通院患
者が対象に含まれていたとして、２５５５人に修正した。
（９/６MEDIFAXより）

特定健診受診率３８.３％にとどまる／初年度、
厚労省まとめ
　厚生労働省は８月２５日、２００８年度の特定健診・保
健指導の実施状況を発表した。特定健診・保健指導
制度の初年度の対象者は約５１９０万人。うち受診者は
約１９９０万人で実施率は３８.３％にとどまった。受診者
のうち特定保健指導の対象となった人は約３９４万人
（健診受診者の１９.８％）、特定保健指導を終了した人
は約３１万人（保健指導対象者の７.８％）だった。
　０８年度から開始された特定健診・保健指導制度で
は、実施主体である保険者は実施状況について毎年、
社会保険診療報酬支払基金に報告することになって
おり、厚労省は３５１９保険者からの報告を取りまとめ
た。
　特定健診の実施率は組合健保と共済組合で５０％以
上と高く、市町村国保、国保組合、全国健康保険協
会は３０％程度、船員保険は２０％程度にとどまった。
組合健保などが高い理由について厚労省保険局総務
課医療費適正化対策推進室は「実際に働いていると
ころで受診できることから受診率が高くなっている
のではないか」としている。

　特定健診受診者のうち、特定保健指導の対象基準
となるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）
の該当者割合は１４.５％、予備軍は１２.４％となった。
　０８年４月から施行している医療費適正化計画で
は、１２年度には４０－７４歳の特定健診対象者のうち
７０％の受診を目標としている。初年度の受診率が
３８.３％にとどまったことについて、厚労省は「やや
実施率は低くなっているが、実施率向上に努力して
いきたい」としている。
　初年度の実施率が低調だった原因については「集
合契約や協会けんぽの被扶養者の受診券、事業主健
診のデータの取り込みと問題は見えている」とした。
（８/２６MEDIFAXより）

予防接種後副反応報告６３１件／０８年度
　厚生労働省はこのほど２００８年度（０８年４月１日－
０９年３月３１日）の予防接種後副反応報告の集計報告
書を公表した。報告された副反応件数は６３１件（症例
数５５５例）で、ＤＴ（ジフテリア・破傷風混合）を含
むＤＰＴ（ジフテリア・百日咳・破傷風混合）が２９９
件、ＢＣＧが１４８件、ＭＲ（麻しん・風しん混合）が
９８件など。０８年度の定期予防接種の被接種者数は計
２９０３万３２７３人だった。
　同報告の対象となるのは▽ＤＰＴ▽ＤＴ▽麻しん
▽風しん▽ＭＲ▽日本脳炎▽ポリオ▽ＢＣＧ▽イン
フルエンザ─などの定期接種として実施された予防
接種で、任意の予防接種は報告の対象外となってい
る。副反応報告数は、麻しんが０件、風しん１件、
日本脳炎１１件、ポリオ１５件、インフルエンザ５９件と
なった。
　ＤＰＴ、ＤＴワクチンで報告があった副反応件数
２９９件のうち、接種局所の肘を超えた異常腫脹が１５４
件で最も多かった。このほかアナフィラキシーが２
件、蕁麻疹が４件、３９度以上の発熱が２７件、全身の
発疹１９件、発熱を伴うけいれんが１件などだった。
日本脳炎ワクチンでは、副反応報告１１件のうちＡＤ
ＥＭあるいはその疑い例が３件報告されている。
　ポリオでは副反応件数１５件のうち、麻痺（四肢麻
痺）例が６件、このほかの異常反応３件、基準外報
告（全身反応）６件となった。麻痺例では、免疫不
全のない０歳児３例、１歳児３例の計６例で、免疫
不全のある例はなかった。（８/２４MEDIFAXより）

ＨＩＶ感染者数１０２１件／０９年のエイズ発生動向
　厚生労働省はこのほど、２００９年の「エイズ発生動

京都保険医新聞２０１０年（平成２２年）９月２７日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２７６２号

１９

情
勢
ト
ピ
ッ
ク
ス

第１３５号



向年報」をまとめた。年報によると、０９年のＨＩＶ
感染者報告者数は１０２１件で、０８年より減少したもの
の、０８年（１１２６件）、０７年（１０８２件）に次いで、過去
３番目に多い報告数となった。エイズ患者報告数は
前年同数の４３１件だった。
　ＨＩＶ感染者報告数（１０２１件）のうち日本国籍例
は９３２件で、男性は前年から１０５件少ない８９４件、女性
は４件増加し３８件だった。エイズ患者報告数（４３１件）
のうち日本国籍例は前年より２３件増え４０１件だった。
感染経路では、同性間性的接触が最も多い。
　また、ＨＩＶ感染者・エイズ患者のいずれも、経
年変化としては日本国籍男性例が増加傾向にあり、
日本国籍女性・外国籍男女はほぼ横ばいの状況だっ
た。
　外国籍で見ると、０９年はＨＩＶ感染者が８９件、エ
イズ患者が３０件だった。外国国籍者の国内感染例が
増えている状況もあり、厚労省は「予防とケアの対
策を強化する必要がある」としている。
（９/２MEDIFAXより）

結核の新規患者、引き続き減少傾向／０９年結
核登録者
　厚生労働省は８月２５日、２００９年１月１日－１２月３１
日の１年間で全国の保健所を通じて報告のあった結
核登録者の状況を取りまとめ、「０９年結核登録者情報
調査年報集計結果（概況）」を発表した。０９年新規患
者数は前年比５９０人減の２万４１７０人で、引き続き減少
傾向にあるものの、減少率は２％台と低かった。
　０９年の新登録結核患者数は２万４１７０人、罹患率（人
口１０万人当たりの新登録結核患者数）は１９.０となっ
た。日本の罹患率は米国（４.３）の４.４倍、カナダ（４.７）
の４.０倍、スウェーデン（５.４）の３.５倍となった。厚
労省は日本の罹患率について「世界的に見て、日本
は依然として結核中まん延国である」としている。
　また、▽罹患率の地域差が大きい▽新登録に占め
る外国籍結核患者の割合が増加▽働き盛り世代での
治療の遅れが顕著─など、ここ数年の特徴は０９年で
も同様に見られた。
　厚労省は国民に対し、長引く咳などの症状がある
ときには医療機関への早期受診などを呼び掛けてい
るほか、結核医療従事者に対する習熟度に応じた研
修を実施するなど、「データを踏まえ、今後も結核へ
のきめ細やかな対策を実施していく」としている。
（８/２７MEDIFAXより）

病院収容までの時間、過去最長／消防庁０９年
救急概要
　総務省消防庁は９月８日、２００９年の救急・救助の
概要（速報）を発表した。現場到着までの時間は全
国平均が７.９分で前年に比べて０.２分伸びた。病院収容
までの時間も３６.１分で前年より１.１分伸びた。消防庁
は０８年分の出場事案から計測開始時間の変更などを
行っているが、記録の残る１９８４年以降で最長の数字
となった。
　救急車の出動件数は５１２万２１９１件（前年比２万５０９７
件、０.５％増）で搬送人員は４６８万２９６０人（同４３２４人、
０.１％増）だった。うち、新型インフルエンザの感染
が疑われる患者の出動件数は１万６７２８件、搬送人員
は１万７３５２人だった。この影響を除くと、前年と比
べて出動件数は微増、搬送人員は減少となった。搬
送人員を傷病程度別に見ると「軽症」が５０.７％。前
年に比べて０.１ポイント減少したが、搬送人員の約半
数が入院加療を必要としない軽症患者だった。
　救急搬送の対象となった心肺機能停止症例のう
ち、救急現場に居合わせた人による応急手当が実施
されたケースは４２.８％で、過去最高だった。搬送さ
れた心肺機能停止傷病者のうち、心原性で一般市民
に目撃された症例の１カ月後の生存率と社会復帰率
も上昇していた。（９/１０MEDIFAXより）

病院医療費、ＤＰＣが２２.３％増／支払基金の
医療費分析
　社会保険診療報酬支払基金は、２０１０年度診療報酬
改定直後の４－５月診療分の医科レセプトを０９年同
期と比べた分析結果をまとめた。両年とも電子レセ
プトで請求した計３万４９５３の医療機関（病院６８３８、
医科診療所２万８１１５）を対象に調べた結果、全体の
医療費は５.１％の伸びを示した。医療機関別では、病
院５.６％増、診療所３.４％増となっている。
　支払基金は09年春から医療費分析システムの構築
に取り組んでいる。システムを活用して細かな分析
を手掛けるのは初めてという。支払基金が主にかか
わる被用者保険適用の医療と、生活保護などの公的
医療が分析の対象だ。
　１０年４－５月診療分の１カ月平均点数は約４９７億
６０００万点。前年同期から約２４億２０００万点増えた。内
訳を見ると、手術関係の点数が約５億点増、小児急
性期救急医療の評価に関する点数が約３億６０００万点
増、救急入院医療の充実に関する点数が約７０００万点
増、ＮＩＣＵ入院患者等の後方病床充実に関する点
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数が約６０００万点増となっている。
　病院の医療費の内訳を見ると、包括評価（ＤＰＣ）
が２２.３％増、手術が１７.７％増、理学療法等が８.２％増
となっており、ＤＰＣと手術の伸びが目立つ。一方
で薬剤料（投薬）は４.１％減、入院料は１.４％減となっ
た。
　診療所の医療費は、医学管理等が８.８％増、初診料
が６.６％増、理学療法等が６.５％増、再診料が４.４％増
となったが、こちらも薬剤料（投薬）が減り、５.６％
のマイナスとなった。
　病院（２００床未満）と診療所で統一された再診料は、
算定回数が病院で０.１％減ったが、診療所は２.４％増え
た。算定点数は、病院が１４.８％増の３億３５０万点、診
療所が０.５％減の８億９２６０万点。再診料が引き下げら
れた診療所は、算定回数が増えたにもかかわらず算
定点数が減る結果となった。
　診療所の再診料だけを見ると、新設された地域医
療貢献加算を算定している診療所では、０９年同期の
「再診料＋外来管理加算」と比べて３.４％の伸びを示
した。一方、算定していない診療所は２.２％増にとど
まった。（８/２７MEDIFAXより）

健保組合、過去最大５２３５億円の赤字／０９年度
決算見込み
　健保連は９月１０日、２００９年度の健保組合の決算見
込みを発表した。経常収支は５２３５億円の赤字で、３１８９
億円の赤字だった０８年度決算から２０００億円以上赤字
幅を拡大し、過去最大の赤字額となった。後期高齢
者支援金への総報酬割の導入で健保組合の負担が増
したこともあり、１０年度は７０００億円前後の赤字を見
込む。会見した白川修二・健保連専務理事は「明る
い兆しがまったくない」と述べた。
　０９年度の経常収入は前年度決算額と比べて３.０５％
減の６兆１７１７億円、経常支出は０.１６％増の６兆６９５２
億円。０９年度末の組合数は前年度から２４減って１４７３
で、約８割の１１８４組合が赤字だ。被保険者数は約１９
万６０００人減って約１５８４万８０００人。被保険者数の減少
や、賃金引き下げによる保険料収入の減少が経常収
入の落ち込みにつながり、赤字幅を増やした要因と
なった。
　これまで収支状況が最も悪かったのは、３９９９億円
の経常収支赤字を計上した０２年度だが、７年ぶりに
最大赤字額を更新した。（９/１３MEDIFAXより）

健保組合は３５０億円の負担増／後期高齢者支
援金
　後期高齢者医療費の約４割を支える後期高齢者支
援金について、支援金の一部に「総報酬割」が導入
されたため、２０１０年度の健保組合の支出が３５０億円増
えて１兆３０９０億円に、共済組合の支出が２３５億円増え
て４０２２億円になることが決まった。一方、財政難が
懸念されている協会けんぽの負担は５８１億円減って
１兆４２１１億円となる。協会けんぽの減額分を、健保
組合と共済組合がほぼ肩代わりする格好だ。支援金
の徴収業務に当たる社会保険診療報酬支払基金が８
月２３日発表した。
　支援金の額はこれまで、各保険の加入者数に応じ
て案分されていた。しかし全体額の３分の２を加入
者数で、３分の１を総報酬のシェアで案分する総報
酬割が７月から導入されたことから、支出額が変更
されることになった。国保組合の支出は２億円減の
１４３２億円、船員保険も２億円減って５６億円となる。
　後期高齢者支援金の算定は前期高齢者納付金の額
にも影響する。１０年度の健保組合の納付金の支出は
１３億円増えて１兆１２９２億円、共済組合は６億円増え
て４２４８億円に変更された。しかし協会けんぽは２２億
円減の１兆２０９８億円となり、納付金に関しても健保
組合と共済組合がほぼ肩代わりする構図になった。
（８/２４MEDIFAXより）

２００９年の医療事故は１８９５件／医療機能評価機
構が年報
　日本医療機能評価機構は８月３１日、医療事故に関
する２００９年の年報を発表した。国立病院機構や大学
病院など報告義務がある医療機関２７３の報告件数は
１８９５件で、年間を通じたデータがある０５年以来、最
大の件数となった。任意で参加登録している医療機
関４２７の報告件数は１６９件。合計は２０６４件で、これも
過去最大となった。
　報告義務対象医療機関の１８９５件の内訳を見ると、
事故の程度は▽死亡＝１５６件▽障害残存の可能性が
ある（高い）＝１８５件▽障害残存の可能性がある（低
い）＝５６２件▽障害残存の可能性なし＝６０８件▽障害
なし＝３０５件─となっている。事故概要で上位を占め
た項目としては▽療養上の世話＝７７０件▽治療処置
＝５２８件▽医療用具等＝１６５件▽薬剤＝１０７件─とな
っている。（９/２MEDIFAXより）
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医療療養で約４割が経管栄養／日慢協の患者
調査
　医療療養病床の入院患者のうち、胃瘻などによる
経管栄養を行っている患者は約４割に上ることが、
日本慢性期医療協会（武久洋三会長）が会員施設を
対象に実施した「栄養摂取の状態に関する患者調査」
で９月２日までに分かった。
　２０１０年６月に実施し、調査日時点の患者の状態に
ついて聞いた。医療療養病床を持つ３１２施設から回答
を得た。
　医療療養病床の入院患者２万８１０２人のうち、経管
栄養を行っている患者は４１.８％を占めた。「経鼻胃管
患者」は入院患者全体の１３.１％、「胃瘻（腸瘻を含む）
患者」は入院患者全体の２８.８％だった。
（９/３MEDIFAXより）

総合入院体制加算が２０３施設／１０年６月時点、
メディファクス調査
　地域の中核的な急性期総合病院を評価するため
２００８年度診療報酬改定で要件を改変し、１０年度改定
で名称を変更した「総合入院体制加算」（旧称・入院
時医学管理加算、１日当たり１２０点、最大１４日）の届
け出件数が、１０年６月１日現在で２０３施設に上ること
が、メディファクスが全国の厚生局都道府県事務所
を対象に実施した届け出状況調査で分かった。厚生
労働省は０８年度改定当時、同加算の届け出数を１５０－
１７０病院と想定していた。改定から２年余りを経て想
定数を超えて増加している。
　メディファクスは「行政機関の保有する情報の公
開に関する法律」（情報公開法）に基づき、各都道府
県事務所に対して行政文書の開示を請求し、６月１
日時点で届け出ている医療機関名などについて開示
を受けた。
　同加算は、総合的で専門的な急性期医療を提供す
る入院機能を持つ医療機関を評価するため、０８年度
改定で要件を大幅に改変。産科、小児科、内科、整
形外科、脳神経外科の入院医療を提供できることな
どを要件とした。
　改定後の０８年７月時点の届け出数は８８施設（厚労
省医療課調べ）だったが、約１年後の０９年６月には
１７２施設（同）に増加。さらに１年がたった１０年６月
までに、３１施設増えていた。
　地域別の増減を見ると、都市部での増加が目立つ。
０８年７月に１１施設だった大阪府は０９年６月に１９施設
に、１０年６月には２５施設に増加。０８年７月に３施設

だった東京都も２年余りで１０施設に増加した。一方、
同加算の届け出がないのは秋田、福島、山梨、奈良、
和歌山の５県だった。
●ＮＳＴ加算は３７４施設
　１０年度改定で１０００点増の３０００点に引き上げ、多胎
妊娠と子宮内胎児発育遅延を対象に追加した「ハイ
リスク分娩管理加算」の１０年６月１日時点の届け出
数は７０６施設だった。
　このほか、後発医薬品の採用品目数が全採用医薬
品の２０％以上を占めるなど、後発品の使用促進に取
り組む医療機関を評価するため１０年度改定で創設さ
れた「後発医薬品使用体制加算」（入院初日、３０点）
は１４７６施設。同じく１０年度改定で創設され、栄養障
害のある患者に対して多職種によるチームで診療す
ることを評価する「栄養サポートチーム（ＮＳＴ）
加算」（週１回、２００点）は３７４施設が届け出ていた。
（９/８MEDIFAXより）

ホメオパシー投与経験、３６施設／助産師会調査
　日本助産師会は９月７日、民間療法の「ホメオパ
シー」の実態調査の結果を公表した。過去２年間で
乳児にビタミンＫ２シロップを与える代わりに、ホ
メオパシーで使われる砂糖玉「レメディ」を投与し
たことがあると回答した施設が３６施設あった。同会
は「ホメオパシーを医療に代わるものとして使用し
たり、勧めたりすることのないよう、継続的な指導
や研修を実施し、会員への周知徹底を図る」として
いる。
　８月末現在に会員で、分娩を取り扱う開業助産所
４３３施設を対象にした。４１４施設から回答を得た。ビ
タミンＫ２シロップの投与は全施設が行っていた
が、「過去２年以内でホメオパシーのレメディを投与
し、ビタミンＫ２シロップを投与しなかったケース
を取り扱ったことがある」としたのは３６施設あった。
理由としては「薬剤拒否の妊婦に頼まれてビタミン
Ｋ２を投与しなかった」「両方の説明を行い、妊婦の
選択によりレメディのみの投与を行った」などがあ
った。同会は３６施設にレメディをビタミンＫ２シロ
ップの代用として使用しないよう個別に指導した。
　ビタミンＫ２シロップは乳児のビタミンＫ欠乏性
出血症を予防するために投与が推奨されている。
●厚労省、助産師会に通知
　厚生労働省医政局看護課は９月７日、日本助産師
会の実態調査の結果を受け、同会に対して看護課長
名で通知を発出した。ビタミンＫ２シロップの投与
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の有効性を示し、投与を望まない妊産婦に対してリ
スクを説明することが重要とした。同会に対して会
員への周知徹底や研修の実施などを求めた。
（９/９MEDIFAXより）

 

他施設受診規制撤回を／保団連が決議
　入院患者がほかの医療機関を受診した際の入院料
の減額措置などに関して、保団連は８月２９日、規制
撤回を求める集会を開き、診療報酬上の扱いを４月
の診療報酬改定以前に戻すことや、包括病床入院患
者の他院受診時の入院料７割減算の撤回などを求め
る決議書を採択した。同様の内容で署名活動も展開
し、長妻昭厚生労働相や中医協委員、関係国会議員
らに提出する。
　集会で保団連病院・有床診療所対策部会の安藤元
博部長は、療養病床での収支の状況を踏まえ「減算
を受け入れる余力はない」と主張。さらに他院で受
診した内容の請求について、入院先医療機関で請求
し合議で算定することについて「現物給付を原則と
する健保法の規定を逸脱する」とし、撤回を求める
考えを強調した。
　集会では都道府県保険医協会での他院受診時の扱
いに関する実態報告があり、減額措置の撤回を求め
る意見が相次いだ。このほか、日本難病・疾病団体
協議会の坂本秀夫氏も「病院経営だけでなく、複数
の疾患を抱える難病患者にとっても受けられる医療
の問題になる」と述べ、保団連の趣旨に賛同した。
介護療養病床の廃止撤回と診療報酬、介護報酬の引
き上げを求める決議も採択した。
（８/３１MEDIFAXより）

介護療養廃止の撤回を／厚労相方針受け保団連
　介護療養病床を２０１１年度末には廃止しない方針を
長妻昭厚生労働相が発表したことを受け、保団連は
９月１０日、あらためて介護療養病床廃止の撤回を求

める要請書を長妻厚労相にあて送付した。
　介護療養病床の転換先として創設された介護療養
型老人保健施設について「夜間の医師や看護職員の
配置が手薄く、現在の入院患者を入院させ続けるこ
とは困難」と強調。高齢化社会の中で、介護療養病
床への入院を必要とする高齢者が増加しているとし
「いま必要なことは、介護療養病床の廃止を撤回し、
その機能と役割を評価すること」と訴えた。
　廃止を猶予して新たな期限を設けるか、廃止その
ものを撤回して存続させるかについては年末までに
結論を出すとの長妻厚労相の方針に対しては「廃止
期限の延長では、問題が先送りされるだけ」と指摘
した。（９/１３MEDIFAXより）

介護報酬の大幅な引き上げを／保団連が要望
　保団連は８月２０日付で、介護報酬の大幅な引き上
げなどを求める「介護保険制度に関する抜本的な改
善要求（新提言）」を、長妻昭厚生労働相、社会保障
審議会・介護保険部会委員、衆参厚生労働委員に送
付した。「社会保障を充実することで国民の労働能力
が増し、企業や国家が活性化する」と主張している。
　保団連は「医療や介護分野への資源の投入がほか
の産業を押し上げる効果が高い」と分析。介護報酬
の大幅な引き上げや国庫負担の引き上げ、区分支給
限度額の対象から医療系サービスを外すことなどを
要望した。
　このほか、介護療養病床の廃止の撤回や、介護サ
ービス情報の調査と公表にかかる費用について、事
業者負担を廃止することなどを求めている。
（８/２４MEDIFAXより）
 

 

　記事文末に（MEDIFAXより）と記載しているものは、 
契約に基づき株式会社じほう発行の「MEDIFAX」より転
載・一部改変を許諾されたものです。 
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資料1
平成２１年度 医療費の動向

　厚生労働省は９月８日の中医協総会で２００９年度医療費の動向を報告した。総額は前年度比１.２兆円増で過去最大の３５.３兆
円。稼働日数補正後の医療費の伸び率は３.６％増だった。７０歳以上の医療費は１５.５兆円で総額の４４.０％、７５歳以上では１２兆円
で総額の３４.２％を占める。１人当たり医療費は２７万６０００円。７０歳未満の１６万８０００円に対し、７０歳以上では７７万６０００円、７５歳
以上では８８万２０００円となっている。

■ 厚生労働省　２０１０年９月８日 ■
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医
療
保
険
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以
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療
費
は
増
加
し
て
お
り
、
医
療
費
総
額
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
 

 ○
 
平
成
21
年
度
の
医
療
費
、
１
日
当
た
り
医
療
費
と
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
を
、
大
き
な

制
度
改
正
や
診
療
報
酬
改
定
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
平
成
19
年
度
の
伸
び
率
と
比
較
し

て
み
る
と
、そ
の
差
は
、医
療
費
0.
4％
ポ
イ
ン
ト（
稼
働
日
数
補
正
後
0.
6％
ポ
イ
ン
ト
）、

１
日
当
た
り
医
療
費
0.
0％
ポ
イ
ン
ト
、受
診
延
日
数
は
0.
3％
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

【
下
の
（
表
）
参
照
】
 

 
（
表
）
医
療
費
の
動
向
 

(単
位
：
％
) 

平
成

 
18
年
度
 

 
19
年
度
 

①
 

20
年
度
 

 
21
年
度
 

②
 

差
 

②
-①
 

医
療
費
 

0.
1 

3.
1 

1.
9 

3.
5 

0.
4 

稼
働
日
数
補
正
後
 

0.
0 

3.
0

2.
2 

3.
6 

0.
6 

稼
働
数
補
後

１
日
当
医
療
費
 

0.
8 

4.
1 

3.
2 

4.
1 

0.
0 

受
診
延
日
数
 

▲
0.
7 

▲
0.
9 

▲
1.
3 

▲
0.
6 

0.
3 
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Ⅱ
　
診
療
種
類
別
の
概
算
医
療
費

表
3-
1　
　
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
兆
円
)

(参
考
)

総
計

調
剤

入
院
外

入
院

入
院
外

＋
調
剤

平
成
16
年
度

31
.4

27
.2

12
.7

11
.9

2.
5

4.
2

16
.1

平
成
17
年
度

32
.4

27
.8

13
.0

12
.2

2.
6

4.
6

16
.8

平
成
18
年
度

32
.4

27
.6

13
.0

12
.1

2.
5

4.
7

16
.9

平
成
19
年
度

33
.4

28
.2

13
.4

12
.4

2.
5

5.
2

17
.5

平
成
20
年
度
①

34
.1

28
.6

13
.6

12
.4

2.
6

5.
4

17
.8

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(8
3.
8%
)
(3
9.
9%
)
(3
6.
4%
)

(7
.5
%)

(1
6.
0%
)
(5
2.
3%
)

平
成
21
年
度
②

35
.3

29
.3

14
.0

12
.7

2.
5

5.
9

18
.6

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(8
3.
1%
)
(3
9.
8%
)
(3
6.
1%
)

(7
.2
%)

(1
6.
7%
)
(5
2.
8%
)

②
－
①

1.
19

0.
75

0.
43

0.
35

▲
0.
02

0.
43

0.
78

注
1.
入
院
時
食
事
療
養
の
費
用
額
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
費
用
額
が
含
ま
れ
る
。
医
科
分
は
医
科
入
院
へ
、
歯
科
分
は

歯
科
へ
含
め
て
い
る
。

注
2.
総
計
に
は
、
訪
問
看
護
療
養
の
費
用
額
を
含
む
。

表
3-
2　
　
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

(参
考
)

総
計

調
剤

入
院
外

入
院

入
院
外

＋
調
剤

平
成
16
年
度

2.
0

1.
1

1.
2

1.
3

0.
3

7.
8

2.
9

平
成
17
年
度

3.
1

2.
2

2.
2

2.
5

1.
1

8.
7

4.
1

平
成
18
年
度

0.
1
▲
0.
4
▲
0.
0
▲
0.
3
▲
2.
8

3.
4

0.
7

平
成
19
年
度

3.
1

2.
1

2.
8

1.
8
▲
0.
2

8.
9

3.
8

平
成
20
年
度

1.
9

1.
2

1.
9

0.
2

2.
6

5.
3

1.
7

平
成
21
年
度

3.
5

2.
6

3.
1

2.
8
▲
0.
7

7.
9

4.
3

診
  
療
  
費

計
医
　
　
科

歯
科

診
  
療
  
費

歯
科

計
医
　
　
科

- 
3 
-

表
2-
1　
　
１
人
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
万
円
)

医
療
保
険
適
用

総
　
計

70
歳
未
満

70
歳
以
上

被
用
者

国
民

(再
掲
)

保
険

本
　
人

家
　
族

健
康
保
険

75
歳
以
上

平
成
16
年
度

24
.6

15
.7

12
.8

12
.6

12
.9

21
.4

73
.9

平
成
17
年
度

25
.4

16
.0

12
.9

12
.8

13
.1

21
.9

75
.4

平
成
18
年
度

25
.4

15
.8

12
.9

12
.6

13
.2

21
.8

74
.2

平
成
19
年
度

26
.2

16
.1

13
.0

12
.8

13
.3

22
.5

75
.8

平
成
20
年
度
①

26
.7

16
.4

13
.3

12
.9

13
.7

23
.1

75
.7

86
.3

平
成
21
年
度
②

27
.6

16
.8

13
.6

13
.3

14
.0

23
.7

77
.6

88
.2

②
－
①

1.
0

0.
4

0.
3

0.
3

0.
3

0.
7

1.
9

1.
9

注
.
人
数
が
未
確
定
の
制
度
も
あ
り
、
数
値
が
置
き
換
わ
る
場
合
が
あ
る
。

表
2-
2　
　
１
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
療
保
険
適
用

総
　
計

70
歳
未
満

70
歳
以
上

被
用
者

国
民

(再
掲
)

保
険

本
　
人

家
　
族

健
康
保
険

75
歳
以
上

平
成
16
年
度

1.
9

0.
9

1.
0

0.
6

1.
4

0.
7

0.
2

平
成
17
年
度

3.
1

1.
5

1.
2

1.
1

1.
4

2.
3

2.
0

平
成
18
年
度

0.
1
▲
0.
9
▲
0.
6
▲
1.
7

0.
6
▲
0.
4
▲
1.
5

平
成
19
年
度

3.
1

1.
6

1.
2

1.
5

0.
9

3.
2

2.
1

平
成
20
年
度

1.
9

1.
9

2.
0

1.
4

2.
6

2.
6
▲
0.
1

－

平
成
21
年
度

3.
6

2.
7

2.
4

2.
6

2.
2

3.
0

2.
5

2.
3

- 
2 
-
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表
5-
1　
　
１
日
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
千
円
)

(参
考
)

総
計

調
剤

入
院
外

入
院

入
院
外

＋
調
剤

平
成
16
年
度

11
.5

10
.0

25
.6

6.
6

6.
1

6.
5

8.
9

平
成
17
年
度

11
.9

10
.2

26
.2

6.
8

6.
1

6.
9

9.
4

平
成
18
年
度

12
.0

10
.3

26
.6

6.
8

6.
0

6.
9

9.
5

平
成
19
年
度

12
.5

10
.6

27
.5

7.
0

6.
1

7.
3

9.
9

平
成
20
年
度
①

12
.9

10
.8

28
.3

7.
1

6.
2

7.
6

10
.2

(総
計
=1
)

( 
1.
00
 )
( 
0.
84
 )
( 
2.
20
 )
( 
0.
55
 )
( 
0.
48
 )
( 
0.
59
 )
( 
0.
79
 )

平
成
21
年
度
②

13
.4

11
.2

29
.2

7.
4

6.
2

8.
0

10
.8

(総
計
=1
)

( 
1.
00
 )
( 
0.
83
 )
( 
2.
18
 )
( 
0.
55
 )
( 
0.
46
 )
( 
0.
60
 )
( 
0.
80
 )

②
－
①

0.
5

0.
4

0.
9

0.
3
▲
0.
0

0.
5

0.
5

注
1.
１
日
当
た
り
医
療
費
と
は
、
診
療
実
日
数
当
た
り
の
医
療
費
。

調
剤
で
は
、
処
方
せ
ん
１
枚
当
た
り
の
医
療
費
。
「
(参
考
)入
院
外
＋
調
剤
」
で
は
、
入
院
外
及
び
調
剤
の
医
療
費

を
入
院
外
の
受
診
延
日
数
で
除
し
て
得
た
値
を
計
上
す
る
。

注
2.
入
院
時
食
事
療
養
の
費
用
額
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
費
用
額
が
含
ま
れ
る
。
医
科
分
は
医
科
入
院
へ
、
歯
科
分
は

歯
科
へ
含
め
て
い
る
。

表
5-
2　
　
１
日
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

(参
考
)

総
計

調
剤

入
院
外

入
院

入
院
外

＋
調
剤

平
成
16
年
度

1.
9

1.
1

1.
5

1.
3
▲
0.
6

3.
1

2.
9

平
成
17
年
度

3.
4

2.
5

2.
4

3.
1

0.
0

6.
2

4.
8

平
成
18
年
度

0.
8

0.
3

1.
4

0.
1
▲
1.
8
▲
0.
5

1.
1

平
成
19
年
度

4.
1

3.
1

3.
6

2.
7

1.
2

6.
1

4.
7

平
成
20
年
度

3.
2

2.
5

3.
0

1.
8

2.
8

3.
4

3.
4

平
成
21
年
度

4.
1

3.
3

3.
2

3.
6
▲
0.
3

6.
3

5.
2

医
　
　
科

歯
科

診
  
療
  
費

診
  
療
  
費

計
医
　
　
科

歯
科

計

- 
5 
-

表
4-
1　
　
受
診
延
日
数
の
推
移

（
単
位
：
億
日
）

総
計

調
剤

入
院

入
院
外

平
成
16
年
度

27
.3

27
.2

5.
0

18
.1

4.
2

6.
5

平
成
17
年
度

27
.2

27
.1

5.
0

17
.9

4.
2

6.
6

平
成
18
年
度

27
.0

26
.9

4.
9

17
.9

4.
2

6.
9

平
成
19
年
度

26
.7

26
.7

4.
9

17
.7

4.
1

7.
1

平
成
20
年
度
①

26
.4

26
.3

4.
8

17
.4

4.
1

7.
2

(構
成
割
合
)

( 
10
0%
 )

(9
9.
8%
)

(1
8.
2%
)

(6
6.
0%
)

(1
5.
6%
)

平
成
21
年
度
②

26
.2

26
.2

4.
8

17
.3

4.
1

7.
3

(構
成
割
合
)

( 
10
0%
 )

(9
9.
7%
)

(1
8.
3%
)

(6
5.
8%
)

(1
5.
6%
)

②
－
①

▲
0.
15

▲
0.
16

▲
0.
00

▲
0.
14

▲
0.
02

0.
10

注
1.
診
療
実
日
数
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
調
剤
に
つ
い
て
は
、
処
方
せ
ん
枚
数
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

注
2.
総
計
に
は
、
訪
問
看
護
療
養
の
実
日
数
を
含
み
、
調
剤
の
処
方
せ
ん
枚
数
を
含
め
ず
に
計
上
し
て
い
る
。

表
4-
2　
　
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

（
単
位
：
％
）

総
計

調
剤

入
院

入
院
外

平
成
16
年
度

0.
1

0.
1

▲
0.
3

▲
0.
0

0.
8

4.
5

平
成
17
年
度

▲
0.
3

▲
0.
3

▲
0.
2

▲
0.
7

1.
1

2.
4

平
成
18
年
度

▲
0.
7

▲
0.
7

▲
1.
4

▲
0.
5

▲
1.
0

3.
9

平
成
19
年
度

▲
0.
9

▲
1.
0

▲
0.
8

▲
0.
9

▲
1.
4

2.
6

平
成
20
年
度

▲
1.
3

▲
1.
3

▲
1.
1

▲
1.
6

▲
0.
1

1.
8

平
成
21
年
度

▲
0.
6

▲
0.
6

▲
0.
1

▲
0.
8

▲
0.
5

1.
5

計
医
　
　
科

歯
科

診
  
療
  
費

診
  
療
  
費

計
医
　
　
科

歯
科

- 
4 
-
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Ⅲ
　
医
療
機
関
種
類
別
の
概
算
医
療
費

(1
) 
入
院
・
入
院
外
計

表
6-
1　
　
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
兆
円
)

総
　
計

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

31
.4

24
.6

17
.1

1.
75

6.
59

8.
21

0.
50

7.
6

2.
55

0.
12

2.
43

4.
23

平
成
17
年
度

32
.4

25
.2

17
.4

1.
80

6.
67

8.
49

0.
48

7.
8

2.
58

0.
12

2.
46

4.
59

平
成
18
年
度

32
.4

25
.1

17
.4

1.
86

6.
53

8.
56

0.
42

7.
8

2.
51

0.
11

2.
39

4.
75

平
成
19
年
度

33
.4

25
.7

17
.8

1.
94

6.
62

8.
86

0.
36

7.
9

2.
50

0.
11

2.
39

5.
17

平
成
20
年
度
①

34
.1

26
.0

18
.0

2.
02

6.
62

9.
08

0.
31

8.
0

2.
57

0.
12

2.
45

5.
44

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(7
6.
3%
)
(5
2.
9%
)
(5
.9
%)

(1
9.
4%
)
(2
6.
7%
)
(0
.9
%)

(2
3.
4%
)
(7
.5
%)

(0
.3
%)

(7
.2
%)

(1
6.
0%
)

平
成
21
年
度
②

35
.3

26
.8

18
.7

2.
14

6.
83

9.
38

0.
30

8.
1

2.
55

0.
12

2.
43

5.
87

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(7
5.
9%
)
(5
2.
9%
)
(6
.1
%)

(1
9.
4%
)
(2
6.
6%
)
(0
.9
%)

(2
3.
0%
)
(7
.2
%)

(0
.3
%)

(6
.9
%)

(1
6.
7%
)

②
－
①

1.
19

0.
77

0.
62

0.
11

0.
22

0.
30

▲
0.
01

0.
15

▲
0.
02

0.
00

▲
0.
02

0.
43

注
1.
医
科
病
院
は
、
経
営
主
体
別
に
分
類
し
て
い
る
。

注
2.
「
大
学
病
院
」
に
は
、
病
院
の
う
ち
、
医
育
機
関
で
あ
る
医
療
機
関
を
分
類
し
て
い
る
。

注
3.
「
公
的
病
院
」
に
は
、
病
院
の
う
ち
、
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
）
の
開
設
す
る
医
療
機
関
、
公
的
医
療
機
関
（
都
道
府
県
、
市
町
村
等
）

及
び
社
会
保
険
関
係
団
体
（
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
等
）
の
開
設
す
る
医
療
機
関
を
分
類
し
て
い
る
。
但
し
、
医
育
機
関
を
除
く
。

注
4.
医
療
費
に
は
、
入
院
時
食
事
療
養
の
費
用
額
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
費
用
額
が
含
ま
れ
る
。

表
6-
2　
　
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

総
　
計

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

2.
0

1.
2

0.
7

1.
2
▲
0.
6

2.
1
▲
6.
6

2.
5

0.
3

0.
7

0.
3

7.
8

平
成
17
年
度

3.
1

2.
3

2.
2

2.
9

1.
1

3.
4
▲
4.
6

2.
5

1.
1

0.
5

1.
1

8.
7

平
成
18
年
度

0.
1
▲
0.
2
▲
0.
4

3.
0
▲
2.
0

0.
9
▲
12
.6

0.
3
▲
2.
8
▲
6.
7
▲
2.
6

3.
4

平
成
19
年
度

3.
1

2.
3

2.
4

4.
2

1.
4

3.
5
▲
12
.3

2.
0
▲
0.
2
▲
0.
1
▲
0.
2

8.
9

平
成
20
年
度

1.
9

1.
1

1.
4

4.
6
▲
0.
0

2.
4
▲
14
.1

0.
3

2.
6

4.
4

2.
5

5.
3

平
成
21
年
度

3.
5

3.
0

3.
4

5.
6

3.
3

3.
4
▲
4.
2

1.
9
▲
0.
7

1.
9
▲
0.
9

7.
9

表
7-
1　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
億
円
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度
75
,6
03

37
,1
25

3,
36
3

5,
37
2

6,
84
8

2,
85
5

2,
51
1

6,
07
5

3,
63
8

7,
81
6

平
成
17
年
度
77
,5
12

37
,8
61

3,
35
2

5,
31
8

7,
19
1

2,
88
7

2,
52
0

6,
31
7

3,
68
6

8,
38
1

平
成
18
年
度
77
,7
42

38
,0
18

3,
43
0

5,
15
1

7,
27
8

2,
85
6

2,
49
6

6,
08
5

3,
74
0

8,
68
9

平
成
19
年
度
79
,3
32

38
,8
37

3,
34
9

5,
13
8

7,
57
5

2,
85
8

2,
51
0

6,
14
8

3,
77
5

9,
14
1

平
成
20
年
度
①
79
,5
43

38
,5
81

3,
42
9

5,
01
5

7,
71
6

2,
93
0

2,
50
4

6,
24
9

3,
83
9

9,
28
0

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(4
8.
5%
)
(4
.3
%)

(6
.3
%)

(9
.7
%)

(3
.7
%)

(3
.1
%)

(7
.9
%)

(4
.8
%)

(1
1.
7%
)

平
成
21
年
度
②
81
,0
63

39
,6
13

3,
42
2

5,
05
1

8,
03
1

2,
93
8

2,
44
8

6,
29
4

3,
76
1

9,
50
7

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(4
8.
9%
)
(4
.2
%)

(6
.2
%)

(9
.9
%)

(3
.6
%)

(3
.0
%)

(7
.8
%)

(4
.6
%)

(1
1.
7%
)

②
－
①

1,
52
0

1,
03
1

▲
7

35
31
5

8
▲
56

45
▲
78

22
7

注
.
医
科
診
療
所
ご
と
の
主
た
る
診
療
科
別
に
医
科
診
療
所
を
分
類
し
て
、
医
療
費
を
集
計
し
て
い
る
。

表
7-
2　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

2.
5

2.
3

4.
0
▲
0.
8

2.
1

3.
0
▲
1.
3

3.
4

5.
1

5.
0

平
成
17
年
度

2.
5

2.
0
▲
0.
3
▲
1.
0

5.
0

1.
1

0.
3

4.
0

1.
3

7.
2

平
成
18
年
度

0.
3

0.
4

2.
3
▲
3.
1

1.
2
▲
1.
1
▲
0.
9
▲
3.
7

1.
5

3.
7

平
成
19
年
度

2.
0

2.
2
▲
2.
4
▲
0.
3

4.
1

0.
1

0.
5

1.
0

0.
9

5.
2

平
成
20
年
度

0.
3
▲
0.
7

2.
4
▲
2.
4

1.
9

2.
5
▲
0.
2

1.
6

1.
7

1.
5

平
成
21
年
度

1.
9

2.
7
▲
0.
2

0.
7

4.
1

0.
3
▲
2.
3

0.
7
▲
2.
0

2.
4

- 
7 
-

（
参
考
）
　
休
日
数
等
の
影
響
を
補
正
し
た
医
療
費
総
額
の
伸
び
率

参
考
１
　
　
制
度
別
の
医
療
費
の
補
正
後
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
療
保
険
適
用

総
　
計

70
歳
未
満

70
歳
以
上

公
　
費

被
用
者

国
民

保
険

本
　
人

家
　
族

健
康
保
険

平
成
16
年
度

2.
5

1.
0

1.
3

0.
6

1.
0

4.
3

4.
3

0 
＋
 2
 
－
 1
 

平
成
17
年
度

3.
0

1.
2

2.
0

0.
3

0.
8

5.
6

4.
0

0 
－
 1
 

0 
平
成
18
年
度

0.
0
▲
0.
3
▲
0.
3
▲
0.
4

▲
2.
7

1.
9

0.
8

0 
－
 1
 

0 
平
成
19
年
度

3.
0

2.
1

3.
5

0.
6

▲
0.
0

5.
3

3.
2

＋
 1
 

0 
＋
 1
 

平
成
20
年
度

2.
2

2.
6

2.
8

2.
4

0.
7

2.
5

4.
7

0 
＋
 1
 
－
 1
 

平
成
21
年
度

3.
6

2.
1

2.
0

2.
2

2.
5

4.
7

8.
1

0 
＋
 1
 

0 

医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
同
月
比
）
に
対
す
る
休
日
数
等
１
日
当
た
り
の
影
響
補
正
係
数

（
単
位
：
％
）

日
曜
・
祭
日
等
▲
2.
3
▲
2.
8
▲
2.
5
▲
3.
1

▲
2.
2
▲
1.
7
▲
2.
3

土
　
曜

▲
1.
2
▲
1.
0
▲
1.
1
▲
0.
9

▲
1.
3
▲
1.
2
▲
1.
2

閏
　
日

3.
3

2.
9

2.
9

3.
0

3.
5

3.
2

3.
3

注
. 
　医
療
保
険
医
療
費
の
平
成
４
～
８
年
度
各
月
の
制
度
別
１
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
を
、
日
曜
・
祭
日
等
（
年
末
に
つ
い
て
は
、

12
月
29
日
～
１
月
３
日
を
日
曜
と
し
て
扱
っ
て
い
る
）
の
数
の
対
前
年
同
月
差
、
土
曜
日
の
対
前
年
同
月
差
、
各
月
の
日
数
の
対
前
年

同
月
差
、
感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
調
査
の
１
定
点
当
た
り
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
報
告
数
対
前
年
同
月
差
を
説
明
変
数
と
し
て
回
帰
分
析

し
た
結
果
を
用
い
て
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
総
計
及
び
公
費
の
補
正
係
数
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
計
の
計
数
を
用
い
て
い
る
。

参
考
２
　
　
診
療
種
類
別
の
医
療
費
の
補
正
後
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

総
計

調
剤

対
前
年
度
差
（
日
）

入
院

入
院
外

日
祭
日

土
曜
日

閏
日

平
成
16
年
度

2.
5

1.
6

1.
8

0.
5

8.
4

0 
＋
 2
 
－
 1
 

平
成
17
年
度

3.
0

2.
1

2.
4

1.
0

8.
5

0 
－
 1
 

0 
平
成
18
年
度

0.
0
▲
0.
1
▲
0.
4
▲
2.
9

3.
2

0 
－
 1
 

0 
平
成
19
年
度

3.
0

2.
6

1.
7

0.
1

8.
9

＋
 1
 

0 
＋
 1
 

平
成
20
年
度

2.
2

2.
2

0.
6

2.
7

5.
8

0 
＋
 1
 
－
 1
 

平
成
21
年
度

3.
6

3.
2

2.
9
▲
0.
6

8.
1

0 
＋
 1
 

0 

医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
同
月
比
）
に
対
す
る
休
日
数
等
１
日
当
た
り
の
影
響
補
正
係
数

（
単
位
：
％
）

日
曜
・
祭
日
等
▲
2.
3
▲
1.
3
▲
2.
8
▲
3.
6

▲
3.
9

土
　
曜

▲
1.
2
▲
1.
0
▲
1.
3
▲
1.
3

▲
2.
1

閏
　
日

3.
3

3.
1

4.
0

0.
2
*

3.
6

注
1.
医
療
保
険
医
療
費
の
平
成
４
～
８
年
度
各
月
の
１
人
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
を
、
日
曜
・
祭
日
等
（
年
末
に
つ
い
て
は
、

12
月
29
日
～
１
月
３
日
を
日
曜
と
し
て
扱
っ
て
い
る
）
の
数
の
対
前
年
同
月
差
、
土
曜
日
の
対
前
年
同
月
差
、
各
月
の
日
数
の

対
前
年
同
月
差
、
感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
調
査
の
１
定
点
当
た
り
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
報
告
数
対
前
年
同
月
差
を
説
明
変
数
と

し
て
回
帰
分
析
し
た
結
果
を
用
い
て
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
2.
* 
に
つ
い
て
は
、
回
帰
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
閏
日
に
つ
い
て
有
意
な
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
日
曜
・
祭
日
及
び

土
曜
に
つ
い
て
は
補
正
を
行
っ
て
い
る
が
、
閏
日
に
つ
い
て
は
補
正
し
て
い
な
い
。

医
　
　
科

対
前
年
度
差
（
日
）

日
祭
日

土
曜
日

閏
日

歯
科

- 
6 
-
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表
10
-1
　
　
１
施
設
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
万
円
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

18
6,
83
5
1,
13
4,
94
5

37
6,
41
1

12
7,
47
8

63
,7
38

9,
19
1

6,
96
8

3,
72
2

9,
43
2

平
成
17
年
度

19
1,
85
2
1,
17
0,
56
2

38
3,
41
3

13
1,
08
2

66
,2
08

9,
33
7

6,
95
3

3,
73
5

9,
92
6

平
成
18
年
度

19
2,
03
4
1,
20
0,
36
4

37
9,
74
2

13
1,
18
5

64
,7
36

9,
29
1

6,
47
4

3,
61
6

10
,0
45

平
成
19
年
度

19
9,
17
6
1,
24
9,
08
0

39
2,
51
2

13
5,
75
5

65
,4
21

9,
42
4

6,
48
8

3,
59
2

10
,7
58

平
成
20
年
度
①

20
3,
83
5
1,
29
5,
17
8

40
1,
16
5

13
8,
51
1

64
,4
41

9,
44
3

6,
82
6

3,
67
6

11
,0
85

平
成
21
年
度
②

21
2,
42
3
1,
36
7,
60
9

41
9,
62
4

14
3,
35
5

66
,5
66

9,
60
5

7,
02
5

3,
63
4

11
,7
78

②
－
①

8,
58
8

72
,4
31

18
,4
60

4,
84
4

2,
12
6

16
2

19
8

▲
42

69
3

表
10
-2
　
　
１
施
設
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

1.
4

0.
8

0.
3

1.
5

3.
9

1.
5

1.
2

▲
0.
7

5.
0

平
成
17
年
度

2.
7

3.
1

1.
9

2.
8

3.
9

1.
6

▲
0.
2

0.
3

5.
2

平
成
18
年
度

0.
1

2.
5

▲
1.
0

0.
1

▲
2.
2

▲
0.
5

▲
6.
9

▲
3.
2

1.
2

平
成
19
年
度

3.
7

4.
1

3.
4

3.
5

1.
1

1.
4

0.
2

▲
0.
7

7.
1

平
成
20
年
度

2.
3

3.
7

2.
2

2.
0

▲
1.
5

0.
2

5.
2

2.
3

3.
0

平
成
21
年
度

4.
2

5.
6

4.
6

3.
5

3.
3

1.
7

2.
9

▲
1.
1

6.
3

表
11
-1
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
 １
施
設
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
万
円
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

9,
19
1

9,
34
1

7,
11
2

9,
53
0

11
,2
43

7,
51
1

5,
84
2

9,
60
5

7,
44
6

11
,5
77

平
成
17
年
度

9,
33
7

9,
51
2

6,
96
3

9,
63
4

11
,5
33

7,
46
6

5,
92
7

9,
79
4

7,
50
7

11
,6
91

平
成
18
年
度

9,
29
1

9,
52
0

7,
01
5

9,
54
9

11
,3
53

7,
29
0

5,
96
7

9,
44
6

7,
55
4

11
,5
07

平
成
19
年
度

9,
42
4

9,
70
7

6,
79
3

9,
74
4

11
,5
46

7,
13
0

6,
10
5

9,
56
6

7,
57
3

11
,6
08

平
成
20
年
度
①

9,
44
3

9,
66
5

6,
93
8

9,
74
4

11
,6
57

7,
21
2

6,
24
0

9,
66
1

7,
70
8

11
,4
75

平
成
21
年
度
②

9,
60
5

9,
92
2

6,
90
7

9,
97
2

11
,9
97

7,
18
6

6,
22
0

9,
67
0

7,
53
4

11
,5
41

②
－
①

16
2

25
7

▲
31

22
8

34
0

▲
26

▲
20

8
▲
17
4

66

表
11
-2
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
 １
施
設
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

1.
5

2.
1

1.
6

0.
7

0.
1

0.
9

0.
1

1.
0

4.
4

▲
0.
8

平
成
17
年
度

1.
6

1.
8

▲
2.
1

1.
1

2.
6

▲
0.
6

1.
4

2.
0

0.
8

1.
0

平
成
18
年
度

▲
0.
5

0.
1

0.
7

▲
0.
9

▲
1.
6

▲
2.
4

0.
7

▲
3.
6

0.
6

▲
1.
6

平
成
19
年
度

1.
4

2.
0

▲
3.
2

2.
0

1.
7

▲
2.
2

2.
3

1.
3

0.
2

0.
9

平
成
20
年
度

0.
2

▲
0.
4

2.
1

0.
0

1.
0

1.
2

2.
2

1.
0

1.
8

▲
1.
1

平
成
21
年
度

1.
7

2.
7

▲
0.
4

2.
3

2.
9

▲
0.
4

▲
0.
3

0.
1

▲
2.
3

0.
6

- 
9 
-

表
8-
1　
　
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
億
日
)

総
　
計

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

27
.3

23
.0

10
.0

0.
71

3.
43

5.
45

0.
40

13
.0

4.
18

0.
16

4.
02

6.
48

平
成
17
年
度

27
.2

22
.9

9.
8

0.
71

3.
32

5.
44

0.
37

13
.1

4.
22

0.
16

4.
06

6.
64

平
成
18
年
度

27
.0

22
.8

9.
6

0.
71

3.
17

5.
40

0.
32

13
.2

4.
18

0.
15

4.
02

6.
90

平
成
19
年
度

26
.7

22
.6

9.
4

0.
71

3.
04

5.
39

0.
28

13
.1

4.
12

0.
15

3.
97

7.
07

平
成
20
年
度
①

26
.4

22
.2

9.
2

0.
71

2.
91

5.
36

0.
24

13
.0

4.
12

0.
15

3.
96

7.
20

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(8
4.
2%
)

(3
4.
9%
)

(2
.7
%)

(1
1.
0%
)

(2
0.
3%
)

(0
.9
%)

(4
9.
2%
)

(1
5.
6%
)

(0
.6
%)

(1
5.
0%
)

平
成
21
年
度
②

26
.2

22
.1

9.
2

0.
72

2.
86

5.
37

0.
22

12
.9

4.
10

0.
15

3.
94

7.
31

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(8
4.
1%
)

(3
4.
9%
)

(2
.7
%)

(1
0.
9%
)

(2
0.
5%
)

(0
.8
%)

(4
9.
2%
)

(1
5.
6%
)

(0
.6
%)

(1
5.
0%
)

②
－
①

▲
0.
15

▲
0.
14

▲
0.
05

0.
01

▲
0.
05

0.
01

▲
0.
02

▲
0.
09

▲
0.
02

0.
00

▲
0.
02

0.
10

注
1.
診
療
実
日
数
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
保
険
薬
局
に
つ
い
て
は
、
処
方
せ
ん
枚
数
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

注
2.
総
計
に
は
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
日
数
を
含
み
、
保
険
薬
局
の
処
方
せ
ん
枚
数
を
含
め
ず
に
計
上
し
て
い
る
。

表
8-
2　
　
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

総
　
計

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

0.
1

▲
0.
1

▲
1.
7

▲
1.
0

▲
2.
8

▲
0.
4

▲
9.
1

1.
2

0.
8

0.
7

0.
8

4.
5

平
成
17
年
度

▲
0.
3

▲
0.
6

▲
1.
6

▲
0.
6

▲
3.
3

▲
0.
2

▲
8.
0

0.
2

1.
1

1.
0

1.
1

2.
4

平
成
18
年
度

▲
0.
7

▲
0.
7

▲
2.
4

0.
5

▲
4.
6

▲
0.
7

▲
13
.6

0.
7

▲
1.
0

▲
1.
9

▲
1.
0

3.
9

平
成
19
年
度

▲
0.
9

▲
0.
9

▲
1.
8

0.
1

▲
3.
9

▲
0.
0

▲
14
.2

▲
0.
2

▲
1.
4

▲
1.
8

▲
1.
4

2.
6

平
成
20
年
度

▲
1.
3

▲
1.
5

▲
2.
2

▲
0.
3

▲
4.
4

▲
0.
6

▲
13
.9

▲
1.
0

▲
0.
1

0.
8

▲
0.
2

1.
8

平
成
21
年
度

▲
0.
6

▲
0.
6

▲
0.
6

1.
0

▲
1.
7

0.
2

▲
7.
3

▲
0.
7

▲
0.
5

1.
0

▲
0.
5

1.
5

表
9-
1　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
万
日
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度
13
0,
43
0

53
,4
70

6,
71
1

9,
82
5

19
,6
59

7,
06
2

3,
88
8

9,
86
0

10
,1
13

9,
84
3

平
成
17
年
度
13
0,
73
6

52
,7
85

6,
66
9

9,
50
0

20
,3
24

7,
12
6

3,
85
4

10
,0
95

10
,1
01

10
,2
81

平
成
18
年
度
13
1,
59
1

52
,9
09

6,
91
8

9,
17
7

20
,5
84

7,
24
0

3,
85
4

10
,0
73

10
,1
02

10
,7
34

平
成
19
年
度
13
1,
27
7

52
,4
37

6,
65
8

8,
89
5

20
,9
88

7,
23
3

3,
82
9

10
,1
61

9,
98
1

11
,0
95

平
成
20
年
度
①
12
9,
95
8

51
,3
04

6,
73
3

8,
50
4

21
,0
51

7,
39
0

3,
75
4

10
,1
46

9,
91
8

11
,1
57

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(3
9.
5%
)

(5
.2
%)

(6
.5
%)

(1
6.
2%
)

(5
.7
%)

(2
.9
%)

(7
.8
%)

(7
.6
%)

(8
.6
%)

平
成
21
年
度
②
12
9,
07
0

50
,9
53

6,
58
7

8,
30
2

21
,4
41

7,
39
3

3,
63
7

9,
97
9

9,
52
0

11
,2
58

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(3
9.
5%
)

(5
.1
%)

(6
.4
%)

(1
6.
6%
)

(5
.7
%)

(2
.8
%)

(7
.7
%)

(7
.4
%)

(8
.7
%)

②
－
①

▲
88
8

▲
35
1

▲
14
7

▲
20
2

39
0

3
▲
11
8

▲
16
7

▲
39
8

10
1

表
9-
2　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

1.
2

0.
9

2.
2

▲
2.
5

1.
1

2.
4

▲
1.
8

2.
2

2.
0

4.
8

平
成
17
年
度

0.
2

▲
1.
3

▲
0.
6

▲
3.
3

3.
4

0.
9

▲
0.
9

2.
4

▲
0.
1

4.
4

平
成
18
年
度

0.
7

0.
2

3.
7

▲
3.
4

1.
3

1.
6

0.
0

▲
0.
2

0.
0

4.
4

平
成
19
年
度

▲
0.
2

▲
0.
9

▲
3.
8

▲
3.
1

2.
0

▲
0.
1

▲
0.
7

0.
9

▲
1.
2

3.
4

平
成
20
年
度

▲
1.
0

▲
2.
2

1.
1

▲
4.
4

0.
3

2.
2

▲
1.
9

▲
0.
2

▲
0.
6

0.
6

平
成
21
年
度

▲
0.
7

▲
0.
7

▲
2.
2

▲
2.
4

1.
9

0.
0

▲
3.
1

▲
1.
7

▲
4.
0

0.
9

- 
8 
-
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(2
) 
入
院

表
14
-1
　
　
入
院
　
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
兆
円
)

医
　
科

歯
　
科

病
　
院

診
療
所

病
　
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

12
.7

12
.3

1.
3

4.
6

6.
1

0.
4

0.
39

0.
03
9

0.
03
9

平
成
17
年
度

13
.0

12
.6

1.
3

4.
7

6.
3

0.
3

0.
39

0.
03
9

0.
03
8

平
成
18
年
度

13
.0

12
.6

1.
3

4.
6

6.
4

0.
3

0.
38

0.
03
8

0.
03
7

平
成
19
年
度

13
.4

13
.0

1.
4

4.
7

6.
7

0.
3

0.
37

0.
03
8

0.
03
8

平
成
20
年
度
①

13
.6

13
.2

1.
4

4.
7

6.
9

0.
2

0.
38

0.
04
0

0.
04
0

平
成
21
年
度
②

14
.0

13
.7

1.
5

4.
8

7.
1

0.
2

0.
37

0.
04
1

0.
04
1

②
－
①

0.
43

0.
43

0.
07

0.
14

0.
23

▲
0.
01

▲
0.
01

0.
00

0.
00

注
.
入
院
時
食
事
療
養
の
費
用
額
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
費
用
額
が
含
ま
れ
る
。
医
科
分
は
医
科
入
院
へ
、
歯
科
分
は
歯
科
へ
含
め
て
い
る
。

表
14
-2
　
　
入
院
　
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

病
　
院

診
療
所

病
　
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

1.
2

1.
3

1.
3

▲
0.
2

2.
9

▲
5.
7

▲
2.
3

1.
2

1.
3

平
成
17
年
度

2.
2

2.
3

1.
4

1.
0

3.
8

▲
4.
2

▲
0.
4

▲
1.
1

▲
1.
1

平
成
18
年
度

▲
0.
0

0.
1

2.
7

▲
1.
6

1.
5

▲
12
.7

▲
2.
7

▲
3.
0

▲
3.
1

平
成
19
年
度

2.
8

2.
9

4.
0

1.
9

4.
0

▲
11
.7

▲
0.
5

2.
6

2.
5

平
成
20
年
度

1.
9

1.
9

4.
0

0.
6

3.
1

▲
13
.7

0.
6

4.
1

4.
1

平
成
21
年
度

3.
1

3.
3

4.
5

3.
0

3.
4

▲
4.
6

▲
1.
7

1.
9

2.
3

表
15
-1
　
　
入
院
　
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
億
日
)

医
　
科

歯
　
科

病
　
院

診
療
所

病
　
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

5.
0

4.
7

0.
28

1.
39

2.
85

0.
19

0.
27

0.
01
0

0.
01
0

平
成
17
年
度

5.
0

4.
7

0.
28

1.
36

2.
89

0.
18

0.
26

0.
01
0

0.
01
0

平
成
18
年
度

4.
9

4.
6

0.
28

1.
31

2.
91

0.
16

0.
25

0.
01
0

0.
01
0

平
成
19
年
度

4.
9

4.
6

0.
27

1.
27

2.
93

0.
14

0.
24

0.
01
0

0.
01
0

平
成
20
年
度
①

4.
8

4.
6

0.
27

1.
23

2.
95

0.
12

0.
23

0.
01
0

0.
01
0

平
成
21
年
度
②

4.
8

4.
6

0.
27

1.
22

2.
98

0.
11

0.
21

0.
01
0

0.
01
0

②
－
①

▲
0.
00

0.
01

0.
00

▲
0.
01

0.
03

▲
0.
01

▲
0.
01

▲
0.
00

▲
0.
00

表
15
-2
　
　
入
院
　
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

病
　
院

診
療
所

病
　
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

▲
0.
3

▲
0.
1

▲
0.
3

▲
1.
4

1.
1

▲
7.
4

▲
3.
5

0.
8

0.
8

平
成
17
年
度

▲
0.
2

▲
0.
0

▲
1.
4

▲
1.
9

1.
4

▲
6.
3

▲
3.
7

▲
1.
7

▲
1.
7

平
成
18
年
度

▲
1.
4

▲
1.
2

▲
0.
3

▲
3.
9

0.
6

▲
12
.5

▲
4.
7

▲
2.
8

▲
2.
8

平
成
19
年
度

▲
0.
8

▲
0.
6

▲
1.
0

▲
2.
6

1.
0

▲
12
.8

▲
4.
0

▲
0.
5

▲
0.
5

平
成
20
年
度

▲
1.
1

▲
0.
9

▲
0.
4

▲
3.
1

0.
5

▲
11
.4

▲
4.
7

1.
2

1.
1

平
成
21
年
度

▲
0.
1

0.
2

1.
1

▲
1.
1

0.
9

▲
6.
3

▲
4.
9

▲
0.
5

▲
0.
1

表
16
-1
　
　
入
院
　
１
日
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
円
)

医
　
科

歯
　
科

病
　
院

診
療
所

病
　
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

25
,5
69

26
,2
00

45
,9
35

33
,1
97

21
,3
74

18
,3
72

14
,4
81

37
,7
04

37
,7
27

平
成
17
年
度

26
,1
92

26
,8
08

47
,2
64

34
,1
68

21
,8
78

18
,7
89

14
,9
66

37
,9
49

37
,9
57

平
成
18
年
度

26
,5
62

27
,1
60

48
,6
66

34
,9
82

22
,0
56

18
,7
33

15
,2
73

37
,8
50

37
,8
14

平
成
19
年
度

27
,5
12

28
,1
11

51
,1
45

36
,6
13

22
,7
06

18
,9
67

15
,8
21

38
,9
95

38
,9
54

平
成
20
年
度
①

28
,3
36

28
,9
09

53
,4
18

38
,0
07

23
,2
77

18
,4
76

16
,6
96

40
,1
05

40
,1
02

平
成
21
年
度
②

29
,2
40

29
,8
00

55
,2
02

39
,5
94

23
,8
59

18
,8
13

17
,2
64

41
,0
80

41
,0
68

②
－
①

90
4

89
1

1,
78
3

1,
58
7

58
3

33
6

56
8

97
5

96
7

注
.
入
院
時
食
事
療
養
の
費
用
額
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
費
用
額
が
含
ま
れ
る
。
医
科
分
は
医
科
入
院
へ
、
歯
科
分
は
歯
科
へ
含
め
て
い
る
。

表
16
-2
　
　
入
院
　
１
日
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

病
　
院

診
療
所

病
　
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

1.
5

1.
4

1.
7

1.
2

1.
8

1.
8

1.
3

0.
4

0.
4

平
成
17
年
度

2.
4

2.
3

2.
9

2.
9

2.
4

2.
3

3.
4

0.
7

0.
6

平
成
18
年
度

1.
4

1.
3

3.
0

2.
4

0.
8

▲
0.
3

2.
1

▲
0.
3

▲
0.
4

平
成
19
年
度

3.
6

3.
5

5.
1

4.
7

3.
0

1.
3

3.
6

3.
0

3.
0

平
成
20
年
度

3.
0

2.
8

4.
4

3.
8

2.
5

▲
2.
6

5.
5

2.
8

2.
9

平
成
21
年
度

3.
2

3.
1

3.
3

4.
2

2.
5

1.
8

3.
4

2.
4

2.
4

- 
11
 -

表
12
-1
　
　
１
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
万
日
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

11
.0

46
.0

19
.6

8.
5

5.
2

1.
59

0.
91

0.
62

1.
45

平
成
17
年
度

10
.8

45
.8

19
.1

8.
4

5.
2

1.
57

0.
91

0.
62

1.
43

平
成
18
年
度

10
.6

45
.9

18
.4

8.
3

5.
0

1.
57

0.
89

0.
61

1.
46

平
成
19
年
度

10
.6

45
.9

18
.0

8.
3

5.
0

1.
56

0.
88

0.
60

1.
47

平
成
20
年
度
①

10
.4

45
.4

17
.6

8.
2

4.
9

1.
54

0.
90

0.
59

1.
47

平
成
21
年
度
②

10
.4

45
.8

17
.5

8.
2

4.
9

1.
53

0.
91

0.
59

1.
47

②
－
①

0.
0

0.
4
▲
0.
1

0.
0

0.
0
▲
0.
01

0.
02

▲
0.
00

▲
0.
00

表
12
-2
　
　
１
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

▲
1.
0
▲
1.
4
▲
1.
9
▲
1.
1

1.
1

0.
2

1.
2
▲
0.
1

1.
8

平
成
17
年
度

▲
1.
2
▲
0.
4
▲
2.
5
▲
0.
8

0.
1
▲
0.
7

0.
3

0.
3
▲
0.
9

平
成
18
年
度

▲
2.
0

0.
0
▲
3.
6
▲
1.
5
▲
3.
3
▲
0.
1
▲
2.
2
▲
1.
6

1.
7

平
成
19
年
度

▲
0.
5

0.
0
▲
2.
0
▲
0.
1
▲
1.
1
▲
0.
8
▲
1.
5
▲
1.
8

0.
9

平
成
20
年
度

▲
1.
3
▲
1.
1
▲
2.
3
▲
1.
0
▲
1.
2
▲
1.
1

1.
6
▲
0.
4
▲
0.
4

平
成
21
年
度

0.
2

1.
0
▲
0.
5

0.
3

0.
0
▲
0.
9

2.
0
▲
0.
8
▲
0.
1

表
13
-1
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
 １
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
日
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

15
,8
56

13
,4
54

14
,1
93

17
,4
29

32
,2
75

18
,5
81

9,
04
5
15
,5
88

20
,7
00

14
,5
80

平
成
17
年
度

15
,7
48

13
,2
62

13
,8
54

17
,2
12

32
,5
96

18
,4
26

9,
06
5
15
,6
52

20
,5
72

14
,3
42

平
成
18
年
度

15
,7
27

13
,2
49

14
,1
47

17
,0
12

32
,1
12

18
,4
81

9,
21
3
15
,6
38

20
,4
05

14
,2
16

平
成
19
年
度

15
,5
95

13
,1
07

13
,5
05

16
,8
69

31
,9
88

18
,0
43

9,
31
3
15
,8
11

20
,0
20

14
,0
89

平
成
20
年
度
①
15
,4
27

12
,8
52

13
,6
26

16
,5
22

31
,8
01

18
,1
91

9,
35
6
15
,6
87

19
,9
11

13
,7
96

平
成
21
年
度
②
15
,2
93

12
,7
63

13
,2
97

16
,3
92

32
,0
30

18
,0
81

9,
24
1
15
,3
32

19
,0
71

13
,6
67

②
－
①

▲
13
4

▲
89

▲
32
9
▲
13
0

23
0
▲
11
0
▲
11
4
▲
35
5
▲
84
0
▲
13
0

表
13
-2
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
 １
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
） (単
位
：
％
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

0.
2

0.
6
▲
0.
2
▲
1.
0
▲
0.
9

0.
4
▲
0.
4
▲
0.
2

1.
3
▲
1.
0

平
成
17
年
度

▲
0.
7
▲
1.
4
▲
2.
4
▲
1.
2

1.
0
▲
0.
8

0.
2

0.
4
▲
0.
6
▲
1.
6

平
成
18
年
度

▲
0.
1
▲
0.
1

2.
1
▲
1.
2
▲
1.
5

0.
3

1.
6
▲
0.
1
▲
0.
8
▲
0.
9

平
成
19
年
度

▲
0.
8
▲
1.
1
▲
4.
5
▲
0.
8
▲
0.
4
▲
2.
4

1.
1

1.
1
▲
1.
9
▲
0.
9

平
成
20
年
度

▲
1.
1
▲
1.
9

0.
9
▲
2.
1
▲
0.
6

0.
8

0.
5
▲
0.
8
▲
0.
5
▲
2.
1

平
成
21
年
度

▲
0.
9
▲
0.
7
▲
2.
4
▲
0.
8

0.
7
▲
0.
6
▲
1.
2
▲
2.
3
▲
4.
2
▲
0.
9

- 
10
 -
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(3
)入
院
外

表
19
-1
　
　
入
院
外
　
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
兆
円
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

11
.9

4.
7

0.
47

1.
99

2.
12

0.
15

7.
2

2.
51

0.
08

2.
43

4.
23

平
成
17
年
度

12
.2

4.
8

0.
50

2.
01

2.
17

0.
14

7.
4

2.
54

0.
08

2.
46

4.
59

平
成
18
年
度

12
.1

4.
7

0.
52

1.
95

2.
15

0.
12

7.
4

2.
47

0.
07

2.
39

4.
75

平
成
19
年
度

12
.4

4.
8

0.
54

1.
95

2.
20

0.
11

7.
6

2.
46

0.
07

2.
39

5.
17

平
成
20
年
度
①

12
.4

4.
8

0.
58

1.
93

2.
21

0.
09

7.
6

2.
53

0.
08

2.
45

5.
44

平
成
21
年
度
②

12
.7

5.
0

0.
62

2.
00

2.
28

0.
09

7.
7

2.
51

0.
08

2.
43

5.
87

②
－
①

0.
35

0.
19

0.
05

0.
07

0.
07

▲
0.
00

0.
16

▲
0.
02

0.
00

▲
0.
02

0.
43

表
19
-2
　
　
入
院
外
　
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

1.
3
▲
0.
9

1.
0
▲
1.
8

0.
1
▲
8.
8

2.
8

0.
3

0.
4

0.
3

7.
8

平
成
17
年
度

2.
5

2.
1

7.
1

1.
3

2.
3
▲
5.
4

2.
7

1.
1

1.
2

1.
1

8.
7

平
成
18
年
度

▲
0.
3
▲
1.
5

4.
0
▲
2.
9
▲
0.
8
▲
12
.4

0.
5
▲
2.
8
▲
8.
3
▲
2.
6

3.
4

平
成
19
年
度

1.
8

1.
2

4.
6

0.
0

2.
3
▲
13
.7

2.
2
▲
0.
3
▲
1.
4
▲
0.
2

8.
9

平
成
20
年
度

0.
2

0.
0

6.
0
▲
1.
5

0.
6
▲
15
.2

0.
3

2.
6

4.
6

2.
5

5.
3

平
成
21
年
度

2.
8

3.
9

8.
3

3.
8

3.
1
▲
3.
3

2.
1
▲
0.
8

1.
7
▲
0.
8

7.
9

表
20
-1
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
入
院
外
　
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
億
円
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

71
,7
22

35
,8
69

3,
34
5

4,
81
1

6,
28
9

2,
84
7

1,
92
8

5,
79
2

3,
60
5

7,
23
5

平
成
17
年
度

73
,6
48

36
,6
39

3,
33
4

4,
77
8

6,
61
9

2,
88
2

1,
95
1

6,
03
2

3,
65
2

7,
76
1

平
成
18
年
度

73
,9
83

36
,8
87

3,
41
5

4,
65
6

6,
72
7

2,
85
0

1,
91
3

5,
79
1

3,
70
3

8,
04
1

平
成
19
年
度

75
,5
93

37
,7
47

3,
33
4

4,
65
1

7,
01
8

2,
85
2

1,
93
2

5,
83
8

3,
74
1

8,
48
0

平
成
20
年
度
①
75
,7
82

37
,5
06

3,
41
4

4,
54
2

7,
14
2

2,
92
3

1,
91
5

5,
94
0

3,
80
3

8,
59
8

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(4
9.
5%
)

(4
.5
%)

(6
.0
%)

(9
.4
%)

(3
.9
%)

(2
.5
%)

(7
.8
%)

(5
.0
%)

(1
1.
3%
)

平
成
21
年
度
②
77
,3
66

38
,5
45

3,
40
7

4,
59
3

7,
45
5

2,
93
2

1,
88
3

5,
98
1

3,
72
2

8,
84
9

(構
成
割
合
)
( 
10
0%
 )

(4
9.
8%
)

(4
.4
%)

(5
.9
%)

(9
.6
%)

(3
.8
%)

(2
.4
%)

(7
.7
%)

(4
.8
%)

(1
1.
4%
)

②
－
①

1,
58
4

1,
04
0

▲
7

51
31
3

9
▲
32

41
▲
81

25
1

表
20
-2
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
入
院
外
　
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）
(単
位
：
％
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

2.
8

2.
5

4.
0
▲
0.
5

2.
4

3.
0
▲
1.
0

3.
8

5.
2

5.
4

平
成
17
年
度

2.
7

2.
1
▲
0.
3
▲
0.
7

5.
2

1.
2

1.
2

4.
1

1.
3

7.
3

平
成
18
年
度

0.
5

0.
7

2.
4
▲
2.
6

1.
6
▲
1.
1
▲
1.
9
▲
4.
0

1.
4

3.
6

平
成
19
年
度

2.
2

2.
3
▲
2.
4
▲
0.
1

4.
3

0.
1

1.
0

0.
8

1.
0

5.
5

平
成
20
年
度

0.
3
▲
0.
6

2.
4
▲
2.
4

1.
8

2.
5
▲
0.
9

1.
7

1.
7

1.
4

平
成
21
年
度

2.
1

2.
8
▲
0.
2

1.
1

4.
4

0.
3
▲
1.
7

0.
7
▲
2.
1

2.
9

- 
13
 -

表
17
-1
　
　
入
院
　
１
施
設
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
万
円
)

医
科
病
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

13
5,
09
5

83
3,
16
8

26
2,
97
5

94
,5
40

44
,7
59

平
成
17
年
度

13
8,
78
0

84
6,
75
1

26
7,
61
0

97
,5
72

46
,6
67

平
成
18
年
度

13
9,
53
2

86
5,
19
7

26
6,
11
4

98
,2
15

45
,5
72

平
成
19
年
度

14
5,
36
4

89
8,
82
8

27
6,
62
1

10
2,
04
2

46
,3
63

平
成
20
年
度
①

14
9,
52
8

92
6,
95
8

28
4,
43
2

10
4,
74
1

45
,9
12

平
成
21
年
度
②

15
5,
57
4

96
8,
84
5

29
6,
88
5

10
8,
47
4

47
,2
33

②
－
①

6,
04
6

41
,8
87

12
,4
53

3,
73
3

1,
32
0

表
17
-2
　
　
入
院
　
１
施
設
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
） (単
位
：
％
)

医
科
病
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

2.
0

0.
9

0.
7

2.
2

4.
9

平
成
17
年
度

2.
7

1.
6

1.
8

3.
2

4.
3

平
成
18
年
度

0.
5

2.
2

▲
0.
6

0.
7

▲
2.
3

平
成
19
年
度

4.
2

3.
9

3.
9

3.
9

1.
7

平
成
20
年
度

2.
9

3.
1

2.
8

2.
6

▲
1.
0

平
成
21
年
度

4.
0

4.
5

4.
4

3.
6

2.
9

表
18
-1
　
　
入
院
　
１
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
万
日
)

医
科
病
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

5.
16

18
.1
4

7.
92

4.
42

2.
44

平
成
17
年
度

5.
18

17
.9
2

7.
83

4.
46

2.
48

平
成
18
年
度

5.
14

17
.7
8

7.
61

4.
45

2.
43

平
成
19
年
度

5.
17

17
.5
7

7.
56

4.
49

2.
44

平
成
20
年
度
①

5.
17

17
.3
5

7.
48

4.
50

2.
48

平
成
21
年
度
②

5.
22

17
.5
5

7.
50

4.
55

2.
51

②
－
①

0.
05

0.
20

0.
01

0.
05

0.
03

表
18
-2
　
　
入
院
　
１
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
科
病
院

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

0.
6

▲
0.
8

▲
0.
5

0.
4

3.
1

平
成
17
年
度

0.
4

▲
1.
2

▲
1.
1

0.
8

1.
9

平
成
18
年
度

▲
0.
8

▲
0.
8

▲
2.
9

▲
0.
2

▲
2.
1

平
成
19
年
度

0.
7

▲
1.
1

▲
0.
7

0.
9

0.
5

平
成
20
年
度

0.
0

▲
1.
3

▲
0.
9

0.
1

1.
7

平
成
21
年
度

0.
9

1.
1

0.
2

1.
0

1.
0

- 
12
 -
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政
策
解
説
資
料
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表
23
-1
　
　
入
院
外
　
１
日
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
円
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

6,
58
4

8,
92
5
10
,8
27

9,
71
5

8,
15
3

6,
94
1

5,
61
4

6,
02
7

5,
51
4

6,
04
5

6,
51
7

平
成
17
年
度

6,
79
1

9,
39
9
11
,5
93

10
,2
78

8,
51
6

7,
25
7

5,
74
7

6,
02
9

5,
51
5

6,
04
7

6,
92
1

平
成
18
年
度

6,
80
0

9,
59
3
11
,9
32

10
,5
18

8,
63
8

7,
44
6

5,
72
9

5,
92
1

5,
15
2

5,
94
8

6,
88
4

平
成
19
年
度

6,
98
6

9,
99
6
12
,3
76

11
,0
52

8,
94
9

7,
60
6

5,
86
4

5,
98
9

5,
17
6

6,
01
8

7,
30
5

平
成
20
年
度
①

7,
11
3
10
,3
59

13
,1
48

11
,5
09

9,
18
3

7,
70
2

5,
93
4

6,
15
3

5,
37
2

6,
18
1

7,
55
5

平
成
21
年
度
②

7,
37
0
10
,9
03

14
,1
18

12
,2
15

9,
53
9

8,
11
7

6,
09
5

6,
13
5

5,
40
5

6,
16
1

8,
03
4

②
－
①

25
7

54
4

97
0

70
7

35
5

41
5

16
1

▲
19

33
▲
20

47
9

表
23
-2
　
　
入
院
外
　
１
日
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

1.
3

2.
1

2.
4

2.
0

2.
1

2.
1

1.
5
▲
0.
6
▲
0.
2
▲
0.
6

3.
1

平
成
17
年
度

3.
1

5.
3

7.
1

5.
8

4.
4

4.
6

2.
4

0.
0

0.
0

0.
0

6.
2

平
成
18
年
度

0.
1

2.
1

2.
9

2.
3

1.
4

2.
6
▲
0.
3
▲
1.
8
▲
6.
6
▲
1.
6
▲
0.
5

平
成
19
年
度

2.
7

4.
2

3.
7

5.
1

3.
6

2.
2

2.
3

1.
2

0.
5

1.
2

6.
1

平
成
20
年
度

1.
8

3.
6

6.
2

4.
1

2.
6

1.
3

1.
2

2.
7

3.
8

2.
7

3.
4

平
成
21
年
度

3.
6

5.
3

7.
4

6.
1

3.
9

5.
4

2.
7
▲
0.
3

0.
6
▲
0.
3

6.
3

表
24
-1
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
入
院
外
　
１
日
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
円
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

5,
61
4

6,
84
0

4,
99
3

5,
13
7

3,
27
1

4,
03
4

5,
48
4

5,
90
2

3,
56
8

7,
59
7

平
成
17
年
度

5,
74
7

7,
07
3

5,
00
8

5,
26
9

3,
32
5

4,
04
6

5,
58
6

6,
00
2

3,
61
9

7,
78
8

平
成
18
年
度

5,
72
9

7,
09
6

4,
94
3

5,
30
5

3,
33
1

3,
93
9

5,
47
9

5,
77
5

3,
66
9

7,
71
6

平
成
19
年
度

5,
86
4

7,
32
1

5,
01
5

5,
46
4

3,
40
4

3,
94
5

5,
56
4

5,
77
2

3,
75
1

7,
85
9

平
成
20
年
度
①

5,
93
4

7,
43
1

5,
07
7

5,
57
3

3,
45
2

3,
95
8

5,
62
5

5,
88
0

3,
83
7

7,
91
3

平
成
21
年
度
②

6,
09
5

7,
68
5

5,
17
9

5,
76
6

3,
53
4

3,
96
8

5,
69
9

6,
02
0

3,
91
2

8,
05
2

②
－
①

16
1

25
3

10
2

19
3

82
10

74
14
0

75
13
9

表
24
-2
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
入
院
外
　
１
日
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

1.
5

1.
5

1.
8

2.
0

1.
2

0.
6

0.
7

1.
5

3.
1

0.
4

平
成
17
年
度

2.
4

3.
4

0.
3

2.
6

1.
7

0.
3

1.
9

1.
7

1.
4

2.
5

平
成
18
年
度
▲
0.
3

0.
3
▲
1.
3

0.
7

0.
2
▲
2.
7
▲
1.
9
▲
3.
8

1.
4
▲
0.
9

平
成
19
年
度

2.
3

3.
2

1.
4

3.
0

2.
2

0.
2

1.
5
▲
0.
1

2.
2

1.
9

平
成
20
年
度

1.
2

1.
5

1.
2

2.
0

1.
4

0.
3

1.
1

1.
9

2.
3

0.
7

平
成
21
年
度

2.
7

3.
4

2.
0

3.
5

2.
4

0.
2

1.
3

2.
4

2.
0

1.
8

- 
15
 -

表
21
-1
　
　
入
院
外
　
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
億
日
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

18
.1

5.
3

0.
43

2.
05

2.
60

0.
21

12
.8

4.
17

0.
15

4.
02

6.
48

平
成
17
年
度

17
.9

5.
1

0.
43

1.
96

2.
55

0.
19

12
.8

4.
21

0.
15

4.
06

6.
64

平
成
18
年
度

17
.9

4.
9

0.
43

1.
86

2.
49

0.
17

12
.9

4.
17

0.
14

4.
02

6.
90

平
成
19
年
度

17
.7

4.
8

0.
44

1.
77

2.
46

0.
14

12
.9

4.
11

0.
14

3.
97

7.
07

平
成
20
年
度
①

17
.4

4.
6

0.
44

1.
67

2.
41

0.
12

12
.8

4.
11

0.
14

3.
96

7.
20

平
成
21
年
度
②

17
.3

4.
6

0.
44

1.
64

2.
39

0.
11

12
.7

4.
09

0.
14

3.
94

7.
31

②
－
①

▲
0.
14

▲
0.
06

0.
00

▲
0.
04

▲
0.
02

▲
0.
01

▲
0.
08

▲
0.
02

0.
00

▲
0.
02

0.
10

表
21
-2
　
　
入
院
外
　
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

▲
0.
0
▲
3.
0
▲
1.
4
▲
3.
7
▲
2.
0
▲
10
.6

1.
3

0.
8

0.
7

0.
8

4.
5

平
成
17
年
度

▲
0.
7
▲
3.
0
▲
0.
0
▲
4.
2
▲
2.
0
▲
9.
5

0.
3

1.
1

1.
2

1.
1

2.
4

平
成
18
年
度

▲
0.
5
▲
3.
5

1.
1
▲
5.
2
▲
2.
2
▲
14
.6

0.
8
▲
1.
0
▲
1.
9
▲
1.
0

3.
9

平
成
19
年
度

▲
0.
9
▲
2.
9

0.
9
▲
4.
8
▲
1.
2
▲
15
.5

▲
0.
2
▲
1.
4
▲
1.
9
▲
1.
4

2.
6

平
成
20
年
度

▲
1.
6
▲
3.
5
▲
0.
2
▲
5.
4
▲
2.
0
▲
16
.3

▲
0.
9
▲
0.
1

0.
8
▲
0.
2

1.
8

平
成
21
年
度

▲
0.
8
▲
1.
3

0.
9
▲
2.
2
▲
0.
7
▲
8.
2
▲
0.
6
▲
0.
5

1.
1
▲
0.
5

1.
5

表
22
-1
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
入
院
外
　
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
万
日
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度
12
7,
75
0
52
,4
42

6,
70
0

9,
36
6
19
,2
28

7,
05
7

3,
51
7

9,
81
3
10
,1
04

9,
52
3

平
成
17
年
度
12
8,
15
4
51
,7
99

6,
65
8

9,
06
9
19
,9
05

7,
12
2

3,
49
3
10
,0
50

10
,0
93

9,
96
5

平
成
18
年
度
12
9,
13
0
51
,9
80

6,
90
9

8,
77
7
20
,1
95

7,
23
6

3,
49
2
10
,0
28

10
,0
93

10
,4
22

平
成
19
年
度
12
8,
91
4
51
,5
57

6,
64
8

8,
51
2
20
,6
16

7,
22
9

3,
47
2
10
,1
15

9,
97
4
10
,7
91

平
成
20
年
度
①
12
7,
70
5
50
,4
71

6,
72
4

8,
15
0
20
,6
92

7,
38
6

3,
40
4
10
,1
02

9,
91
1
10
,8
66

(構
成
割
合
)

( 
10
0%
 )

(3
9.
5%
)

(5
.3
%)

(6
.4
%)

(1
6.
2%
)

(5
.8
%)

(2
.7
%)

(7
.9
%)

(7
.8
%)

(8
.5
%)

平
成
21
年
度
②
12
6,
92
8
50
,1
59

6,
57
8

7,
96
6
21
,0
94

7,
38
9

3,
30
4

9,
93
5

9,
51
3
10
,9
90

(構
成
割
合
)

( 
10
0%
 )

(3
9.
5%
)

(5
.2
%)

(6
.3
%)

(1
6.
6%
)

(5
.8
%)

(2
.6
%)

(7
.8
%)

(7
.5
%)

(8
.7
%)

②
－
①

▲
77
7

▲
31
1
▲
14
6
▲
18
4

40
2

4
▲
10
0
▲
16
6
▲
39
8

12
4

表
22
-2
　
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
　
入
院
外
　
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
） (単

位
：
％
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

1.
3

1.
0

2.
2
▲
2.
4

1.
2

2.
4
▲
1.
8

2.
2

2.
0

5.
0

平
成
17
年
度

0.
3
▲
1.
2
▲
0.
6
▲
3.
2

3.
5

0.
9
▲
0.
7

2.
4
▲
0.
1

4.
6

平
成
18
年
度

0.
8

0.
3

3.
8
▲
3.
2

1.
5

1.
6
▲
0.
0
▲
0.
2

0.
0

4.
6

平
成
19
年
度

▲
0.
2
▲
0.
8
▲
3.
8
▲
3.
0

2.
1
▲
0.
1
▲
0.
6

0.
9
▲
1.
2

3.
5

平
成
20
年
度

▲
0.
9
▲
2.
1

1.
1
▲
4.
3

0.
4

2.
2
▲
1.
9
▲
0.
1
▲
0.
6

0.
7

平
成
21
年
度

▲
0.
6
▲
0.
6
▲
2.
2
▲
2.
3

1.
9

0.
0
▲
2.
9
▲
1.
6
▲
4.
0

1.
1

- 
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表
27
-1
　
入
院
外
　
１
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
万
日
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

5.
8

27
.9

11
.7

4.
0

2.
7

1.
55

0.
85

0.
62

1.
45

平
成
17
年
度

5.
6

27
.9

11
.3

3.
9

2.
7

1.
54

0.
86

0.
62

1.
43

平
成
18
年
度

5.
5

28
.1

10
.8

3.
8

2.
6

1.
54

0.
84

0.
61

1.
46

平
成
19
年
度

5.
4

28
.3

10
.5

3.
8

2.
5

1.
53

0.
82

0.
60

1.
47

平
成
20
年
度
①

5.
2

28
.0

10
.1

3.
7

2.
4

1.
52

0.
84

0.
59

1.
47

平
成
21
年
度
②

5.
2

28
.2

10
.0

3.
7

2.
4

1.
50

0.
85

0.
59

1.
47

②
－
①

▲
0.
0

0.
2
▲
0.
1
▲
0.
0
▲
0.
0
▲
0.
01

0.
02

▲
0.
00

▲
0.
00

表
27
-2
　
　
入
院
外
　
１
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

▲
2.
3
▲
1.
8
▲
2.
8
▲
2.
6
▲
0.
5

0.
3

1.
2
▲
0.
1

1.
8

平
成
17
年
度

▲
2.
6

0.
2
▲
3.
5
▲
2.
6
▲
1.
5
▲
0.
6

0.
5

0.
3
▲
0.
9

平
成
18
年
度

▲
3.
1

0.
6
▲
4.
1
▲
3.
0
▲
4.
4
▲
0.
0
▲
2.
1
▲
1.
6

1.
7

平
成
19
年
度

▲
1.
6

0.
7
▲
2.
9
▲
1.
3
▲
2.
6
▲
0.
8
▲
1.
6
▲
1.
8

0.
9

平
成
20
年
度

▲
2.
6
▲
1.
0
▲
3.
3
▲
2.
4
▲
4.
0
▲
1.
0

1.
6
▲
0.
4
▲
0.
4

平
成
21
年
度

▲
0.
5

0.
9
▲
0.
9
▲
0.
6
▲
1.
0
▲
0.
8

2.
0
▲
0.
8
▲
0.
1

表
28
-1
　
　
入
院
外
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
 １
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
推
移

(単
位
：
日
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

15
,5
30

13
,1
95

14
,1
68

16
,6
15

31
,5
67

18
,5
69

8,
18
2
15
,5
15

20
,6
82

14
,1
06

平
成
17
年
度

15
,4
37

13
,0
14

13
,8
32

16
,4
31

31
,9
24

18
,4
17

8,
21
5
15
,5
81

20
,5
55

13
,9
01

平
成
18
年
度

15
,4
33

13
,0
17

14
,1
27

16
,2
70

31
,5
04

18
,4
72

8,
34
7
15
,5
68

20
,3
87

13
,8
03

平
成
19
年
度

15
,3
14

12
,8
87

13
,4
85

16
,1
43

31
,4
20

18
,0
34

8,
44
5
15
,7
40

20
,0
05

13
,7
03

平
成
20
年
度
①
15
,1
60

12
,6
43

13
,6
06

15
,8
34

31
,2
59

18
,1
81

8,
48
2
15
,6
18

19
,8
97

13
,4
36

平
成
21
年
度
②
15
,0
39

12
,5
64

13
,2
79

15
,7
27

31
,5
11

18
,0
72

8,
39
6
15
,2
65

19
,0
57

13
,3
41

②
－
①

▲
12
1

▲
79

▲
32
8
▲
10
7

25
3
▲
10
9

▲
87

▲
35
3
▲
84
0

▲
95

表
28
-2
　
　
入
院
外
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
 １
施
設
当
た
り
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

0.
3

0.
7
▲
0.
1
▲
0.
9
▲
0.
8

0.
4
▲
0.
4
▲
0.
1

1.
4
▲
0.
8

平
成
17
年
度

▲
0.
6
▲
1.
4
▲
2.
4
▲
1.
1

1.
1
▲
0.
8

0.
4

0.
4
▲
0.
6
▲
1.
5

平
成
18
年
度

▲
0.
0

0.
0

2.
1
▲
1.
0
▲
1.
3

0.
3

1.
6
▲
0.
1
▲
0.
8
▲
0.
7

平
成
19
年
度

▲
0.
8
▲
1.
0
▲
4.
5
▲
0.
8
▲
0.
3
▲
2.
4

1.
2

1.
1
▲
1.
9
▲
0.
7

平
成
20
年
度

▲
1.
0
▲
1.
9

0.
9
▲
1.
9
▲
0.
5

0.
8

0.
4
▲
0.
8
▲
0.
5
▲
1.
9

平
成
21
年
度

▲
0.
8
▲
0.
6
▲
2.
4
▲
0.
7

0.
8
▲
0.
6
▲
1.
0
▲
2.
3
▲
4.
2
▲
0.
7

- 
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表
25
-1
　
　
入
院
外
　
１
施
設
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
万
円
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

51
,7
40

30
1,
77
7
11
3,
43
6

32
,9
38

18
,9
79

8,
71
9

4,
69
3

3,
72
2

9,
43
2

平
成
17
年
度

53
,0
72

32
3,
81
1
11
5,
80
3

33
,5
10

19
,5
41

8,
87
1

4,
71
9

3,
73
4

9,
92
6

平
成
18
年
度

52
,5
01

33
5,
16
6
11
3,
62
8

32
,9
71

19
,1
64

8,
84
2

4,
31
5

3,
61
6

10
,0
45

平
成
19
年
度

53
,8
12

35
0,
25
2
11
5,
89
1

33
,7
13

19
,0
58

8,
98
0

4,
26
7

3,
59
2

10
,7
58

平
成
20
年
度
①

54
,3
06

36
8,
22
0
11
6,
73
3

33
,7
71

18
,5
28

8,
99
6

4,
49
7

3,
67
6

11
,0
85

平
成
21
年
度
②

56
,8
48

39
8,
76
4
12
2,
73
9

34
,8
81

19
,3
34

9,
16
7

4,
61
8

3,
63
4

11
,7
78

②
－
①

2,
54
2

30
,5
44

6,
00
7

1,
11
0

80
5

17
1

12
0

▲
42

69
3

表
25
-2
　
　
入
院
外
　
１
施
設
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
）

(単
位
：
％
)

医
　
科

歯
　
科

保
険
薬
局

病
　
院

診
療
所

病
　
院

診
療
所

大
　
学

公
　
的

法
　
人

個
　
人

平
成
16
年
度

▲
0.
2

0.
5

▲
0.
9

▲
0.
6

1.
5

1.
8

0.
9

▲
0.
7

5.
0

平
成
17
年
度

2.
6

7.
3

2.
1

1.
7

3.
0

1.
7

0.
5

0.
3

5.
2

平
成
18
年
度

▲
1.
1

3.
5

▲
1.
9

▲
1.
6

▲
1.
9

▲
0.
3

▲
8.
6

▲
3.
2

1.
2

平
成
19
年
度

2.
5

4.
5

2.
0

2.
3

▲
0.
6

1.
6

▲
1.
1

▲
0.
7

7.
1

平
成
20
年
度

0.
9

5.
1

0.
7

0.
2

▲
2.
8

0.
2

5.
4

2.
3

3.
0

平
成
21
年
度

4.
7

8.
3

5.
1

3.
3

4.
3

1.
9

2.
7

▲
1.
1

6.
3

表
26
-1
　
　
入
院
外
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
 １
施
設
当
た
り
医
療
費
の
推
移

(単
位
：
万
円
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

8,
71
9

9,
02
5

7,
07
4

8,
53
5

10
,3
26

7,
49
1

4,
48
6

9,
15
7

7,
37
9

10
,7
16

平
成
17
年
度

8,
87
1

9,
20
5

6,
92
7

8,
65
7

10
,6
15

7,
45
2

4,
58
9

9,
35
2

7,
43
8

10
,8
26

平
成
18
年
度

8,
84
2

9,
23
7

6,
98
4

8,
63
1

10
,4
94

7,
27
6

4,
57
3

8,
99
0

7,
48
0

10
,6
50

平
成
19
年
度

8,
98
0

9,
43
5

6,
76
3

8,
82
1

10
,6
95

7,
11
5

4,
69
8

9,
08
4

7,
50
4

10
,7
69

平
成
20
年
度
①

8,
99
6

9,
39
5

6,
90
8

8,
82
4

10
,7
89

7,
19
6

4,
77
1

9,
18
3

7,
63
4

10
,6
32

平
成
21
年
度
②

9,
16
7

9,
65
5

6,
87
7

9,
06
8

11
,1
36

7,
17
1

4,
78
4

9,
19
0

7,
45
5

10
,7
42

②
－
①

17
1

25
9

▲
30

24
4

34
7

▲
25

13
6

▲
17
9

11
0

表
26
-2
　
　
入
院
外
　
主
た
る
診
療
科
別
 医
科
診
療
所
 １
施
設
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
度
比
） (単
位
：
％
)

医
科

診
療
所

内
科

小
児
科

外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

産
婦
人
科

眼
科

耳
鼻

咽
喉
科

そ
の
他

平
成
16
年
度

1.
8

2.
2

1.
6

1.
0

0.
4

1.
0

0.
4

1.
4

4.
5

▲
0.
4

平
成
17
年
度

1.
7

2.
0

▲
2.
1

1.
4

2.
8

▲
0.
5

2.
3

2.
1

0.
8

1.
0

平
成
18
年
度

▲
0.
3

0.
3

0.
8

▲
0.
3

▲
1.
1

▲
2.
4

▲
0.
3

▲
3.
9

0.
6

▲
1.
6

平
成
19
年
度

1.
6

2.
1

▲
3.
2

2.
2

1.
9

▲
2.
2

2.
7

1.
0

0.
3

1.
1

平
成
20
年
度

0.
2

▲
0.
4

2.
1

0.
0

0.
9

1.
1

1.
6

1.
1

1.
7

▲
1.
3

平
成
21
年
度

1.
9

2.
8

▲
0.
4

2.
8

3.
2

▲
0.
4

0.
3

0.
1

▲
2.
4

1.
0

- 
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表
29
－
2　
医
療
費
総
額
の
伸
び
率
（
対
前
年
同
期
比
）

（
単
位
：
％
）

（
参
考
）

総
　
計

医
科
計

歯
科

調
剤

訪
問
看
護

医
科
入
院
外

医
科
入
院

医
科
入
院
外

療
養

＋
調
剤

全
国
計

3.
5

3.
0

3.
1

2.
8

▲
0.
7

7.
9

10
.8

4.
3

北
海
道

3.
1

2.
4

2.
5

2.
2

▲
2.
1

8.
7

8.
2

4.
4

青
森

2.
3

1.
5

1.
0

2.
0

▲
2.
6

7.
4

7.
5

3.
9

岩
手

2.
2

1.
4

0.
8

2.
1

▲
1.
5

6.
5

14
.4

3.
7

宮
城

3.
0

2.
4

2.
3

2.
5

▲
0.
5

7.
0

15
.5

4.
0

秋
田

2.
4

1.
9

1.
6

2.
2

▲
1.
5

5.
2

5.
9

3.
5

山
形

3.
0

2.
4

3.
0

1.
8

▲
1.
0

7.
4

6.
7

3.
6

福
島

2.
2

1.
3

1.
1

1.
6

▲
2.
2

7.
3

6.
5

3.
6

茨
城

3.
4

3.
0

2.
9

3.
1

▲
0.
7

6.
9

7.
4

4.
4

栃
木

3.
2

2.
5

2.
4

2.
5

▲
0.
1

8.
8

7.
6

4.
2

群
馬

3.
5

2.
8

2.
9

2.
6

0.
4

10
.1

7.
7

4.
4

埼
玉

4.
9

4.
4

5.
2

3.
5

0.
3

9.
0

12
.0

5.
3

千
葉

4.
5

4.
2

4.
2

4.
2

0.
0

7.
9

14
.4

5.
4

東
京

3.
9

3.
5

3.
6

3.
3

▲
0.
1

7.
1

9.
3

4.
6

神
奈
川

4.
0

3.
6

3.
7

3.
6

▲
0.
4

7.
1

8.
3

4.
8

新
潟

2.
2

1.
9

1.
8

2.
0

▲
2.
1

5.
3

3.
8

3.
2

富
山

2.
7

1.
9

2.
2

1.
5

▲
0.
5

9.
8

19
.9

3.
5

石
川

2.
6

1.
7

1.
7

1.
6

▲
2.
4

10
.5

7.
3

4.
1

福
井

3.
5

3.
0

3.
0

3.
0

▲
1.
7

10
.6

1.
7

4.
5

山
梨

3.
0

2.
3

2.
1

2.
6

▲
1.
7

7.
8

8.
2

4.
4

長
野

2.
9

2.
4

2.
5

2.
2

▲
1.
7

7.
0

7.
0

3.
7

岐
阜

3.
8

3.
6

4.
4

3.
0

▲
1.
9

6.
8

19
.9

4.
1

静
岡

2.
8

2.
4

2.
4

2.
5

▲
1.
9

6.
2

8.
8

3.
6

愛
知

4.
3

3.
8

4.
5

3.
2

▲
0.
0

9.
2

19
.7

4.
8

三
重

3.
1

2.
8

2.
8

2.
7

▲
1.
1

7.
1

17
.0

3.
8

滋
賀

4.
0

3.
3

3.
9

2.
7

0.
9

8.
4

5.
0

4.
4

京
都

3.
6

2.
8

3.
4

2.
2

▲
0.
2

10
.0

9.
0

4.
1

大
阪

3.
9

3.
4

4.
2

2.
5

▲
0.
6

9.
4

19
.1

4.
3

兵
庫

3.
5

2.
9

3.
4

2.
3

▲
0.
7

8.
7

11
.8

4.
2

奈
良

4.
6

3.
9

5.
6

2.
2

▲
0.
9

13
.0

10
.3

4.
7

和
歌
山

2.
2

1.
7

1.
9

1.
5

▲
2.
4

9.
2

8.
7

3.
0

鳥
取

2.
9

2.
8

3.
2

2.
1

▲
1.
4

5.
6

9.
1

3.
2

島
根

2.
0

0.
8

0.
7

1.
1

▲
1.
7

9.
3

5.
6

3.
6

岡
山

3.
3

2.
9

2.
7

3.
2

▲
0.
2

7.
6

8.
0

4.
3

広
島

3.
3

3.
0

3.
7

2.
4

▲
1.
4

6.
9

7.
1

3.
7

山
口

3.
3

2.
4

3.
2

1.
4

▲
1.
5

9.
4

7.
0

3.
9

徳
島

2.
8

2.
2

2.
3

2.
1

▲
0.
6

8.
7

1.
2

3.
6

香
川

2.
4

1.
7

1.
0

2.
5

▲
0.
4

7.
0

6.
8

3.
9

愛
媛

3.
1

2.
9

2.
5

3.
3

▲
2.
4

7.
3

8.
8

4.
3

高
知

2.
6

1.
8

1.
6

2.
0

▲
2.
4

10
.2

7.
9

4.
4

福
岡

3.
5

3.
2

3.
1

3.
2

▲
0.
8

7.
7

9.
1

4.
6

佐
賀

3.
7

3.
5

3.
6

3.
2

▲
1.
1

6.
2

8.
8

4.
3

長
崎

2.
7

2.
3

2.
1

2.
6

▲
1.
7

6.
4

14
.5

3.
8

熊
本

3.
3

2.
8

2.
8

2.
8

▲
0.
7

8.
3

9.
2

4.
3

大
分

3.
7

3.
2

3.
0

3.
4

0.
0

7.
8

14
.7

4.
8

宮
崎

2.
7

2.
0

1.
2

3.
0

0.
6

7.
1

5.
0

4.
3

鹿
児
島

3.
0

2.
6

2.
4

2.
9

▲
0.
9

6.
6

8.
3

4.
0

沖
縄

4.
0

3.
2

2.
9

3.
6

0.
2

11
.0

3.
7

5.
8
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Ⅳ
　
都
道
府
県
別
の
概
算
医
療
費
（
平
成
21
年
度
）

表
29
－
1　
医
療
費
総
額

（
単
位
：
億
円
）

（
参
考
）

総
　
計

医
科
計

歯
科

調
剤

訪
問
看
護

医
科
入
院
外

医
科
入
院

医
科
入
院
外

療
養

＋
調
剤

全
国
計

35
2,
50
1

26
7,
61
5

14
0,
32
4

12
7,
29
1

25
,4
73

58
,6
95

71
9

18
5,
98
5

北
海
道

18
,5
42

14
,1
72

8,
50
4

5,
66
9

1,
17
9

3,
16
1

29
8,
83
0

青
森

3,
99
1

2,
98
4

1,
58
5

1,
39
8

22
8

77
0

10
2,
16
8

岩
手

3,
69
2

2,
71
4

1,
47
6

1,
23
8

25
3

72
0

5
1,
95
8

宮
城

6,
19
9

4,
59
7

2,
40
8

2,
18
9

41
7

1,
17
4

11
3,
36
3

秋
田

3,
42
2

2,
44
8

1,
38
9

1,
05
9

21
1

76
0

4
1,
81
9

山
形

3,
33
9

2,
54
3

1,
34
2

1,
20
1

21
7

57
4

6
1,
77
5

福
島

5,
66
7

4,
24
0

2,
27
8

1,
96
2

35
2

1,
06
6

9
3,
02
8

茨
城

7,
03
5

5,
17
7

2,
63
4

2,
54
3

51
1

1,
33
7

10
3,
87
9

栃
木

5,
13
4

3,
99
5

1,
92
3

2,
07
2

36
1

77
2

6
2,
84
5

群
馬

5,
32
8

4,
26
4

2,
20
0

2,
06
4

34
8

70
6

10
2,
77
0

埼
玉

15
,1
86

11
,0
81

5,
48
4

5,
59
7

1,
26
1

2,
81
8

25
8,
41
5

千
葉

13
,7
98

10
,0
92

5,
05
7

5,
03
4

1,
15
1

2,
53
5

21
7,
56
9

東
京

35
,9
58

25
,7
47

12
,4
77

13
,2
70

3,
06
5

7,
07
0

76
20
,3
40

神
奈
川

20
,7
66

14
,7
07

7,
24
5

7,
46
2

1,
73
5

4,
28
7

37
11
,7
49

新
潟

6,
37
0

4,
64
9

2,
47
0

2,
17
9

46
6

1,
24
6

10
3,
42
4

富
山

3,
04
1

2,
47
5

1,
34
9

1,
12
6

18
1

38
2

3
1,
50
8

石
川

3,
52
2

2,
82
9

1,
63
5

1,
19
3

19
6

49
2

5
1,
68
5

福
井

2,
27
5

1,
90
8

1,
01
0

89
8

12
6

23
4

7
1,
13
1

山
梨

2,
25
8

1,
67
2

90
0

77
2

15
6

42
6

5
1,
19
8

長
野

5,
63
8

4,
29
4

2,
25
6

2,
03
9

36
1

97
0

13
3,
00
9

岐
阜

5,
38
3

4,
06
8

1,
93
3

2,
13
5

39
7

90
4

15
3,
03
9

静
岡

9,
37
3

7,
07
1

3,
38
0

3,
69
1

64
4

1,
64
6

12
5,
33
7

愛
知

18
,2
93

13
,9
87

6,
53
8

7,
45
0

1,
51
8

2,
74
4

43
10
,1
93

三
重

4,
73
0

3,
68
6

1,
77
7

1,
91
0

33
2

70
3

9
2,
61
2

滋
賀

3,
34
9

2,
56
1

1,
34
3

1,
21
8

23
2

54
7

9
1,
76
5

京
都

7,
52
2

5,
98
7

3,
14
8

2,
83
9

49
5

1,
02
2

17
3,
86
2

大
阪

26
,6
45

20
,4
98

10
,3
85

10
,1
13

2,
27
3

3,
79
6

79
13
,9
09

兵
庫

15
,3
05

11
,5
24

5,
79
3

5,
73
1

1,
16
7

2,
57
9

35
8,
31
0

奈
良

3,
74
3

2,
98
6

1,
47
9

1,
50
7

25
9

48
9

9
1,
99
6

和
歌
山

3,
09
5

2,
53
6

1,
24
3

1,
29
3

19
6

35
2

11
1,
64
4

鳥
取

1,
82
9

1,
42
0

82
3

59
7

11
5

29
1

3
88
8

島
根

2,
19
7

1,
70
6

95
3

75
3

12
2

36
3

5
1,
11
7

岡
山

6,
02
9

4,
84
8

2,
62
8

2,
22
0

40
7

76
2

11
2,
98
2

広
島

9,
12
5

6,
96
9

3,
61
2

3,
35
8

63
5

1,
49
8

24
4,
85
5

山
口

4,
74
7

3,
69
1

2,
13
2

1,
55
9

27
7

76
9

10
2,
32
8

徳
島

2,
62
5

2,
13
4

1,
16
7

96
7

17
3

31
1

7
1,
27
9

香
川

3,
16
8

2,
45
3

1,
31
5

1,
13
8

20
7

50
5

3
1,
64
3

愛
媛

4,
43
2

3,
61
7

1,
90
9

1,
70
9

26
0

54
1

14
2,
25
0

高
知

2,
80
6

2,
26
9

1,
38
9

88
0

14
3

38
9

6
1,
26
9

福
岡

16
,6
25

12
,9
82

7,
60
2

5,
38
0

1,
15
5

2,
45
0

39
7,
83
0

佐
賀

2,
67
6

2,
02
9

1,
19
8

83
1

16
9

47
4

5
1,
30
5

長
崎

4,
85
5

3,
79
2

2,
25
0

1,
54
2

28
7

76
8

8
2,
31
0

熊
本

5,
90
8

4,
76
5

2,
75
2

2,
01
3

32
2

81
0

12
2,
82
3

大
分

4,
00
2

3,
17
5

1,
85
4

1,
32
1

21
2

60
7

7
1,
92
8

宮
崎

3,
51
9

2,
73
1

1,
54
3

1,
18
8

20
5

57
5

8
1,
76
3

鹿
児
島

5,
69
6

4,
61
2

2,
80
3

1,
80
9

28
3

79
0

11
2,
59
9

沖
縄

3,
66
2

2,
92
9

1,
75
5

1,
17
4

21
2

51
4

7
1,
68
8

注
1.
医
療
機
関
所
在
地
の
都
道
府
県
で
、
都
道
府
県
別
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。

注
2.
医
療
費
に
は
、
入
院
時
食
事
療
養
の
費
用
額
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
費
用
額
を
含
ん
で
い
る
。
医
科
分
は
医
科

入
院
へ
、
歯
科
分
は
歯
科
へ
含
め
て
い
る
。
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表
30
－
2　
都
道
府
県
別
受
診
延
日
数
の
伸
び
率
（
対
前
年
同
期
比
）

（
単
位
：
％
）

総
　
計

医
科
計

歯
科

訪
問
看
護

調
剤

医
科
入
院

医
科
入
院
外

療
養

全
国
計

▲
0.
6

▲
0.
6

▲
0.
1

▲
0.
8

▲
0.
5

10
.2

1.
5

北
海
道

▲
0.
8

▲
0.
8

▲
0.
4

▲
1.
0

▲
1.
2

8.
0

1.
6

青
森

▲
2.
1

▲
2.
2

▲
2.
1

▲
2.
2

▲
2.
0

8.
3

▲
0.
3

岩
手

▲
2.
1

▲
2.
2

▲
2.
4

▲
2.
1

▲
1.
6

12
.2

0.
0

宮
城

▲
0.
9

▲
1.
0

▲
0.
2

▲
1.
2

▲
0.
2

15
.3

0.
0

秋
田

▲
1.
9

▲
2.
0

▲
1.
5

▲
2.
1

▲
1.
5

5.
4

▲
2.
0

山
形

▲
1.
2

▲
1.
4

▲
0.
1

▲
1.
7

▲
0.
2

7.
1

1.
2

福
島

▲
1.
8

▲
1.
9

▲
1.
9

▲
1.
8

▲
1.
6

6.
2

0.
7

茨
城

▲
0.
5

▲
0.
6

▲
0.
2

▲
0.
7

▲
0.
4

6.
9

1.
1

栃
木

▲
0.
9

▲
1.
1

▲
0.
8

▲
1.
2

0.
2

8.
4

1.
6

群
馬

▲
0.
5

▲
0.
6

▲
0.
7

▲
0.
6

0.
0

7.
3

3.
3

埼
玉

0.
6

0.
6

1.
2

0.
4

0.
6

11
.8

2.
4

千
葉

0.
4

0.
3

0.
3

0.
3

0.
4

13
.5

1.
2

東
京

▲
0.
2

▲
0.
1

0.
3

▲
0.
2

▲
0.
5

9.
1

1.
0

神
奈
川

0.
4

0.
4

0.
7

0.
3

0.
3

7.
9

1.
0

新
潟

▲
2.
0

▲
1.
9

▲
1.
0

▲
2.
2

▲
2.
5

3.
5

▲
1.
0

富
山

▲
1.
9

▲
2.
1

▲
1.
6

▲
2.
2

▲
0.
7

17
.9

2.
7

石
川

▲
1.
5

▲
1.
6

▲
0.
9

▲
1.
8

▲
1.
6

6.
5

4.
9

福
井

▲
1.
1

▲
1.
1

▲
0.
3

▲
1.
3

▲
1.
2

1.
5

5.
5

山
梨

▲
0.
2

▲
0.
2

▲
1.
1

0.
0

▲
0.
1

8.
4

1.
8

長
野

▲
1.
4

▲
1.
5

▲
0.
8

▲
1.
7

▲
1.
1

7.
1

1.
4

岐
阜

▲
1.
3

▲
1.
3

▲
0.
2

▲
1.
6

▲
1.
3

15
.6

0.
7

静
岡

▲
0.
9

▲
1.
0

▲
0.
0

▲
1.
2

▲
0.
8

8.
2

0.
3

愛
知

▲
0.
3

▲
0.
3

0.
6

▲
0.
5

▲
0.
2

16
.4

3.
0

三
重

▲
0.
8

▲
0.
9

▲
0.
4

▲
1.
0

▲
0.
8

16
.7

0.
9

滋
賀

▲
0.
4

▲
0.
6

0.
6

▲
0.
9

0.
7

4.
7

1.
4

京
都

▲
0.
8

▲
0.
9

0.
3

▲
1.
2

▲
0.
9

8.
2

4.
1

大
阪

▲
0.
4

▲
0.
4

1.
8

▲
1.
0

▲
0.
7

18
.8

3.
3

兵
庫

▲
0.
9

▲
0.
9

0.
3

▲
1.
2

▲
0.
8

10
.9

1.
5

奈
良

▲
0.
4

▲
0.
4

1.
2

▲
0.
8

▲
0.
3

9.
3

5.
1

和
歌
山

▲
1.
3

▲
1.
4

▲
0.
3

▲
1.
7

▲
0.
9

7.
2

4.
4

鳥
取

▲
1.
1

▲
1.
2

0.
2

▲
1.
7

▲
0.
8

9.
3

▲
1.
1

島
根

▲
1.
8

▲
1.
8

▲
1.
8

▲
1.
8

▲
1.
3

5.
3

3.
2

岡
山

▲
1.
1

▲
1.
1

▲
1.
0

▲
1.
2

▲
0.
6

7.
7

0.
7

広
島

▲
1.
0

▲
0.
9

0.
2

▲
1.
2

▲
1.
4

5.
6

0.
6

山
口

▲
1.
1

▲
1.
1

0.
4

▲
1.
7

▲
0.
8

6.
6

1.
9

徳
島

▲
1.
3

▲
1.
4

▲
0.
4

▲
1.
7

▲
0.
6

1.
3

2.
6

香
川

▲
1.
2

▲
1.
3

▲
1.
7

▲
1.
2

▲
0.
4

5.
8

0.
9

愛
媛

▲
1.
2

▲
1.
2

▲
0.
4

▲
1.
4

▲
1.
4

7.
8

1.
5

高
知

▲
1.
3

▲
1.
3

▲
0.
4

▲
1.
7

▲
1.
5

7.
3

3.
7

福
岡

▲
0.
1

▲
0.
1

▲
0.
0

▲
0.
2

▲
0.
0

8.
4

1.
5

佐
賀

▲
0.
6

▲
0.
7

0.
4

▲
1.
1

▲
0.
2

9.
6

▲
0.
1

長
崎

▲
1.
0

▲
1.
1

▲
0.
9

▲
1.
3

▲
0.
6

15
.2

0.
0

熊
本

▲
0.
1

▲
0.
2

0.
1

▲
0.
4

0.
4

9.
5

1.
5

大
分

▲
0.
3

▲
0.
4

▲
0.
8

▲
0.
2

0.
2

13
.0

1.
3

宮
崎

▲
0.
6

▲
0.
7

▲
1.
2

▲
0.
5

0.
5

3.
5

0.
9

鹿
児
島

▲
0.
7

▲
0.
7

▲
0.
3

▲
1.
0

▲
0.
7

7.
8

0.
6

沖
縄

0.
5

0.
5

▲
0.
9

1.
1

0.
7

3.
2

4.
3
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表
30
－
1　
受
診
延
日
数

（
単
位
：
万
日
）

総
　
計

医
科
計

歯
科

訪
問
看
護

調
剤

医
科
入
院

医
科
入
院
外

療
養

全
国
計

26
2,
37
1

22
0,
70
7

47
,9
90

17
2,
71
7

40
,9
58

70
6

73
,0
56

北
海
道

11
,5
95

9,
86
2

2,
98
3

6,
87
9

1,
70
5

29
3,
35
1

青
森

3,
03
5

2,
66
2

57
3

2,
08
8

36
3

10
97
0

岩
手

2,
66
4

2,
28
5

56
6

1,
71
9

37
5

5
82
0

宮
城

4,
49
2

3,
79
4

79
1

3,
00
3

68
8

11
1,
49
1

秋
田

2,
33
7

2,
02
4

51
3

1,
51
0

31
0

4
81
3

山
形

2,
49
2

2,
14
0

47
7

1,
66
3

34
6

5
69
7

福
島

4,
06
1

3,
46
2

82
8

2,
63
4

59
0

9
1,
20
7

茨
城

5,
10
8

4,
24
4

93
5

3,
31
0

85
4

10
1,
51
0

栃
木

3,
94
5

3,
32
8

68
0

2,
64
9

61
1

6
97
5

群
馬

3,
99
0

3,
35
8

74
7

2,
61
1

62
3

10
84
8

埼
玉

11
,9
44

9,
74
9

1,
87
0

7,
87
9

2,
17
0

25
3,
59
2

千
葉

10
,3
87

8,
48
0

1,
66
7

6,
81
3

1,
88
6

20
3,
17
0

東
京

27
,0
16

21
,8
86

3,
59
1

18
,2
95

5,
05
6

74
9,
00
4

神
奈
川

15
,7
72

12
,9
69

2,
14
7

10
,8
22

2,
76
7

36
5,
64
0

新
潟

4,
55
4

3,
81
4

86
5

2,
94
9

73
1

9
1,
48
8

富
山

2,
19
7

1,
89
0

49
5

1,
39
6

30
3

3
41
8

石
川

2,
37
8

2,
06
1

58
3

1,
47
8

31
2

5
46
2

福
井

1,
68
0

1,
47
1

36
5

1,
10
6

20
3

7
22
6

山
梨

1,
63
0

1,
37
4

32
5

1,
04
9

25
2

4
47
9

長
野

3,
89
1

3,
26
2

70
7

2,
55
5

61
7

12
1,
04
0

岐
阜

4,
15
2

3,
47
8

62
4

2,
85
4

66
0

13
1,
09
8

静
岡

6,
94
8

5,
83
7

1,
09
1

4,
74
6

1,
10
0

11
2,
08
1

愛
知

14
,3
35

11
,8
69

2,
04
2

9,
82
7

2,
42
7

39
3,
54
2

三
重

3,
75
7

3,
19
8

63
0

2,
56
8

55
0

9
87
8

滋
賀

2,
44
0

2,
03
5

42
3

1,
61
2

39
6

8
64
5

京
都

5,
45
9

4,
62
6

98
3

3,
64
4

81
6

16
1,
02
5

大
阪

20
,4
78

16
,9
92

3,
31
8

13
,6
74

3,
40
5

80
4,
50
1

兵
庫

11
,7
98

9,
98
3

1,
88
0

8,
10
2

1,
78
1

35
3,
35
3

奈
良

2,
70
2

2,
26
5

46
4

1,
80
1

42
8

9
60
7

和
歌
山

2,
38
3

2,
05
8

44
0

1,
61
9

31
4

11
41
6

鳥
取

1,
27
6

1,
09
4

28
4

81
0

17
9

3
34
4

島
根

1,
56
1

1,
37
0

34
4

1,
02
6

18
6

4
42
9

岡
山

4,
31
9

3,
69
5

87
5

2,
81
9

61
2

11
1,
02
8

広
島

7,
00
3

6,
04
0

1,
28
1

4,
75
9

94
0

23
2,
03
0

山
口

3,
60
1

3,
14
5

84
9

2,
29
6

44
7

10
1,
01
8

徳
島

1,
99
8

1,
73
6

47
2

1,
26
4

25
6

7
36
3

香
川

2,
41
9

2,
10
7

49
1

1,
61
7

30
9

3
60
4

愛
媛

3,
43
0

2,
97
3

71
6

2,
25
7

44
3

14
65
7

高
知

1,
90
9

1,
68
4

55
1

1,
13
3

21
9

6
42
1

福
岡

12
,5
84

10
,6
48

2,
77
4

7,
87
4

1,
89
7

39
3,
61
9

佐
賀

2,
20
1

1,
91
2

51
2

1,
40
0

28
4

5
71
4

長
崎

3,
76
4

3,
29
0

92
4

2,
36
6

46
6

8
1,
02
0

熊
本

4,
55
1

3,
96
6

1,
14
6

2,
82
0

57
3

11
1,
12
2

大
分

2,
81
9

2,
47
6

72
6

1,
75
0

33
6

7
76
5

宮
崎

2,
63
9

2,
30
0

63
3

1,
66
7

33
1

8
77
8

鹿
児
島

4,
27
5

3,
76
4

1,
19
4

2,
57
0

49
9

11
1,
10
6

沖
縄

2,
40
1

2,
05
2

61
6

1,
43
6

34
1

7
69
0

注
1.
医
療
機
関
所
在
地
の
都
道
府
県
で
、
都
道
府
県
別
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。

注
2.
診
療
実
日
数
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
調
剤
に
つ
い
て
は
、
処
方
せ
ん
枚
数
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

注
3.
総
計
に
つ
い
て
は
、
調
剤
の
処
方
せ
ん
枚
数
を
含
め
ず
に
計
上
し
て
い
る
。

- 
20
 -
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表
31
-2
　
１
日
当
た
り
医
療
費
の
伸
び
率
（
対
前
年
同
期
比
）

（
単
位
：
％
）

（
参
考
）

総
　
計

医
科
計

歯
科

調
剤

訪
問
看
護

医
科
入
院
外

医
科
入
院

医
科
入
院
外

療
養

＋
調
剤

全
国
計

4.
1

3.
6

3.
2

3.
6

▲
0.
3

6.
3

0.
6

5.
2

北
海
道

4.
0

3.
2

2.
8

3.
3

▲
0.
9

7.
0

0.
2

5.
5

青
森

4.
6

3.
8

3.
2

4.
4

▲
0.
6

7.
7

▲
0.
8

6.
3

岩
手

4.
3

3.
7

3.
4

4.
3

0.
1

6.
5

1.
9

5.
9

宮
城

4.
0

3.
4

2.
5

3.
8

▲
0.
2

6.
9

0.
1

5.
3

秋
田

4.
4

3.
9

3.
1

4.
5

0.
0

7.
3

0.
4

5.
7

山
形

4.
3

3.
9

3.
1

3.
6

▲
0.
8

6.
1

▲
0.
4

5.
4

福
島

4.
1

3.
3

3.
1

3.
5

▲
0.
6

6.
6

0.
3

5.
5

茨
城

4.
0

3.
6

3.
1

3.
8

▲
0.
3

5.
7

0.
5

5.
1

栃
木

4.
1

3.
6

3.
2

3.
8

▲
0.
3

7.
0

▲
0.
7

5.
4

群
馬

4.
0

3.
4

3.
6

3.
2

0.
4

6.
6

0.
4

5.
0

埼
玉

4.
2

3.
8

4.
0

3.
1

▲
0.
3

6.
4

0.
2

4.
9

千
葉

4.
1

3.
9

3.
9

3.
9

▲
0.
4

6.
6

0.
8

5.
0

東
京

4.
1

3.
6

3.
3

3.
6

0.
4

6.
1

0.
2

4.
9

神
奈
川

3.
6

3.
2

3.
0

3.
2

▲
0.
7

6.
0

0.
3

4.
5

新
潟

4.
3

3.
9

2.
8

4.
3

0.
3

6.
4

0.
3

5.
5

富
山

4.
6

4.
0

3.
9

3.
8

0.
2

6.
9

1.
7

5.
9

石
川

4.
2

3.
3

2.
7

3.
5

▲
0.
8

5.
3

0.
8

6.
0

福
井

4.
6

4.
1

3.
3

4.
4

▲
0.
5

4.
8

0.
2

5.
9

山
梨

3.
2

2.
6

3.
2

2.
6

▲
1.
7

5.
9

▲
0.
2

4.
4

長
野

4.
4

4.
0

3.
3

4.
0

▲
0.
6

5.
5

▲
0.
1

5.
5

岐
阜

5.
1

5.
0

4.
6

4.
6

▲
0.
6

6.
1

3.
7

5.
8

静
岡

3.
7

3.
4

2.
4

3.
7

▲
1.
1

5.
9

0.
5

4.
8

愛
知

4.
6

4.
2

3.
9

3.
8

0.
2

6.
0

2.
8

5.
3

三
重

4.
0

3.
7

3.
3

3.
7

▲
0.
3

6.
1

0.
2

4.
9

滋
賀

4.
4

4.
0

3.
3

3.
6

0.
2

6.
9

0.
3

5.
4

京
都

4.
4

3.
7

3.
1

3.
4

0.
8

5.
6

0.
7

5.
4

大
阪

4.
3

3.
8

2.
3

3.
5

0.
0

5.
9

0.
2

5.
3

兵
庫

4.
5

3.
8

3.
1

3.
6

0.
1

7.
1

0.
8

5.
5

奈
良

5.
0

4.
3

4.
3

3.
1

▲
0.
6

7.
5

0.
9

5.
5

和
歌
山

3.
6

3.
1

2.
2

3.
2

▲
1.
5

4.
6

1.
4

4.
8

鳥
取

4.
1

4.
0

3.
1

3.
8

▲
0.
6

6.
8

▲
0.
2

5.
0

島
根

3.
8

2.
7

2.
5

3.
0

▲
0.
4

5.
9

0.
2

5.
6

岡
山

4.
4

4.
1

3.
7

4.
5

0.
4

6.
8

0.
3

5.
6

広
島

4.
4

4.
0

3.
5

3.
6

▲
0.
0

6.
3

1.
4

5.
0

山
口

4.
4

3.
6

2.
9

3.
1

▲
0.
7

7.
4

0.
3

5.
7

徳
島

4.
1

3.
7

2.
8

3.
9

▲
0.
0

6.
0

▲
0.
2

5.
5

香
川

3.
6

3.
0

2.
8

3.
7

▲
0.
0

6.
1

0.
9

5.
1

愛
媛

4.
3

4.
1

3.
0

4.
8

▲
1.
0

5.
7

1.
0

5.
7

高
知

4.
0

3.
1

2.
0

3.
8

▲
0.
9

6.
2

0.
6

6.
2

福
岡

3.
6

3.
3

3.
2

3.
4

▲
0.
8

6.
1

0.
7

4.
8

佐
賀

4.
3

4.
2

3.
3

4.
4

▲
0.
9

6.
4

▲
0.
7

5.
5

長
崎

3.
8

3.
5

3.
0

3.
9

▲
1.
1

6.
4

▲
0.
7

5.
2

熊
本

3.
4

3.
0

2.
7

3.
1

▲
1.
1

6.
7

▲
0.
3

4.
7

大
分

4.
0

3.
6

3.
8

3.
7

▲
0.
1

6.
4

1.
5

5.
0

宮
崎

3.
3

2.
7

2.
4

3.
6

0.
1

6.
2

1.
4

4.
9

鹿
児
島

3.
7

3.
4

2.
7

3.
9

▲
0.
2

5.
9

0.
5

5.
0

沖
縄

3.
5

2.
7

3.
9

2.
5

▲
0.
5

6.
5

0.
4

4.
6
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表
31
-1
　
１
日
当
た
り
医
療
費

（
単
位
：
円
）

（
参
考
）

総
　
計

医
科
計

歯
科

調
剤

訪
問
看
護

医
科
入
院
外

医
科
入
院

医
科
入
院
外

療
養

＋
調
剤

全
国
計

13
,4
35

12
,1
25

29
,2
40

7,
37
0

6,
21
9

8,
03
4

10
,1
87

10
,7
68

北
海
道

15
,9
91

14
,3
71

28
,5
06

8,
24
1

6,
91
8

9,
43
4

10
,1
56

12
,8
36

青
森

13
,1
53

11
,2
09

27
,6
48

6,
69
5

6,
28
9

7,
94
0

9,
86
8

10
,3
81

岩
手

13
,8
57

11
,8
77

26
,0
65

7,
20
2

6,
75
2

8,
78
0

10
,4
01

11
,3
93

宮
城

13
,7
99

12
,1
17

30
,4
52

7,
29
0

6,
07
0

7,
87
1

10
,0
79

11
,1
98

秋
田

14
,6
41

12
,0
95

27
,0
53

7,
01
2

6,
79
7

9,
34
6

10
,5
76

12
,0
42

山
形

13
,4
01

11
,8
83

28
,1
04

7,
22
6

6,
25
5

8,
23
3

10
,5
25

10
,6
77

福
島

13
,9
54

12
,2
48

27
,4
98

7,
45
1

5,
96
6

8,
83
0

10
,1
97

11
,4
98

茨
城

13
,7
73

12
,1
97

28
,1
87

7,
68
2

5,
98
7

8,
85
4

10
,2
53

11
,7
21

栃
木

13
,0
14

12
,0
03

28
,2
94

7,
82
3

5,
90
1

7,
92
1

10
,3
89

10
,7
39

群
馬

13
,3
53

12
,6
99

29
,4
58

7,
90
4

5,
58
4

8,
33
0

10
,1
78

10
,6
10

埼
玉

12
,7
14

11
,3
67

29
,3
36

7,
10
3

5,
81
1

7,
84
6

10
,2
45

10
,6
80

千
葉

13
,2
85

11
,9
00

30
,3
41

7,
38
9

6,
10
1

7,
99
8

10
,3
77

11
,1
09

東
京

13
,3
10

11
,7
64

34
,7
47

7,
25
4

6,
06
2

7,
85
1

10
,1
87

11
,1
18

神
奈
川

13
,1
66

11
,3
40

33
,7
42

6,
89
5

6,
27
0

7,
60
1

10
,1
27

10
,8
57

新
潟

13
,9
86

12
,1
88

28
,5
40

7,
38
8

6,
37
3

8,
37
1

10
,3
72

11
,6
12

富
山

13
,8
42

13
,0
92

27
,2
69

8,
06
8

5,
96
4

9,
13
3

9,
96
3

10
,8
03

石
川

14
,8
08

13
,7
22

28
,0
38

8,
07
3

6,
29
1

10
,6
41

10
,1
21

11
,4
01

福
井

13
,5
35

12
,9
73

27
,6
95

8,
11
7

6,
21
8

10
,3
32

10
,0
36

10
,2
29

山
梨

13
,8
54

12
,1
74

27
,7
22

7,
36
3

6,
17
7

8,
89
2

10
,4
80

11
,4
21

長
野

14
,4
89

13
,1
64

31
,9
08

7,
97
9

5,
84
7

9,
33
1

10
,6
52

11
,7
76

岐
阜

12
,9
66

11
,6
96

30
,9
63

7,
48
1

6,
00
7

8,
23
2

11
,0
78

10
,6
48

静
岡

13
,4
90

12
,1
14

30
,9
74

7,
77
7

5,
85
8

7,
91
1

10
,2
45

11
,2
47

愛
知

12
,7
61

11
,7
85

32
,0
13

7,
58
1

6,
25
7

7,
74
7

10
,9
99

10
,3
73

三
重

12
,5
91

11
,5
27

28
,1
96

7,
43
7

6,
04
1

8,
00
4

9,
89
7

10
,1
74

滋
賀

13
,7
24

12
,5
83

31
,7
21

7,
55
6

5,
85
0

8,
48
0

10
,5
56

10
,9
50

京
都

13
,7
79

12
,9
42

32
,0
31

7,
79
3

6,
06
6

9,
97
1

10
,2
39

10
,5
99

大
阪

13
,0
12

12
,0
63

31
,2
96

7,
39
6

6,
67
6

8,
43
4

9,
78
8

10
,1
72

兵
庫

12
,9
73

11
,5
44

30
,8
10

7,
07
3

6,
55
4

7,
69
1

10
,1
85

10
,2
56

奈
良

13
,8
53

13
,1
85

31
,8
69

8,
36
9

6,
05
9

8,
05
5

9,
95
9

11
,0
84

和
歌
山

12
,9
87

12
,3
19

28
,2
74

7,
98
7

6,
26
1

8,
44
5

10
,0
59

10
,1
59

鳥
取

14
,3
34

12
,9
81

28
,9
72

7,
37
0

6,
42
3

8,
45
7

9,
88
0

10
,9
67

島
根

14
,0
77

12
,4
54

27
,6
93

7,
34
1

6,
58
6

8,
46
3

10
,3
53

10
,8
83

岡
山

13
,9
60

13
,1
22

30
,0
27

7,
87
3

6,
64
7

7,
41
2

9,
86
2

10
,5
76

広
島

13
,0
30

11
,5
39

28
,1
92

7,
05
6

6,
74
9

7,
37
9

10
,2
17

10
,2
03

山
口

13
,1
80

11
,7
36

25
,1
18

6,
78
9

6,
20
8

7,
54
8

10
,1
10

10
,1
37

徳
島

13
,1
36

12
,2
95

24
,7
48

7,
65
1

6,
75
7

8,
58
0

9,
70
9

10
,1
12

香
川

13
,0
96

11
,6
43

26
,8
08

7,
04
1

6,
69
2

8,
35
1

10
,0
04

10
,1
64

愛
媛

12
,9
22

12
,1
69

26
,6
66

7,
57
1

5,
85
5

8,
23
6

9,
90
7

9,
97
1

高
知

14
,6
97

13
,4
73

25
,2
22

7,
76
7

6,
51
1

9,
23
4

9,
75
7

11
,1
95

福
岡

13
,2
11

12
,1
91

27
,4
05

6,
83
2

6,
08
7

6,
76
8

10
,0
91

9,
94
3

佐
賀

12
,1
59

10
,6
14

23
,3
94

5,
93
9

5,
92
8

6,
63
4

9,
97
0

9,
32
3

長
崎

12
,8
98

11
,5
26

24
,3
57

6,
51
7

6,
16
1

7,
52
8

10
,0
74

9,
76
1

熊
本

12
,9
84

12
,0
14

24
,0
08

7,
13
8

5,
62
1

7,
21
6

10
,2
52

10
,0
10

大
分

14
,1
98

12
,8
23

25
,5
40

7,
54
7

6,
33
0

7,
94
1

10
,2
94

11
,0
18

宮
崎

13
,3
34

11
,8
73

24
,3
82

7,
12
5

6,
20
0

7,
39
4

10
,0
57

10
,5
73

鹿
児
島

13
,3
26

12
,2
54

23
,4
82

7,
03
8

5,
67
2

7,
13
8

9,
95
8

10
,1
11

沖
縄

15
,2
55

14
,2
72

28
,4
93

8,
17
5

6,
22
2

7,
44
7

10
,4
04

11
,7
50

注
1.
医
療
機
関
所
在
地
の
都
道
府
県
で
、
都
道
府
県
別
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。

注
2.
１
日
当
た
り
医
療
費
と
は
、
診
療
実
日
数
当
た
り
の
医
療
費
で
あ
る
。

調
剤
は
、
処
方
せ
ん
１
枚
当
た
り
の
医
療
費
。

「
（
参
考
）
医
科
入
院
外
＋
調
剤
」
で
は
、
医
科
入
院
外
及
び
調
剤
の
医
療
費
を
医
科
入
院
外
の
受
診
延
日
数
で

除
し
て
得
た
値
。

注
3.
医
療
費
に
は
、
入
院
時
食
事
療
養
の
費
用
額
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
費
用
額
を
含
ん
で
い
る
。
医
科
分
は
医
科

入
院
へ
、
歯
科
分
は
歯
科
へ
含
め
て
い
る
。

- 
22
 -
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下記ワクチンの助成制度実施について
自 治 体 名

子宮頸がん小児用肺炎球菌ヒ　　ブ

検討あり検討あり検討あり京 都 市

実施予定（２０１０年秋頃？）検討あり検討あり福 知 山 市

検討あり検討なし検討なし舞 鶴 市

実施予定（２０１０年１０月から）検討なし検討なし綾 部 市

検討あり検討なし検討あり宇 治 市

実施予定（２０１０年１０月から）検討なし検討なし宮 津 市

実施予定具体的検討なし具体的検討なし亀 岡 市

検討あり検討なし検討なし城 陽 市

実施予定（未定）検討あり実施（２０１０年８月から、４月から適用）向 日 市

検討あり検討なし実施（２０１０年８月１日から）長 岡 京 市

実施予定（２０１０年度中）検討なし検討なし八 幡 市

検討なし検討なし検討なし京 田 辺 市

実施予定（未定）検討なし検討なし京 丹 後 市

検討あり検討あり検討あり南 丹 市

検討なし検討なし検討なし木 津 川 市

検討あり検討なし実施（２０１０年８月から）大 山 崎 町

検討あり検討あり検討あり久 御 山 町

＊井 手 町

検討あり検討なし検討なし宇 治 田 原 町

検討あり検討なし検討なし笠 置 町

検討あり検討なし検討なし和 束 町

検討あり検討なし検討なし精 華 町

実施予定（未定）検討なし検討なし南 山 城 村

実施予定（２０１０年）検討あり検討あり京 丹 波 町

検討あり検討なし検討なし伊 根 町

検討あり検討なし検討なし与 謝 野 町

京 都 府
＊　議会終了後に、再度アンケートへの協力をお願いする予定です。

アンケート

ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がんワクチン等の
任意接種費用助成にかかる京都府内自治体アンケート

　京都府保険医協会が９月４日に、講演会「知っててよかった！　大切なあなたの健康を守るワクチンの話」を開催するに
あたり、京都府と京都府内の２６市町村に、任意接種のワクチンの助成制度についてのアンケートを実施した。その結果を掲
載する。

■ 調査期間　２０１０年７月２３日～９月３日 ■　京都府保険医協会調べ
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３７第１３５号

府や国への要望助成制度を
実施しない理由

助成制度を
実施、検討する理由具体的な助成内容自治体名

公費助成について検討はし
ているものの、財源確保や
健康被害に対する補償等の
課題があり、現在、国に対
して必要性の高い任意の予
防接種については早期に予
防接種法に規定し、国の救
済制度の対象としていただ
くよう要望活動を行ってい
るところである。

医療従事者からの要望が
あったから
必要性の高い任意の予防接
種については、医療費の抑
制にも効果があると認識し
ているため。京 都 市

①財源の確保（助成事業の
拡大）

②ワクチンの安定的な確保
（特にヒブワクチン）
③健康被害救済を定期予防
接種に準じてほしい

ヒブワクチン・肺炎球菌ワ
クチン：
財源確保が困難だから
ワクチンの安定的な確保

子宮頸がんワクチン：
子育て支援策として重要だ
から
ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから
住民からの要望があったか
ら
医療従事者からの要望が
あったから

子宮頸がんワクチン：未定

福 知 山 市

府の補助金制度について、
早く詳細を示していただき
たい（今年度の制度だけで
なく、次年度の国の制度と
合わせての府の制度のあり
方を示してほしい）。　
任意接種の助成制度ではな
く、予防接種法における定
期接種として位置づけてい
ただきたい。

財源確保が困難だから
副反応が心配だから
任意接種であり、ワクチン
の安定供給や健康被害への
補償問題等の課題が多い。

医療従事者からの要望が
あったから
京都府の補助金制度の創設
をうけて検討（国の助成方
針も受けて）

子宮頸がんワクチン：京都
府の補助金制度に合わせて
実施予定

舞 鶴 市

ヒブワクチン、小児用肺炎
球菌ワクチン、子宮頸がん
ワクチンについては、適切
な年齢で接種すれば相当の
効果があるものとして諸外
国では公費負担で実施され
ているところであり、国民
要望も高まっているところ
であるが、地方においては
助成の財源確保が難しいと
ころもある。国によるワク
チンの明確な位置付けや助
成制度の確立をお願いする。

財源確保が困難だから
他の施策を優先するため

ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから
住民からの要望があったか
ら
京都府の補助金助成がある
ため

子宮頸がんワクチン：
①個人が要した費用の３分
の ２ を 助 成（限 度 額
１０,０００円／回）自己負担
３分の１、綾部市３分の
１、京都府３分の１

②市民税非課税世帯及び生
活保護受給世帯は綾部市
負担。綾部市２分の１、
京都府２分の１

綾 部 市

財源確保が困難だから
副反応が心配だから
他の施策を優先するため

ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから
住民からの要望があったか
ら

宇 治 市

現在、有効性が高いと認めら
れている任意の予防接種に
ついては、早期に予防接種
法に規定し、国の救済制度
の対象としていただきたい。
また、国からの交付金につい
ては、予防接種の交付金とし
て交付していただきたい。

財源確保が困難だから
副反応が心配だから
他の施策を優先するため　
任意接種であり、ワクチン
の安定供給や健康被害への
補償問題等の課題が多い。

京都府の補助金制度の創設
を受けて検討

子宮頸がんワクチン：京都
府の補助金制度に合わせて
実施予定

宮 津 市

全国的な地域格差が生じな
いために、適切に健康被害
に対応するために、予防接
種法に基づく定期の予防接
種に位置づけていただきた
い。
ワクチンの安定した供給に
ついても調整を図っていた
だきたい。

財源確保が困難だから
副反応が心配だから
他の施策を優先するため　
経済的理由により、接種格
差が生じることは好ましく
ない（しかし、全額助成と
なれば財源確保が難しい）。

ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから

亀 岡 市
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府や国への要望助成制度を
実施しない理由

助成制度を
実施、検討する理由具体的な助成内容自治体名

市における財政的な負担は
非常に大きい。接種費用に
ついて、国や府の助成制度
をお願いしたい。

財源確保が困難だから住民からの要望があったか
ら城 陽 市

国へは、定期接種していた
だくよう要望しているとこ
ろです。

財源確保が困難だから
副反応が心配だから

住民からの要望があったか
ら
医療従事者からの要望が
あったから

ヒブワクチン：平成２２年４
月１日以降に接種した人に
１回あたり３５００円の助成。
２カ月～７カ月未満：４回、
７カ月～１歳未満：３回、
１歳～５歳未満：１回

向 日 市

財源確保が困難だから
他の施策を優先するため

子育て支援策として重要だ
から
ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから

ヒブワクチン：１回３５００円
助成（規定の月齢による。
上限４回）長 岡 京 市

財源確保が困難だから京都府の助成制度子宮頸がんワクチン：京都
府において助成制度の創設
が予定されているため、府
の制度にあわせて実施予定

八 幡 市

財源確保が困難だから
他の施策を優先するため
法に基づかない予防接種で
あるため健康被害がおこっ
た時の補償が不充分

京 田 辺 市

ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから
住民からの要望があったか
ら

子宮頸がんワクチン：
・中学校３年生の生徒
・課税世帯３分の２の額
　（１００００円／回を上限）
・生活保護世帯・市民税非
課税世帯は全額（１５０００円
／回を上限）

（府の補助金にあわせて実
施する予定）

京 丹 後 市

定期予防接種と同じ扱いに
していただきたい。

子育て支援策として重要だ
から
ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから
住民からの要望があったか
ら
医療従事者からの要望が
あったから

南丹市子宮頸がん予防ワク
チン接種費助成事業実施要
綱作成中

南 丹 市

国は、定期接種化を行い、
接種費用を無料となるよう
お願いしたい。

設問では「検討したことは
ない」と記載されており、
今後決して実施しないとも
限らない。国・府の動向を
にらみ、検討したいと考え
ている。

木 津 川 市

今後ますます財源の確保が
厳しいです。補助等ご検討
ください。

財源確保が困難だから
定期接種ではないから

住民からの要望があったか
ら
周辺地域の情勢と合わせる
ため
京都府の方針に合わせるた
め

ヒブワクチン：接種費用１
回３５００円（助成回数上限あり）
接種開始月齢
生後２カ月～７カ月未満
　…上限４回
生後７カ月～１歳未満
　…上限３回
生後１歳～５歳未満
　…上限１回

大 山 崎 町

ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから　住民からの
要望があったから久 御 山 町

井 手 町
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３９第１３５号

府や国への要望助成制度を
実施しない理由

助成制度を
実施、検討する理由具体的な助成内容自治体名

財源確保が困難だから
他の施策を優先するため

ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから
住民からの要望があったか
ら

宇治田原町

安全性、効果も高いなら、
定期の予防接種としての位
置付、もしくは府の制度と
して実施してほしいと思い
ます（副反応がでた場合の
フォロー等のこともあるの
で）。

ヒブワクチン・肺炎球菌ワ
クチン：要望がないから　
子宮頸がんワクチン：府の
説明でも、副反応について
と効果については欧米の
データしかないため、検討
していく方向…ということ
だった。また、対象が１１～
１４歳（主として）というこ
とで、家庭や学校での衛生
教育（性教育）をどのよう
にするかも課題だと思うの
ですが…。

子宮頸がんワクチン：住民
からの要望があったから

笠 置 町

財源確保が困難だから
副反応が心配だから

子育て支援策として重要だ
から
ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから

和 束 町

ワクチン情報の正確で迅速
な提供と、接種対象者の設
定など（ワクチン効果の面
から）健康被害救済の面か
らも、定期接種としての位
置付けや、財政面からも補
助金の設立を要望します。

財源確保が困難だから　副
反応が心配だから
定期接種等位置付けが弱い
から

ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから
住民からの要望があったか
ら精 華 町

財源確保が困難だから
要望がないから

ワクチンで防ぐことのでき
る疾病だから

子宮頸がんワクチン：府の
要項に準じて

南 山 城 村

住民からの要望があったか
ら京 丹 波 町

その他住民からの要望があったか
ら
その他伊 根 町

財源確保が困難だから
他の施策を優先するため

京都府において、子宮頸が
ん予防ワクチンに係る助成
事業が検討されているため。与 謝 野 町

京 都 府



京都保険医新聞２０１０年（平成２２年）９月２7日　毎週１回月曜日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２７62号

第１３５号４０

協会だより（定例理事会要録から）

10月の相談室
担当＝坂本建築士１０月１３日（水）午後２時～医院・住宅

新（改）築
担当＝三井生命のＦＣ
　　　（ファイナンシャルコンサルタント）１０月２１日（木）午後１時～ファイナンシャル
担当＝莇弁護士１０月２１日（木）午後２時～法 律
担当＝本宮社会保険労務士１０月２１日（木）午後２時～雇 用 管 理
担当＝牧野税理士１０月２７日（水）午後２時～経 営

開催日の３日前までに協会事務局へお申込み下さい。３０分間無料です。

　　　　理事会報告はありません。　　　　

協会の新しい事務所に
お越しください
　京都府保険医協会は、９月２７日から新事務所
で業務を開始します。
　お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りく
ださい。

〒604-8162
京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637
第41長栄カーニープレイス四条烏丸6階

PP

P

P

P

P

カ
ー
ニ
ー
プ
レ
イ
ス
四
条
烏
丸

毅地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅から６番出口
を出て徒歩３分
毅阪急京都線「烏丸」駅、地下鉄烏丸線「四条」駅か
ら２２番出口を出て徒歩３分

※駐車場がありませんのでお近くのコインパーキング
をご利用下さい

電話 075（212）8877
Fax 075（212）0707

電話番号・Fax番号が変わります

ここ６階に
協会の事務所が
あります
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10月のレセプト
受取・締切

12日㈫労
災

10日㈰9日㈯8日㈮基金
国保 ◎◎○○

※○は受付日、◎は締切日。
　受付時間は午前９時～午後
５時です。

地区医師会とのとの懇談会ののご案内
場　　所時　間地　　区開催日

伏見医師会館懇談会：午後２時３０分～伏見医師会との懇談会１０月６日㈬

京都ブライトンホテル昼食会：午後１時３０分～
懇談会：午後２時３０分～京都北医師会との懇談会１１月１０日㈬

京都府保険医協会会議室午後２時３０分～上京東部医師会との懇談会　西陣１１月１１日㈭

乙訓医師会事務所（長岡京市立多世代交
流ふれあいセンター）午後２時３０分～乙訓医師会との懇談会１２月６日㈪
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